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序

説

問
題
の
所
在

違
法
性
の
意
識
は
、
当
該
法
益
侵
害
(
危
殆
化
)
行
為
が
客
観
的
に
妥

当
し
て
い
る
(
刑
)
法
規
範
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
行

為
者
に
媒
介
し
、
彼
が
自
分
の
行
為
を
具
体
的
な
法
的
当
為
(
義
務
)
に
従
つ

て
適
法
行
為
へ
と
動
機
づ
け
る
可
能
性
を
行
為
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

が
違
法
性
の
意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
禁
止
さ
れ
た
法
益
侵
害
(
危
殆
化
)
行
為

へ
と
自
ら
を
動
機
づ
け
た
点
に
、
直
接
的
・
意
識
的
な
反
規
範
的
態
度
、
法
的

に
否
認
さ
る
べ
き
誤
ま
っ
た
法
的
心
情
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

完
全
な
責
任
非
難
(
故
意
責
任
)
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

行
為
者
に
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
る
場
合
(
違
法
性
の
錯
誤
な
い
し
禁
止
の
錯

誤
)
に
は
、
彼
に
は
直
接
的
・
意
識
的
な
反
規
範
的
態
度
は
み
ら
れ
ず
、
減
軽

さ
れ
た
責
任
非
難
(
減
軽
さ
れ
た
故
意
責
任
あ
る
い
は
過
失
責
任
)
を
基
礎
づ

け
る
に
す
ぎ
な
い
。
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
素
か
否
か
の
問
題
に
つ
き
厳

格
故
意
説
、
制
限
故
意
説
あ
る
い
は
責
任
説
の
い
ず
れ
を
と
る
に
し
て
も
、
違

法
性
の
意
識
が
行
為
者
に
み
と
め
ら
れ
る
場
合
と
そ
れ
を
欠
く
場
合
と
を
明
確

に
区
別
す
る
こ
と
は
、
故
意
(
責
任
)
か
過
失
(
責
任
)
か
を
、
あ
る
い
は
故

意
(
責
任
)
を
減
軽
し
得
る
か
否
か
を
判
断
す
る
う
え
で
、
重
要
な
課
題
で
あ

る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
違
法
性
の
意
識
の
存
否
を
判
断
す
る
た
め
の
具
体

的
基
準
を
探
求
す
る
と
い
う
意
味
で
、
違
法
性
の
意
識
の
限
界
論
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。

従
来
は
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
素
か
否
か
に
つ
い
て
の
理
論
的
対
立
が

論
議
の
中
心
で
あ
り
、
具
体
的
に
行
為
者
が
い
か
な
る
内
心
的
態
度
あ
る
い
は

心
理
状
態
に
あ
る
と
き
に
違
法
性
の
意
識
が
み
と
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点

は
、
少
な
く
と
も
我
が
国
で
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
我
々
は
違
法
性
の
意
識
の
心
理
的
実
体
に
つ
い
て
も
目
を
向
け

る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
西
ド
イ
ツ
の
最
近
の

議
論
を
紹
介
し
こ
れ
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
違

法
性
の
意
識
の
限
界
論
と
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
未
必
の
違
法
意

識
」
と
「
違
法
性
の
意
識
の
『
現
実
性
』
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、

解
決
の
糸
口
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
行
為
者
が
当
該
具
体
的
行
為
の
違
法
性
を
「
確
定
的
に
」
認
識

し
て
い
る
場
合
に
完
全
な
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
違
法
性
の
意
識
は
「
未
必
的
な
」
も
の
で
も
よ
い
、
と
一
言
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
当
該
行
為
を
「
あ
る
い
は
違
法
か
も
し
れ

な
い
」
と
思
い
な
が
ら
も
違
法
行
為
へ
と
自
ら
を
動
機
づ
け
、
意
思
決
定
し
た

場
合
に
も
、
原
則
と
し
て
完
全
な
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
こ
の
「
違
法
の
可
能
性
」
の
認
識
(
予
見
)
に
よ
っ
て
す
で
に
、
行
為

者
に
具
体
的
な
法
的
義
務
が
届
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。本
稿
で
の
課
題
は
、
ま
ず
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
未
必
の
違
法
意
識
」
は
行
為
者

が
当
該
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
あ
る
と
き
に
肯
定

さ
れ
る
の
か
と
い
う
基
準
を
解
明
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
未
必
の
違
法
意
識
」

が
存
す
る
場
合
に
も
、

ニ
疋
の
例
外
的
な
事
情
の
も
と
で
は
行
為
者
に
対
す
る

責
任
非
難
が
減
弱
し
あ
る
い
は
阻
却
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
を
具
体
的
事
例
を
通
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
が
未
必

の
違
法
意
識
の
「
限
界
基
準
」
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
が
未
必
の
違
法
意
識
に

お
け
る
行
為
者
の
「
責
任
な
い
し
処
罰
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

れ
ら
の
問
題
は
、
従
来
我
が
国
で
は
ま
っ
た
く
と
一
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
等
閑
に
付

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
事
実
認
識
と
し
て
の
「
未
必
の
故
意
」
論
が
故
意
(
責

任
)
と
過
失
(
責
任
)
と
の
限
界
の
問
題
と
し
て
よ
り
実
践
的
な
意
義
を
有
し

て
お
り
、
未
必
の
違
法
意
識
の
問
題
性
は
そ
の
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
き
た
た

め
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
の
錯
誤
な
い
し
違
法
性
の
錯
誤
と
の

関
連
で
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
に
つ
い
て
の
「
相
当
の
理
由
」
(
禁
止
の
錯

誤
の
回
避
可
能
性
)
の
判
断
基
準
の
問
題
に
も
っ
ぱ
ら
判
例
・
学
説
の
関
心
が

注
が
れ
て
き
た
た
め
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
お
。
そ
こ
で
は
、
故
意
(
責
任
)
の

成
否
に
関
し
て
違
法
性
の
意
識
(
な
い
し
そ
の
可
能
性
)
が
認
め
ら
れ
る
か
否

か
、
あ
る
い
は
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か

と
い
う
、
い
わ
ば
違
法
性
の
意
識
(
可
能
性
)
の
成
否

(
C
U
)

の
問
題
が
大

き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
り
に
行
為
者
に
違

法
性
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
彼
に
他
の
適
法
行
為
を
期
待
す
る
こ

と
が
法
秩
序
の
過
大
な
要
求
と
な
り
、
「
実
質
的
責
任
概
念
」
の
観
点
か
ら
は
、

こ
の
場
合
責
任
非
難
の
程
度
が
減
軽
な
い
し
阻
却
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
、
い
わ
ば
未
必
の
違
法
認
識
に
お
け
る
責
任
非
難
の
程
度
(
巧
互
の
問
題

性
は
、
従
来
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
時
「
実

質
的
責
任
論
」
な
い
し
「
可
罰
的
責
任
論
」
の
論
議
が
活
性
化
し
つ
つ
あ
る
中

で
、
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
具
体
的
事
例
に
即

し
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

次
に
、
故
意
説
(
厳
格
故
意
説
)
は
、
行
為
者
が
行
為
の
違
法
性
を
意

識
し
つ
つ
敢
え
て
違
法
な
行
為
を
行
う
点
に
重
い
責
任
非
難
と
し
て
の
故
意
責

任
を
認
め
る
。
行
為
者
が
当
該
法
益
侵
害
行
為
が
法
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
を

意
識
し
な
が
ら
も
敢
え
て
こ
れ
を
遂
行
す
る
と
い
う
法
規
範
的
心
情
に
対
し
、

故
意
責
任
の
非
難
の
根
拠
を
求
め
る
。
行
為
者
が
行
為
の
違
法
性
を
「
現
実
に
」

(
国

Z
5
=
)
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
現
実
的
な
違
法
性
の
意
識
」

が
故
意
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
故

意
説
が
そ
の
理
論
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
実
際
上
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
と
の

批
判
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
責
任
説
の
主
唱
者
で
あ
る
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
行
為
の
違
法
性
に
関
し
て
現
実
的
・

現
在
的
な
意
識
を
伴
う
こ
と
は
極
め
て
稀
れ
な
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
極
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度
に
興
奮
し
た
情
動
行
為
(
な
い
し
激
情
行
為
)
や
瞬
間
的
反
射
行
為
で
は
こ

う
し
た
意
識
は
全
く
欠
如
し
て
い
る
。
故
意
説
に
よ
れ
ば
こ
の
場
合
故
意
犯
と

し
て
は
処
罰
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
論
が
実
際
上
承
認
で
き
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
非
現
実
的
な
、
何
時
で

も
現
実
化
し
う
る
「
認
識
」
(
さ

5
2
)
で
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
一
川
一
。

故
意
説
の
支
持
者
達
が
、
か
よ
う
な
欠
陥
を
回
避
す
べ
く
、
あ
る
い
は
「
法

律
の
過
失
」
(
宮
内
宮
丸
山
古
『

zn-聞
広
三
の
理
論
に
よ
り
、
あ
る
い
は
「
法
盲

日
性
な
い
し
法
敵
対
性
」
(
同
2
Z印
Z
E
S
2
2
ι
-
F
n
F
S
E
E
-
-門事
2)
の

理
論
に
よ
り
、
理
論
の
適
用
範
囲
の
拡
張
を
試
み
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
理
論
に
対
し
て
も
、
「
法
律

の
過
失
」
と
い
う
い
わ
ば
窮
余
の
策
の
構
成
要
件
を
設
け
る
こ
と
は
罪
刑
法
定

主
義
に
反
し
、
ま
た
「
法
敵
対
性
」
の
概
念
が
暖
昧
で
怒
意
的
・
権
威
主
義
的

な
法
解
釈
を
許
す
危
険
性
を
字
み
責
任
主
義
に
違
背
す
る
、
と
い
っ
た
批
判
が

加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
従
来
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
違
法
性
の
意
識
は
顧
慮
し
な

い
と
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
お
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
裁

判
所
刑
事
連
合
部
の
決
定
は
、
上
述
の
理
論
状
況
を
踏
ま
え
刑
事
政
策
的
配
慮
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を
し
つ
つ
、
責
任
主
義
へ
の
よ
り
大
き
な
前
進
を
一
広
し
責
任
説
を
採
用
す
る
に

至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
責
任
説
は
西
ド
イ
ツ
の
支
配

的
見
解
と
な
り
、
立
法
上
も
責
任
説
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
我
が
固
に
お
い
て
は
、
大
審
院
、
最
高
裁
は
一
貫
し
て
違
法
性

の
意
識
不
要
説
を
維
持
し
て
い
る
の
に
反
し
、
下
級
審
の
判
例
に
は
可
能
性
説

に
依
拠
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
近
時
多
く
見
う
け
ら
れ
、
ま
た
故
意
説
も
依

然
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
彼
我
両
国
に
お
い
て
問
題
状

況
に
相
異
は
あ
る
も
の
の
、
上
記
西
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
は
、

違
法
性
の
意
識
の
「
現
実
性
」
(
〉
吉
田

ZE)
の
問
題
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
的

確
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
参
考
に
値
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
決
定
は
、
情

動
行
為
や
瞬
間
的
行
為
で
は
違
法
性
の
意
識
を
伴
わ
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
、

ま
さ
に
重
大
犯
罪
に
は
こ
の
よ
う
な
精
神
状
態
で
犯
さ
れ
る
事
例
が
少
な
く
な

い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
か
よ
う
な
精
神
状
態
の
も
と
で
は
、
平
常
熟
知
し
て
い
る
禁
止
が
意
識
に

上
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
己
の
行
為
が
違
法

か
否
か
の
問
題
を
熟
考
す
る
こ
と
が
よ
り
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
責

任
非
難
あ
り
と
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
決
意
す
る
以
前
に
、
行
為
の
違
法
性

を
意
識
せ
し
め
る
よ
う
な
相
当
な
良
心
の
緊
張
を

(
己
吊
N
Z
自
己
門
U
h
w
E

。2
5印
巾
=
印
印
ロ
印
宮
口
口
己
口
町
)
を
怠
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
殺

3
2
2
F
Z開
)
は
、

行
為
者
が
被
害
者
に
よ
り
激
目
印
せ
し
め
ら
れ
、
た
め
に
そ
の
場
で
思
わ
ず
行
動

へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
と
き
に
も
、
や
は
り
故
意
の
殺
人
で
あ
る
(
〔
西
独
〕

刑
法
二
二
二
条
)
。
裁
判
官
が
故
意
説
の
要
求
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
過

失
犯
処
罰
が
可
能
で
な
い
限
り
無
罪
を
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判

北法36(5-6・75)1563 
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官
が
か
よ
う
な
立
法
者
の
望
ま
ぬ
刑
事
政
策
上
堪
え
難
い
帰
結
を
避
け
よ
う
と

思
う
な
ら
、
明
白
な
心
理
的
事
実
と
矛
盾
す
る
、
行
為
者
は
行
為
の
違
法
性
を

意
識
し
て
い
た
と
い
う
認
定
を
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
責
任
の
領
域
に

お
い
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
想
定
(
擬
制
)
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様

に
、
確
信
犯
や
、
倫
理
的
刺
激
に
鈍
感
だ
が
〔
旧
〕
第
五
一
条
に
い
う
責
任
能

力
あ
り
と
さ
れ
る
常
習
犯
に
対
し
て
も
、
故
意
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
法
敵
対
的
な
態
度
に
も
と
づ
き
自

己
の
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
場
合
、

違
法
性
の
意
識
を
想
定
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
る
。
」

か
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
確
か
に
故
意
説
は
克
服
し
難
い
欠
陥

を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
説
が
故
意
を
事
実
的
故
意
に
限

定
し
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
独
立
の
責
任
要
素
と
し
た
こ
と
は
、
刑
事

政
策
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
容
易
に
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か

し
、
こ
れ
は
実
際
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
激
情
行
為
な
ど
に
お
い
て
行
為

者
は
、
決
定
の
言
う
よ
う
に
、
常
に
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
違
法
性
の
意
識
に

到
達
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
で
は
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
す
ら
失

わ
れ
る
場
合
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
改
め
て
間
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
定
自
身
の
言
う
よ
う
に
、
か
よ
う
な
場
合

に
行
為
の
違
法
性
に
つ
き
熟
慮
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
相

当
な
良
心
の
緊
張
」
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
し
て
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
違

法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
と
ど
の
様
に
調
和
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
故
意
説
が
違
法
性
の
意
識
の
「
現
実
性
」
を
擬
制
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し

て
批
判
さ
れ
る
の
と
ま
さ
に
逆
の
意
味
で
、
責
任
説
は
違
法
性
の
意
識
の
「
可

{
位
}

能
性
」
を
擬
制
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
違
法
性
の
意
識
の
「
現

実
性
」
の
具
体
的
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
違
法
性
の
錯
誤
と
の
限
界
を
弁

え
た
う
え
で
、
違
法
性
の
意
識
の
「
可
能
性
」
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま

、晶、。

し
・
カ四

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
未
必
の
違
法
意
識
の
「
限

界
基
準
」
お
よ
び
そ
の
「
責
任
と
処
罰
」
の
問
題
を
考
察
し
、
第
二
章
に
お
い

て
、
広
く
故
意
の
意
識
形
式
(
な
い
し
心
理
的
存
在
形
態
)
に
つ
い
て
展
開
さ

れ
た
西
ド
イ
ツ
の
心
理
学
的
分
析
を
紹
介
し
、
違
法
性
の
意
識
の
「
現
実
性
」

の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

(
1
)
責
任
非
難
の
対
象
と
し
て
の
「
誤
ま
っ
た
法
的
心
情
」
と
そ
の
価
値
論

的
評
価
(
と
く
に
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
の
関
係
)
の
問
題
に
つ
き
、
拙

稿
「
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
一
考
悠
T
1ー
そ
の
認
識
内
容
を
中
心
と
し

て
|
|
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
号
(
昭
和
六

O
年
)
一
四
六
頁
以
下

参
照
。

(
2
)
我
が
国
で
違
法
性
の
意
識
は
未
必
的
な
も
の
で
足
り
る
と
明
言
す
る
も

の
と
し
て
、
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
二
五
年
一
一
月
二
二
日
高
裁
刑
事
判

北法36(5-6・76)1564 
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護
実
務
か
ら
の
反
応
と
し
て
、
佐
藤
興
治
郎
「
刑
事
責
任
論
の
活
性
化
と

刑
法
理
論
の
再
構
成
|
|
可
罰
的
責
任
と
保
安
処
分
を
中
心
と
し
て
|

|
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
八
号
(
昭
和
五
八
年
)
五
六
頁
以
下
が
あ
る
。

(
5
)
近
時
こ
れ
を
明
言
す
る
者
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
で
は
例
え
ば
、

的円ECロ日目¥的円『】『
D
品
。
F
]
戸
、
吋
〉
Z
2
.
H
泊
、
可
品
.
即
日
凶
む
同
色
ロ
『
・
叶
?
的
門
F
E
E
F
位
己
印
2
J

Z
F
『
E
円
F
m
・

22--
我
が
国
で
は
、
内
田
・
前
掲
書
二
三
二
頁
、
大
塚
『
犯

罪
論
の
基
本
問
題
』
二
七

O
頁
以
下
、
荘
子
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
〔
昭

和
五
六
年
〕
三
五
一
頁
以
下
等
。

荘
子
教
授
は
、
違
法
事
実
の
認
識
予
見
と
行
為
の
違
法
性
の
意
識
と
を

一
体
不
可
分
の
も
の
と
し
て
把
握
し
た
故
意
そ
の
も
の
の
実
体
と
し
て
、

「
現
実
」
の
違
法
性
の
意
識
を
問
題
に
さ
れ
る
。
し
か
る
に
他
方
で
「
故

意
の
本
質
は
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
な
い
こ
と
に
在
る
」
(
傍
点
|
|

引
用
者
)
と
の
立
一
言
に
出
ら
れ
る
(
荘
子
・
前
掲
書
三
五
二
頁
)
。
こ
こ

で
は
行
為
者
固
有
の
規
範
的
価
値
意
識
と
し
て
の
違
法
性
の
意
識
が
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
責
任
軽
減
の
事
情
と
し

て
、
違
法
性
を
意
識
し
得
る
「
可
能
性
」
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
故

意
の
要
件
と
し
て
の
違
法
性
の
意
識
の
「
可
能
性
」
で
は
な
い
、
と
さ
れ

る。

(
6
)
者
己
N
め
「
巴
曲
目
ロ
g
m
E
ι
ι
g
g
g
『
『
R
Z
Z
3
R
目
的
-
A
H
・
〉
=
戸
・

5
2・

的
自
N
R
・
〔
福
田
平
・
大
塚
仁
訳
『
目
的
的
行
為
論
序
説
」
(
昭
和
三
七
年
)

八
八
頁
以
下
〕
'
ι
耳
目
よ
り
自
己
。
E
R
Z
E
E
昨
日
戸
口
・
〉
ロ
ロ
・

5
白川y

m
-
H
印
由
片
岡
J
P
「
ロ
司
固
め
=
自
己
『
玄
印
可
2
・
印
可
え
2
円
F
F
〉
、
H
J
H
U
印
一
y
m
-
N
印
∞
戸

(
7
)
者
色
。
N
O
-
-
u
g
5
5
∞

-z・
m
g
〔
邦
訳
八
九

i
九
O
頁
〕
、
木
村
『
刑

法
総
論
』
一
一
一
一

O
頁
註
(
二
)
お
よ
び
(
三
)
、
同
「
故
意
説
と
責
任
説

-
刑
法
解
釈
学
の
論
点
一
一
ー
|
|
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
五
二
号
(
昭
和
四

コ
一
年
)
四
三
頁
以
下
等
。

(
8
)
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
実
務
に
つ
き
詳
し
く
は
、
〈
町
一
-
F
Z
2
〈
S
E
石
町
ア

〈
2
.
同
-
2
n
F
。
ロ
【
目
。
U
E
a
M
g
-
-
ロ
ロ
間
早
何
回
口
。
z
Z
円
}
吊
ロ

ω
ロ《凶〉ロ∞芯ロ品目印円Fmロ

印
可
町
民
『
ぬ
円
z
g
w
〉
=
聞
の
E
2
E
W
円
叶
2
-
一
H
W

〈
ロ
〉
一
-
∞
己
・
目
・

]
{
m
v
o

∞-∞・印品HR・-

〉
『
吾
ロ
「
}
ハ
白
=
『
自
白
ロ
P
。
世
田
己
ロ
『
2
F
Z
u
g
ξ
z
p
g
包
ロ
ト
ロ
色
白
『
印
円
F
E
E
-
m
F
『
。

色町回日日い吋hw『『EυECrH匂品川山一Z2』仏国
1

ロ円一ハ]{申∞印一-m-品合同町一.

(9)
の
さ
∞
ぬ
『
印
。
口
白
門
町
ロ
「
山
門
『
田
町
回
目
円
『
巾
P
∞
g
円
E
・
〈
D
E
H
∞
・
玄
即
『
N
H
U
印
N

ロの出山山門N・

5
土
問
こ
れ
に
つ
き
、
福
田
『
違
法
性
の
錯
誤
』
(
昭
和
年
)

一
一
一
頁
以
下
、
高
田
卓
爾
「
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
ド
イ
ツ
∞
の
Z
の

新
判
例
」
法
と
政
治
三
巻
四
号
(
昭
和
二
七
年
)
五
九
頁
以
下
、
佐
伯
千

仰
「
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
新
判
例
に
つ
い
て
」
『
刑
事
裁
判

と
人
権
』
(
昭
和
三
二
年
)
二
三
六
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
〈
四
一
・
∞
円
可
s
r
F
F宍
ゐ
コ

E
R
-
ω
e
n
E
目
。
F
m
円
ま
ロ
r
史
的
円
可
E
F

間
同
吋
悶
ヰ
ロ
『
・
ω

(
日
)
∞
の
巴
印
門
N
-
N
C
印
『
・

(
ロ
)
こ
の
よ
う
な
批
判
と
し
て
た
と
え
ば
、
伊
F
E
E
Z
E
司
・
円

-
c
g『

〉r門戸Mmw-芹山口ロロ品目
uo斥
ロ
立
包
芹
ω
門
且
角
川
M
W
C
E
.
2
F
Z
U
内
耳
ロ
p
g
g
ロ
♂
司
巾
印
門
I

印
円
E
2
P
E
『
田
町
=
E
g
S
Y
両
国
一
三
『
-
H
坦
品
少
的
・
ω
N
C
『
・
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第
一
章

未
必
の
違
法
意
識

第

節

未
必
の
違
法
意
識
の
限
界
基
準

こ
こ
で
の
問
題
は
、
「
未
必
の
違
法
意
識
」
は
行
為
者
が
当
該
行
為
の
違
法

性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
あ
る
と
き
に
肯
定
さ
れ
る
の
か
に
つ
い

て
の
判
断
基
準
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
と
違
法
性
の
錯
誤

(
な
い
し
禁
止
の
錯
誤
)
と
の
限
界
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
故
意
(
責

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

任
)
に
は
違
法
性
の
意
識
を
要
す
る
と
す
る
厳
格
故
意
説
で
は
故
意
と
過
失
を

分
か
つ
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
で
足
り
る
と
す
る
制
限
故
意
説
な
い
し

責
任
説
で
は
完
全
な
故
意
責
任
と
減
軽
さ
れ
た
故
意
責
任
(
禁
止
の
錯
誤
)
と

を
分
か
つ
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
課
題
と
な
る
。

事
実
認
識
と
し
て
の
「
未
必
の
故
意
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
及
び

我
が
国
で
古
く
か
ら
華
々
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
故
意
の

本
質
を
め
ぐ
る
認
識
主
義
(
表
象
説
な
い
し
認
識
説
)
と
意
思
主
義
(
意
思
説

な
い
し
希
望
説
)
の
対
立
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
対

立
は
今
や
克
服
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
故
意
と
認
識
あ
る
過
失

を
分
か
つ
基
準
は
何
か
、
行
為
者
の
い
か
な
る
心
理
的
態
度
を
も
っ
て
未
必
の

故
意
あ
り
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
対
立
が
あ
説
。
我
が
国
で

は
「
認
容
説
」
が
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
「
認
識
説
な
い
し
蓋
然
性
説
」
、

「
動
機
説
」
、
「
実
現
意
思
説
」
あ
る
い
は
「
客
観
的
動
機
説
(
客
観
的
認
容
説
)
」

等
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
記
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
「
是
認
説
な
い
し

認
容
説
」
、
「
蓋
然
性
説
」
、
「
無
関
心
説
(
感
情
説
)
」
あ
る
い
は
「
(
具
体
的
)

可
能
性
説
」
等
に
加
え
て
、
最
近
で
は
、
「
回
避
意
思
表
示
説
(
回
避
措
置
説
)
」

あ
る
い
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
差
は
あ
る
も
の
の
「
甘
受
説
」
な
い
し
「
真
撃
説
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
刻
。
こ
れ
ら
の
基
準
設
定
の

試
み
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
「
未
必
の
違
法
意
識
」
論
に
転
用
し
得
る
と
は
必
ず

し
も
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
未
必
の
違
法
意
識
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い

る
(
西
)
ド
イ
ツ
の
論
者
達
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
な
射
程
で
捉
え
て
い
る

か
を
検
討
し
つ
つ
、
未
必
の
違
法
意
識
の
妥
当
な
限
界
基
準
を
探
っ
て
み
た
い
。

(
1
)
も
っ
と
も
、
後
説
で
は
故
意
責
任
が
減
軽
さ
れ
得
る
か
否
か
と
い
う
い

わ
ば
旦
一
旦
的
差
異
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
前
説
で
は
故

意
か
過
失
か
と
い
う
(
場
合
に
よ
っ
て
は
有
罪
か
無
罪
か
と
い
う
)
質
的

差
異
が
問
題
に
な
る
こ
と
か
ら
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
い
え
る
。

(
2
)
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
き
た
と
え
ば
、
阿
部
純
二
「
未
必
の
故
意
の
意
義

と
そ
の
範
囲
」
藤
木
英
雄
編
『
刑
法
の
争
点
(
増
補
)
』
(
昭
和
五
九
年
)

七
六
頁
。

(3)
我
が
国
の
学
説
の
対
立
状
況
に
つ
い
て
最
近
の
も
の
と
し
て
、
野
村
稔

「
未
必
の
故
意
」
西
原
春
夫
他
編
『
刑
法
学
2
』
(
昭
和
五
三
年
)
一
九
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八
頁
以
下
、
青
木
紀
博
「
未
必
の
故
意
の
一
考
察
」
同
志
社
法
学
三
二
巻

六
号
(
昭
和
五
六
年
)
八
三
頁
以
下
、
阿
部
・
前
掲
論
文
等
参
照
。

一4
)
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
動
向
に
つ
き
、
〈
聞
こ
=
『
同
市
ロ
〉
E
U
『
S
E
M
-

C
ロ
Z
「
日
z
n
F
ロ
ロ
問
。
ロ
N
ロ
『
〈
O

「回目宮山『開『めロNZ口問・]{由。
p
m
-
ω
H
『『2
出
M
W

口凹

』。
hw

円
一
己
ヨ
∞
め
『
回
『
2
三
F
ぐ
。
『
凶
mw仲

N
悶
『
2
】
N
m
z
ロ
且
〈
虫
、
『
白
印
M
E
E
何
回
『
巾
円
『
己
完
F
ぬ
『

恩
師
巴
自
E
Z
F
昨
日
開
『

E
且明言・

5
一(『『回開・)』・

W
Y
S『
N
m
=
E
声
。
・
〈
芹
N
O

Z
】
ロ
E
・
。
円
=
ロ
品
「
史
リ
『
】
門
的
回
円
『
己
丹
N
-
ロ
ロ
白
t
o
ロ
白
}
ぬ
ロ
ロ
ロ
己
同
門
戸
丹
巾
『
口
白
己
申
口
mw

一巾ロ

閉
め
門
F
F
垣
市
5
2
5ロ∞-呂田
O

ロ
N
Z
昌
司
-
P
E
「
E
事
呂
∞
ω
-
m
-
H
H
R唱
斉

藤
誠
二
「
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
(
こ

l

(
三
・
完
)
」

判
例
時
報
六
九
三
号
一

O
頁
以
下
、
七

O
五
号
一
八
頁
以
下
、
七

O
七
号

二
二
頁
以
下
(
と
も
に
昭
和
四
八
年
)
、
青
木
・
前
掲
論
文
一

O
九
頁
以

下
等
参
照
。

第
一
款

認
容
説

認
容
説
回
、
故
意
の
本
質
に
つ
き
意
思
説
に
立
ち
、
行
為
者
が
構
成
要

件
の
実
現
を
可
能
な
も
の
と
考
え
結
果
発
生
の
可
能
性
を
「
認
容
し
」

(Z-w同
g)
、
「
是
認
し
つ
つ
甘
受
し
」

(ZE問
。
E
E
穴

E
ご
5
F
E
S
)
あ
る

い
は
「
そ
れ
に
同
意
し
」
(
自

Mtz自
2
ロ
〈
句
巳
包
含
ロ
)
た
場
合
に
未
必
の
故

意
を
認
め
る
。
行
為
者
が
法
益
侵
害
を
「
内
心
で
拒
否
し
」
そ
れ
が
発
生
す
る

こ
と
を
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
い
た
場
合
に
は
、
た
だ
認
識
あ
る
過
失
が
問

題
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
に
対
す
る
単
な
る

認
識
(
表
象
)
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
認
容
と
い
う
内
心
的
態
度
が
要
求

さ
れ
る
。
行
為
が
違
法
で
あ
っ
て
も
「
や
む
を
え
な
い
」
と
行
為
者
が
考
え
た

場
合
に
は
未
必
の
違
法
性
の
意
識
が
あ
る
と
き
一
口
え
る
。

こ
の
説
は
故
意
の
本
質
を
そ
の
内
心
的
態
度
に
お
い
て
捉
え
る
点
で
は

正
し
い
も
の
を
も
っ
。
結
果
を
認
容
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
実
現
を
「
決
意
」

し
、
行
為
に
出
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
容
説
に

対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
容
と
い
う
よ
う
な

行
為
者
の
内
心
的
感
情
は
い
か
な
る
か
た
ち
に
お
い
て
も
行
為
に
表
現
さ
れ
て

お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
心
理
状
態
を
立
証
す
る
こ
と
は
実
際
上
不
可
能

で
あ
り
、
ま
た
、
認
容
と
い
う
情
緒
的
な
要
素
を
故
意
の
本
質
上
要
求
す
る
こ

と
は
妥
当
で
な
く
、
意
思
決
定
が
ど
の
よ
う
な
感
情
的
理
由
か
ら
生
じ
た
か
と

い
う
こ
と
は
未
必
の
故
意
の
限
界
づ
け
に
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
実
際
上
の
理
由
に
も
と
づ
く
批
判
は
、
決
定
的
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

行
為
者
の
主
観
的
態
度
は
い
ず
れ
に
せ
よ
情
況
証
拠
に
拠
ら
ざ
る
を
得
ず
、

{
疋
の
行
為
が
あ
れ
ば
認
容
あ
り
と
認
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
合
理
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
情
緒
的
な
要
素
は
故
意
と
は
直
接
関
係
は
な
い
と
す
る

批
判
も
、
認
容
と
い
う
情
緒
的
態
度
が
「
実
現
意
思
」
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
っ

て
、
本
説
も
実
は
意
思
的
(
意
欲
的
)
要
素
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
日
。
蓋
然
性
説
と
対
比
す
る
な
ら
、
蓋
然
性
説
が
量

的
基
準
で
区
別
す
る
に
対
し
て
、
認
容
説
が
結
果
の
発
生
な
い
し
違
法
の
実
現

を
意
に
介
さ
な
い
態
度
の
有
無
と
い
う
質
的
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
る
点
で
優
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れ
て
い
る
と
言
え
る
。

問
題
は
、
た
と
え
ば
、
行
為
者
が
法
益
侵
害
の
単
な
る
可
能
性
を
認
識
し
た

(
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
言
え
ば
、
ま
さ
か
違
法
だ
と
は
思
わ
な
い
が
そ
の

可
能
性
も
あ
り
得
る
、
と
考
え
た
)
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
や
む
を
え

な
い
」
と
考
え
た
場
合
、
認
容
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
意
あ
る

い
は
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
認
容
説
の
論
者
も
そ
こ
ま
で
徹
底
す
る
と
は
思
わ
れ

ず

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

一
般
に
は
蓋
然
性
な
い
し
可
能
性
の
程
度
が
高
け
れ
ば
認
容
が
あ
り
、
逆

に
そ
の
程
度
が
低
け
れ
ば
認
容
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
対
応
関
係
が
認
め
ら

れ
よ
う
。
結
果
発
生
な
い
し
違
法
性
の
可
能
性
が
か
な
り
低
い
と
考
え
ら
れ
る

場
合
に
も
行
為
者
は
な
お
こ
れ
を
意
欲
し
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
未
必
の
故
意

を
認
め
る
か
否
か
は
、
仮
設
的
認
容
、
積
極
的
認
容
あ
る
い
は
、
「
や
む
を
え

な
い
」
と
か
「
仕
方
が
な
い
」
と
か
さ
ら
に
次
款
で
み
る
よ
う
な
「
無
関
心
」

と
い
っ
た
消
極
的
認
容
の
い
ず
れ
を
判
断
基
準
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
結
論
は

異
な
っ
て
く
る
。

(
1
)
こ
の
説
は
、
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
問
。
P
N
A
Y
-
E
ω
一目。∞庁

ω
ω
-
P
悶
(
u
p
m
m
y
ω
・悶
(
U
P

J
可

N
・-品品一月
c
m
H
叶叶・

NNmF
ロ
。
円
『
∞
の
国
的
目
吋
・
ω
出
ω-
∞
の
図
的
門
回
申
・
]
{
(
〕
印
-

図。

z
g
N
H・
N∞
ω
司切の
F
Z』宅

5
2・∞・
2
0・
学
説
と
し
て
、
』
E

『間
E

回白区間

E
ロ
ロ
¥
己
一
コ
ユ
者
与
め
『
・

2
3『
『
巾
門
戸
〉
↓
.
坦
〉

=
2
.
5∞印.印・品
O
N
-
-

国
2.
呂
田
口
口
∞
-
2
・
∞
門
『
国
『
『
巾
円
}
】
門
「
〉
↓
.

H

∞
・
〉
己
『
-

H

坦∞
ω.

印・]{〕{品『・・

玄白
PRmw
円『
¥
N
弓
戸
印
可
白
『
2
円E
T

〉叶
-
H，E-Fmw
ロ
己
ア
出
〉
ロ
『
一
-
H
U
∞
ω
-
m
-
N
甲∞

我
が
固
で
は
、
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
昭
和
二
三
年
)

一
五
三
頁
、
木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
三
四
年
)
一
二

O
頁
、
大

塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
〔
増
補
〕
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
四
九
頁
、
内
田
・

前
掲
書
一
一
一
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
二
年
)
二
三
頁
、

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
(
昭
和
五
四
年
)
二
七
三
頁
、

香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
』
(
昭
和
五
五
年
)
二

O
六
|
七
頁
、
福

田
平
『
〈
主
訂
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一

O
五
頁
等
、
多
数
説
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
青
木
・
前
掲
論
文
九
一
頁
註

(
3
)
も
参
照
。

(
2
)
内
田
・
前
掲
喜
一
一
一
頁
。

(3)
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
四
四
年
)
五
一
五
頁
、
平
野
龍
一
『
刑

法
総
論

I
』
(
昭
和
四
七
年
)
一
八
二
頁
以
下
。

(
4
)
月
三
。
J
E
-
-
C
ロ「め円

F
Z
Z
5
-
E目
2
2
・m
-
E
N
・
平
野
・
前
掲
害
一
八
五
頁
。

な
お
中
教
授
は
、
構
成
要
件
的
故
意
の
体
系
的
地
位
お
よ
び
そ
の
機
能

と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
認
容
説
は
構
成
要
件
的
故
意
を
「
責
任
要
素
の
助

け
を
か
り
で
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」
と
批
判
さ
れ
る
。
中

義
勝
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
四
六
年
)
一
二
二
頁
註

(
6
)
、
同
『
講
述
犯

罪
総
論
』
(
昭
和
五
五
年
)
一
一

O
頁
以
下
。
こ
の
点
に
つ
き
さ
ら
に
、

青
木
・
前
掲
論
文
九
一
一
一
ー
ー
四
頁
参
照
。

さ
ら
に
荘
子
教
授
は
、
行
為
者
が
「
内
面
的
に
」
認
容
し
た
か
、
担
否

し
た
か
と
い
う
行
為
者
の
情
緒
的
・
感
情
的
関
係
、
感
情
の
動
き
に
よ
っ
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て
故
意
の
存
否
が
決
定
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
怒
意
的
で

あ
る
と
し
て
、
感
情
説
(
認
容
説
)
は
、
可
能
性
の
量
的
差
別
を
根
拠
と

し
た
蓋
然
性
説
に
も
増
し
て
怒
意
的
要
因
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

批
判
さ
れ
る
。
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
(
昭
和
五
六
年
)
一
一
一
一
一

四
頁
。

(
5
)
た
と
え
ば
、
鈴
木
享
子
「
刑
事
法
に
お
け
る
主
観
的
要
素
と
情
況
証
拠

を
め
ぐ
る
問
題
」
綜
合
法
学
六
一
号
二
七
頁
以
下
、
森
岡
茂
「
情
況
証
拠

に
よ
る
認
定
」
証
拠
法
大
系
I
証
明
(
昭
和
四
五
年
)
二
五
七
頁
等
参
照
。

な
お
、
宗
岡
嗣
郎
「
客
観
的
未
遂
論
と
故
意
の
体
系
的
地
位
」
九
大
法
学

三
O
号
(
昭
和
五
三
年
)
九
三
頁
以
下
も
参
照
。

(6)
団
藤
・
前
掲
書
二
七
三
四
頁
は
、
認
容
と
い
う
情
緒
的
な
い
し
意
欲

的
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
内
田
・
前
掲
書
一
一
一
頁
、
西

原
・
前
掲
書
二
ハ
一
頁
、
平
川
宗
信
・
大
塚
編
『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル

8
刑
法

I
』
(
昭
和
五
一
年
)
三

O
四
頁
等
参
照
。

(
7
)
実
際
上
本
文
の
よ
う
な
設
例
が
意
味
を
も
つ
か
ど
う
か
若
干
疑
問
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
わ
ず
か
な
可
能
性
に
対
す
る
認
容
な
ど
考
え
に
く
い
か
ら

で
あ
る
。
単
な
る
可
能
性
は
む
し
ろ
考
慮
に
入
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
荘
子
教
授
は
、
認
容
説
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
そ
れ
自
体
禁

じ
ら
れ
て
い
な
い
行
為
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
は
単
な
る
過
失
行
為

に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
故
意
と
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
批
判
し
、

認
容
の
動
機
づ
け
過
程
に
お
い
て
認
識
が
ど
の
程
度
の
役
割
を
果
し
た
か

は
認
容
説
で
は
不
明
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
(
前
掲
書
〔
旧
版
〕
五
一
七

頁)。

(
8
)
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
昭
和
五
六
年
)
二
五
五
六

頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
七
年
)
三
五
五

l
六
頁
。

(9)
な
お
、
フ
ラ
ン
ク
の
第
一
公
式
(
仮
設
定
認
容
説
)
か
ら
第
二
公
式
(
積

極
的
認
容
説
)
へ
の
発
展
に
つ
き
、
井
上
正
治
『
過
失
犯
の
構
造
』
(
昭

和
三
三
年
)
一
三
四
頁
以
下
、
一
五
七
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
我
が
園
で
は
「
無
関
心
」
を
も
含
め
た
消
極
的
認
容
を
「
認
容

説
」
に
算
入
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
た
と
え
ば
、
中
山
・

前
掲
書
三
五
六
頁
お
よ
び
三
五
人
頁
註

(
3
)
、
青
木
・
前
掲
論
文
九
O

一
頁
参
照
。

第
二
款

無
関
心
説
(
感
情
説
)

エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ

(E
ュ
E
担
問
『
)
は
、
意
思
説
を
批
判
的
に
考
察
し
、

基
本
的
に
は
表
象
説
に
立
ち
な
が
ら
も
そ
の
修
正
的
見
解
を
示
し
お
。
す
な
わ

ち
一
方
に
お
い
て
、
行
為
者
が
少
な
く
と
も
結
果
の
発
生
を
「
極
め
て
高
い
蓋

然
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
」
(
国
Z
F
R
Z
Z与
a
s
g
E
E】
)
考
え
た
場
合
に
は
、

行
為
者
が
こ
の
結
果
を
是
認
し
て
い
な
く
と
も
故
意
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
極
め
て
高
度
の
蓋
然
性
は
、
実
際
上
は
、
確
実
性
と
同
様

に
評
価
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
こ
れ
以
外
の
場
合
に
は

行
為
者
の
内
心
的
態
度
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
故
意
と
過
失
と
の
違
い
は
行
為
者

の
一
定
の
無
謀
な
態
度
の
段
階
に
の
み
見
い
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者

の
無
関
心
な
態
度
(
2
2
与
を
-
E
間
宮
ユ
)
を
基
準
と
し
て
故
意
と
過
失
と
が
区

別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
ン
ギ
y

シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
に
と
っ
て
構
成
要
件
実
現
が
無
関
心
な
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も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
行
為
者
が
構
成
要
件
実
現
の
表
象
に
よ
っ
て
構
成
要

件
該
当
の
行
為
を
思
い
止
ま
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
故
意
が
存
在
す
る
。
つ

ま
り
、
行
為
者
が
単
に
可
能
な
附
随
結
果
を
積
極
的
に
是
認
し
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
対
し
て
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
」
と
無
関
心
に
受
け
と
め
(
包

2
F四
三
巴
凹

Z
E各
ヨ

g)
た
場
合
に
は
、
未
必
の
故
意
で
あ
り
、
行
為
者
が
附
随
結
果
を

望
ま
し
く
な
い

(
5
2
5呂
田
口
宮
)
と
考
え
そ
れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
望
ん

だ
場
合
に
は
、
認
識
あ
る
過
失
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
説
。
構
成
要
件
実
現
の

表
象
に
よ
っ
て
は
行
為
を
思
い
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
定
式
は
、
認
識
あ
る

過
失
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、
故
意
と
過
失
の
区
別
の
た
め
に
そ
の
定
式

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
「
無
関
心
」
と
い
っ
た
感
情
的
要
素

に
よ
っ
て
補
完
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
エ
ン
ギ
ヤ
ツ
シ
ユ

は
、
表
象
説
と
感
情
説
の
結
合
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
意
の
本
質
は
、

行
為
者
が
構
成
要
件
実
現
に
対
す
る
高
度
の
無
関
心
か
ら
、
構
成
要
件
実
現
の

表
象
を
通
し
て
、
自
ら
を
適
法
行
為
へ
と
向
け
、
あ
る
い
は
そ
の
違
法
な
行
為

を
思
い
止
ま
ら
な
か
っ
た
点
に
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

ニ
彼
は
こ
の
よ
う
な
基
準
を
未
必
の
違
法
性
の
意
識
と
禁
止
の
錯
誤
と
の

限
界
づ
け
の
基
準
に
も
用
い
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
行
為
の
違
法

性
を
極
め
て
高
度
の
蓋
然
性
の
あ
る
も
の
と
考
え
し
か
も
そ
れ
を
是
認
し
て
い

な
い
場
合
、
あ
る
い
は
彼
は
行
為
の
違
法
性
を
単
に
可
能
な
も
の
と
考
え
た
が

そ
れ
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
未
必
の
違
法
性
の
意
識
が
あ
説
。

エ
ン
ギ
ソ
シ
ュ
に
と
っ
て
は
、
可
能
な
違
法
性
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
行

為
者
の
内
心
的
態
度
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
、

行
為
者
の
二
疋
の
感
情
的
体
験
な
い
し
心
情
が
決
定
的
な
要
素
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
意
識
と
禁
止
の
錯
誤
の
限
界
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
無

関
心
説
に
対
し
て
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
(
〉

5
5
E
Z
E
gロ
)
も
同

意
し
た
こ
と
で
あ
っ
問
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て

行
為
者
の
「
心
情
」
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
む

し
ろ
「
法
益
侵
害
」
な
い
し
「
違
法
性
」
に
対
す
る
行
為
者
の
内
心
的
態
度
こ

そ
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
非
難
可
能
性
の
程

度
及
び
量
刑
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
無
関
心
な
態
度
は
と
も
に
決

定
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
未
必
の
故
意
の
限
界
の
た
め
に
展
開
さ
れ
た
感

情
説
(
ぬ
同

S
E
E
-
o
C
F
E
)
は
、
責
任
非
難
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
正

当
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
責
任
非
難
の
よ
り
深
い
意
義
を
考
え
る
な
ら

ば
、
責
任
非
難
の
基
盤
で
あ
る
責
任
倫
理
(
〈
耳
目
言
。
ュ

E
四

M
Z
E
r
)
に
よ
っ

て
必
然
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
そ
の
枠
内
で
、
ま
さ
に
責
任
非
難
の
程
度
を
付

す
る
た
め
に
心
情
倫
理
的
要
素
(
間
2
5
E
お
お
5
5
s
g
玄。
E
E
C
が
是
非

と
も
顧
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
、

U
o

こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
ギ
y

シ
ュ
お
よ
び
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
行
為
者
の
無

三
関
心
と
い
う
心
情
的
・
情
操
的
な
限
界
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
基
準
と
し
て
未
必
の

違
法
性
の
意
識
を
限
界
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ド
ル
フ
ィ
は
、
刑
法
の
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規
範
目
的
と
し
て
の
法
益
保
護
思
想
お
よ
び
行
為
責
任
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

行
為
者
の
こ
の
よ
う
な
心
情
の
無
価
値
性
自
体
は
未
必
の
違
法
性
の
意
識
の
成

否
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
法
的
義

務
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
態
度
決
定
を
な
す
べ
き
状
況
に
お
か
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
違
法
性
の
意
識
は
生
じ
え
な
い
と
す
る
彼
は
、
無
関
心
と
い
う
心
情
は
単

に
法
益
侵
害
へ
の
意
思
決
定
の
動
因

(
P
E品
)
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
ず

そ
れ
自
体
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
心

情
自
体
は
、
違
法
性
の
意
識
の
限
界
づ
け
の
問
題
に
と
っ
て
は
、
決
定
的
な
も

の
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
そ
れ
が
個
々
の
具
体
的
な
行
為
と
結
び
つ
く
と
き
に
は

じ
め
て
一
定
の
意
思
形
成
・
意
思
決
定
へ
と
働
き
か
け
る
の
で
あ
り
、
最
終
的

に
は
意
思
的
要
素
に
還
元
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
日
。
行
為
者
が
具
体
的
な

意
思
決
定
の
時
点
に
お
い
て
結
果
発
生
な
い
し
違
法
性
に
対
す
る
自
ら
の
無
関

心
さ
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
蓋
然
性
に
ま
で
は
至
ら
な
く
と
も
少
な

く
と
も
結
果
発
生
な
い
し
違
法
性
の
単
な
る
可
能
性
は
、
そ
の
無
関
心
さ
と
と

も
、
そ
の
意
思
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
関
心
と
い
う
心

情
的
要
素
そ
れ
自
体
が
決
定
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
行
為
の
動
機

形
成
過
程
な
い
し
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
の
か

を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
開口問広円
F
C
E耳
目
ロ
門
町
ロ
ロ
明
。
ロ
ロ
U
2
〈。『目白門
N
己
ロ
ヰ
司
与
ユ
凶
印
印
戸
間
宮
】
仲
田
口

印可
ω
同「め円
F
F
H由
ω
c
一H
C
E
2
田口円}戸ロロ開巾門戸「印・
H叶
印
『
同
・
〈
悶
「
〉
E
F
『。印】印ロ凶-

E
・o・-
m
E
R
斉
藤
・
前
掲
論
文
付
判
例
時
報
六
九
三
号
二
一
頁
、
青

木
・
前
掲
論
文
二
U
九
頁
以
下
。

(
2
)

閉山口問
z
n
y
〉
ロ
自
の
『
F
E
口同

N
Z
C
ユ
2
-
ι
2
∞の
z

g
目斗・

ωめ
ω
(
Z』者

]{坦印印
.
H
A
日∞∞)・

Z
』当『]{也印印.印・
H
A
凶∞也

(3)
円山口問
-
M
n
y
c
ロ円内『
MZ
円『
E
口問。同
r
m
-
N
ω
ω
-
E丘
N
H
U『・

(
4
)
開
Z
E
P
∞
呂
町
民
z
g
n
F
己

ma--
三
者
早
印
日
い
・

5
∞叩

(5)
開
ロ
包
印
F

C
ロ
Z
Zロ
円
宮
口
問
。
P
∞
-NωN
ロ
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
構
成
要
件

実
現
と
行
為
な
い
し
目
指
し
た
結
果
と
の
問
に
必
然
的
あ
る
い
は
高
度
に

蓋
然
的
な
結
び
つ
き
を
表
象
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
相
対
的
無
関
心
」

で
も
充
分
で
あ
ろ
う
が
、
「
低
い
蓋
然
性
あ
る
い
は
可
能
性
の
場
合
に
は
、

故
意
へ
の
帰
責
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
絶
対
的
無
関
心
」
な
態
度
が

必
要
で
あ
る
、
と
言
う
(
的
・
む
と
。

(6)
閉山口町戸田市
Y
C
Eめ『凹
E
川町宮口問。
pm-Nω
∞
ロ
ロ
ヰ

N
H
2・

(
7
)
〈間一-間口号}司『】
r
白ゐ・
0
・い
-
H
H
∞・

(8)

〉『
E
g
同

E
『E
N
E
P
U司
【
目
。
}
ロ
印

2
2
E
白一戸田

5

0
。
r
r
z
g
g
m
w
F

NmH44〈
斗
C
噌同也印∞-∞・出品『門戸口印})巾凹・印-∞
ω『『・一回巴円
F
F
ロ・円同内『印・∞門『田町『め円
Fl

za呂田
円
安

2
2
z
mロ
∞

3
5
ι
2
2・
早
∞
N
.

∞・

3
ロ
・
百
日
F
3・

m・寸め『戸一
も
っ
と
も
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
未
必
の
故
意
に
関
し
て
は
、
目
的
的
行
為

論
の
立
場
か
ら
故
意
を
実
現
意
思
と
し
て
理
解
し
、
回
避
意
思
が
附
随
結

果
回
避
の
た
め
の
反
対
要
素
(
回
避
措
置
)
の
創
出
と
い
う
形
で
客
観
的

に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
故
意
な
し
と
す
る
客
観
的
な
基
準
を
設
定
し
た

北法36(5-6・84)1572 
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(Pω
・0
・・山田斗
ω
ロ-一白戸陣内}】且耳目・・

0
5
0
。問自白
t
r
【皆川吋己ロ円。ユ即日的戸田口四日仏め
I

E
F
E
E
-
m・2
ロ・
)σ

〈問】・

=onu
〉
E
F
g巴戸
F
E
C
-
-
∞・

2
R・
中
・

前
掲
「
未
必
の
故
意
」
八
二
頁
以
下
、
斉
藤
・
前
掲
論
文
口
判
例
時
報
七

O
五
号
一
入
頁
、
青
木
・
前
掲
論
文
一
一
四
頁
参
照
。

(
9
)
E
Z
E
g
p
N
g
t弓
吋

C・
m-∞印一∞・
3
一

(
日
)
問
邑
。
SE--
血・白・
0
・w
的

eHNN『
・
な
お
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
ル
ド
ル

フ
ィ
の
見
解
に
つ
き
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
一
考

察
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
=
一
号
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
〈
四
「
〉
ヨ
ず
吋
。
巴
己
m
r
p
p
o
-
-
M
・品
ω
・

(
ロ
)
結
果
な
い
し
違
法
性
に
対
す
る
無
謀
あ
る
い
は
無
関
心
な
態
度
は
、
そ

れ
ら
の
危
険
(
リ
ス
ク
)
を
真
撃
に
受
け
止
め
る
た
め
の
き
っ
か
け
で
あ

る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
意
思
に
受
け
入
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

す
な
わ
ち
そ
れ
か
ら
反
対
動
機
が
生
ず
る
に
も
拘
ら
ず
、
或
る
行
為
へ
と

決
心
し
た
こ
と
の
理
由
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
(
〉

E
U
5
2
5・

E
・o・-∞・
2
‘〈開
-
g
n
F
司

E
R
E
-
-
5・
Nm『
当
主
-
早
寸

N-
∞
-NCH)
。

第
三
款

蓋
然
性
説

蓋
然
性
説
は
故
意
の
本
質
に
関
す
る
認
識
主
義
(
表
象
説
)
の
立
場
に

立
ち
、
従
来
の
認
識
説
に
よ
る
と
故
意
の
範
囲
が
不
当
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
べ
く
結
果
発
生
の
単
な
る
可
能
性
の
認
識

で
は
足
り
ず
、
蓋
然
性
の
程
度
の
認
識
を
要
求
す
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
の

「
結
果
に
対
す
る
内
心
的
態
度
」
(
且
呂
田
口
口
内
『
め
巴

Z
E
E口問

N
C
E
F
p
a
)

は
問
題
と
さ
れ
ず
、
「
行
為
者
が
禁
止
さ
れ
た
結
果
な
い
し
決
定
的
な
附
随
的

事
情
を
蓋
然
的
な
も
の
と
し
て
安
全
し
た
か
ど
う
糾
」
が
重
要
で
あ
る
。
蓋
然

性
と
い
う
の
は
程
度
を
付
す
る
た
め
の
概
釘
で
あ
る
が
、

H
-
マ
イ
ヤ
ー
に
よ

れ
ば
、
蓋
然
性
説
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
「
単
な
る
可
能
性
よ
り
程
度
が
高
く
、

極
め
て
高
い
蓋
然
性
よ
り
低
い
程
度
」
の
蓋
然
性
で
あ
る
。
行
為
者
が
結
果
発

生
の
単
な
る
可
能
性
を
表
象
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
認
識
あ
る
過
失
で
あ

り
、
そ
の
蓋
然
性
を
表
象
し
て
行
為
す
る
な
ら
ば
未
必
の
故
意
と
さ
れ
る
。

結
果
の
発
生
な
い
し
構
成
要
件
的
事
実
に
関
す
る
認
識
に
は
、
単
に
そ
う
い

う
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
段
階
か
ら
、
そ
う
ら
し
い
と
い
う
蓋
然
性
の
段
階
を

経
て
、
ほ
と
ん
ど
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
確
実
性
の
段
階
ま
で
、
程

度
の
差
が
あ
り
う
る
。
蓋
然
性
説
は
ま
さ
に
こ
の
蓋
然
的
な
程
度
に
お
い
て
、

故
意
と
過
失
と
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
際
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
二
疋
の

結
果
発
生
な
い
し
重
要
な
犯
罪
事
実
の
客
観
的
な
蓋
然
性
で
は
な
く
、
ま
さ
に

行
為
者
が
そ
れ
を
蓋
然
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
な
蓋
然
性
の

判
断
(
表
象
)
で
あ
る
。
蓋
然
性
の
客
観
的
な
程
度
は
、
可
能
な
法
益
侵
害
に

対
す
る
行
為
者
の
内
心
的
態
度
に
つ
い
て
の
情
況
証
拠
と
し
て
顧
慮
さ
れ
う
る

に
す
ぎ
な
い
。
蓋
然
性
説
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的
基
準
を
目
ざ
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
行
為
者
の
主
観
的
な
蓋
然
性
の
表
象
が
あ
く
ま
で
も
決
定
的
な
も

の
な
の
で
あ
る
。

蓋
然
性
説
に
対
し
て
は
故
意
と
過
失
と
の
質
的
判
断
を
量
的
判
断
に
転
化
す

北法36(5-6・85)1573 



研究ノート

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
蓋
然
性
と
い
う
基
準
は
流
動
的
な
も
の
で
確
実
な
判
断

基
準
と
な
り
え
な
い
、
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
ぷ
。

ニ
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
蓋
然
性
説
に
よ
れ
ば
、
行
為

者
が
行
為
の
違
法
性
を
蓋
然
的
に
表
象
し
て
い
た
な
ら
ば
違
法
性
の
意
識
が
あ

り
、
単
に
可
能
的
に
表
象
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
禁
止
の
錯
誤
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
構
成
要
件
的
故
意
に
関
す
る
と

同
様
の
批
判
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
違
法
性
に
関
す
る
蓋
然
的
な
認
識

と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
思
考
可
能
か
ど
う
か
疑
わ
し
ぱ
。
蓋
然
性
を
「
確
か

ら
し
い
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
後
述
す
る
「
真
撃
説
」

(何円口三口巾
E
E
g
説
)
に
実
質
的
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
相
異
は
、

蓋
然
性
説
が
量
的
限
界
で
あ
る
の
に
対
し
、
真
塾
説
は
真
撃
に
そ
の
可
能
性
を

受
け
と
め
た
か
否
か
の
質
的
限
界
で
あ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
違
法

性
の
意
識
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
蓋
然
性
説
と
真
撃
説
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
に
す

ぎ
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
1
)
蓋
然
性
説
を
と
る
者
と
し
て
、
国
司
]
百
三
F

F
白
血
ヨ
ア
印
門
『
印
『
『
R
F
T

〉叶・

H
m
w

印
ω
一日戸市『『
F
C
円一戸一-∞
-
N
印。『・一己角川『印・・∞[『
hw

『「町内リ
F
F

〉
↓
・
]
{
由
自
斗
一
H

の『ロロ白

骨
M

司一
-
m
-
H
N
H
-

者同
-
z
-
E
m
E
m
p

〉--四

3
2ロ
命
的
可
え
百
円
宮
回
一
各

2
・

ω
・〉
C
D
・
-
甲
町
田

-
m
L
3
R
我
が
国
で
は
、
牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
下
巻
(
全

訂
版
)
』
(
昭
和
三
四
年
)
二
六
七
頁
、
荘
子
・
前
掲
書
〔
旧
版
〕
五
一
一
一
一

頁
、
中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
』
(
昭
和
五
四
年
)
四
五
頁
な
ど
。
さ

ら
に
、
青
木
・
前
掲
論
文
九
八
頁
以
下
お
よ
び
一

O
O頁
註

(
1
)
参
照
。

(
2
)
富
田
可
巾
コ
F
m
Z
『U
己己
f
m
-
N
日C
-

〈
問
「
田
=
円
宮
〉
B

U
『C
巴ロ♂白・白・
0
・・∞・ωピ・

(3)
平
野
・
前
掲
書
一
八
一
頁
参
照
。

な
お
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
自
然
科
学
的
・
統
計
学
的
な
確

率
的
判
断
で
は
な
く
、
行
為
者
自
身
の
直
観
的
判
断
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
(
も
っ
と
も
直
観
的
判
断
は
理
性
的
な
も
の
を
排
除
す
る
わ

け
で
は
な
い
)
。
こ
の
概
念
の
問
題
性
に
つ
き
、
例
え
ば
、

A
-
1
・
ェ

イ
ヤ
l

(
竹
尾
治
一
郎
訳
)
『
哲
学
の
中
心
問
題
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、

昭
和
五
一
年
)
二
五
一
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
冨
ミ
F
C
F『
吉
円
F
∞
N
E・
荘
子
・
前
掲
童
日
〔
旧
版
〕
五
一
五
頁
。
も
つ

と
も
荘
子
教
授
は
、
『
刑
法
総
論
』
〔
新
版
〕
』
三
二
三
頁
以
下
で
は
、
蓋

然
性
説
と
認
容
説
(
感
情
説
)
を
綜
合
し
た
動
機
控
制
説
に
拠
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

(
5
)
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
附
随
結
果
に
つ
い
て
は
蓋
然
性
説
が
意
味
を
も
っ
と

す
る
。
巧
己
N

O

Y

E
・o・-
m
・叶
0
.

(
6
)
〈
悶
「
〉
自
F
『。∞
E
P
白・白・
0
・・
ω・ω同

イ
エ
シ
エ
ツ
ク
は
、
蓋
然
性
説
は
客
観
的
基
準
を
使
用
す
る
限
界
づ
け

の
試
み
で
あ
る
と
し
て
い
た

c
g円
ERr-
〉
C
B
E
E己
的

E
Z
Z
号∞

σ河川内出口問丹市ロ〈。『印町民
N
2
5
〈
2
寸
『
ぬ
円
吉
巾
口
印
『
再
開
コ
『
戸
司
命
的
門
出
円
『
コ
沖
『
Z
H
a

何・君。

-
F
E
S
-
∞
・
お
ω
)
が
、
そ
の
限
り
で
不
正
確
で
あ
ろ
う
(
〈
悶
「

〉
呂
町
B
E
E
-
p
m・o・-∞・
ω
N
〉ロ呂田品
)

0

ま
た
、
従
来
の
蓋
然
性
説
が
故
意

の
「
認
定
論
」
と
し
て
議
論
さ
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
蓋
然

北法36(5-6・86)1574 



(
内
田
・
前
掲
書
一
一
一
頁

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

性
説
は
故
意
の
本
質
論
と
し
て
妥
当
で
な
い

お
よ
び
一
一
一
一
頁
註
(
印
)

)

0

(
7
)
〉
旨

σ「。凹
E
♂

ω
・白・
0
・・∞

-E民
・
井
上
正
治
「
未
必
の
故
意
」
刑
事
法
講

座
第
二
巻
(
昭
和
二
七
年
)
一
一
一
一
九
頁
、
中
義
勝
「
未
必
の
故
意
」
刑
法

講
座
第
三
巻
(
昭
和
三
一
八
年
)
七
七
頁
。

(
8
)
〈四一・同区
ι
o
q
E
-
C
ロ『
2
F
Z
F
2
2
P円
2
5・∞
-
H
N
三

(9)
事
実
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
は
蓋
然
性
の
概
念
は
使
用
し
や
す
い
が
、

価
値
評
価
に
つ
い
て
は
不
適
切
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
あ
る
。
し
か

し
、
事
実
に
関
し
て
も
、
結
果
は
発
生
す
る
か
否
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、

「
蓋
然
的
に
発
生
す
る
」
も
の
で
は
な
い
。
「
蓋
然
性
の
言
明
」
は
一
定

の
知
ら
れ
て
い
な
い
事
態
あ
る
い
は
将
来
の
事
態
に
つ
い
て
の
信
頼
性
の

言
明
な
の
で
あ
る
(
エ
イ
ヤ
1
・
前
掲
書
二
六
六
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の

点
で
、
イ
エ
シ
ッ
ク
は
、
蓋
然
性
の
程
度
は
、
行
為
者
が
危
険
を
本
気
に

受
け
と
め
た
こ
と
の
徴
想

(
2
ロ
-
E
5
2「
己
忠
明
『
ロ
∞

g
S
E
g
分『

p
p
F『
)
に
す
ぎ
な
い
と
言
う

7
2
z
n
F
Z
F吋宮門
y
m
-
N
巴・)。

第
四
款

可
能
性
説

故
意
説
を
信
奉
す
る
H

・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
(
出
。
『
え

f
z
E
2
)
と
シ
ユ

ミ
y

ト
ホ
イ
ザ

i
(
E
q
Z三
∞
円

F
E
B
E日
常
)
)
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
行

為
へ
と
意
思
決
定
す
る
時
点
に
お
い
て
「
法
違
反
の
可
能
性
の
表
象
」
を
持
っ

て
い
た
な
ら
ば
、
す
で
に
故
意
釜
山
音
Z
o
-
5
昌
弘

5)
は
認
め
ら
れ
る
。
行

為
者
が
、
禁
止
さ
れ
た
法
益
侵
害
の
具
体
的
可
能
性
(
危
険
性
)
を
予
見
し
、

か
っ
そ
の
認
知
的
判
断
を
法
益
侵
害
の
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
へ

と
改
め
て
変
更
す
る
こ
と
な
く
行
為
し
た
場
合
に
は
、
違
法
性
の
意
識
は
既
に

未
必
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
理
由
に
つ
き
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。
行
為
者
が
彼
の
行

為
の
可
能
な
結
果
と
し
て
犯
罪
結
果
を
予
見
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
既
に
か
よ
う
な
可
能
性
に
対
す
る
内
心
的
態
度
決
定
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。
彼
は
そ
の
際
、
か
よ
う
な
可
能
性
の
表
象
に
よ
っ
て
生
ず
る
動
機
づ

け
(
す
な
わ
ち
、
か
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
行
為
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

動
機
づ
け
)
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
絶
し
そ
れ
に
逆
ら
っ

て
(
庁

g円
N

母
ヨ
)
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に

は
、
他
の
積
極
的
な
強
調
(
す
な
わ
ち
こ
の
不
都
合
な
可
能
性
の
認
容
)
は
必

要
で
は
な
く
、
彼
は
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
故
意
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
素
(
す
な
わ
ち
法
違
反
の
可
能
性
の
表
象

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
警
告
動
機
を
無
視
す
る
こ
と
)
は
認
容
し
た
か
否
か
と
い

う
こ
と
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
行
為
者
は
|
|
必
要
な
注
意
義
務
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
不
都
合

な
結
果
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
に
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
現
実
の
事
態
を
軽
率
に
誤
解
し
た
こ
と
に
対
す
る
過
失
責
任
が
問
題
と

な
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
。

彼
は
、
故
意
と
過
失
と
の
本
質
的
相
異
は
行
為
者
に
お
い
て
不
法
を
な
す
と
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い
う
意
識
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
認
識
あ
る
過

失
と
認
識
な
き
過
失
と
の
聞
に
は
、
本
質
的
な
相
異
は
な
い
と
す
る
。
む
し
ろ

す
べ
て
の
過
失
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
不
法
を
な
す
と
い
う
意
識
を
欠
い

て
い
る
点
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
す
べ
て
の

過
失
は
認
識
な
き
過
失
で
あ
る
」
。
規
範
の
表
象
が
法
秩
序
に
従
い
行
為
を
抑

止
す
る
た
め
の
動
機
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
故
意
論
に
お
い
て
は
、
個
々
の
構

成
要
件
的
事
実
の
認
識
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
反
対
動
機
(
法
的
禁
止
)
を
徴
窓

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
個
々
の
構
成
要
件
事
実
の

認
識
は
第
二
次
的
意
義
し
か
も
た
な
い
。
土
台
と
な
り
出
発
点
と
な
る
の
は
法

的
規
範
と
行
為
に
よ
る
規
範
侵
害
の
表
象
で
あ
る
。
可
能
な
法
益
侵
害
の
意
識

を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
は
規
範
侵
害
の
意
識
を
も
つ
が
ゆ
え
に
故
意
犯
と
し

て
の
非
難
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
ぞ

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
も
、
故
意
と
過
失
と
の
区
別
は
一
定
の
表
象
を
持
つ

て
い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
行
為
者
の
「
知
的
な
」

(V

Ez--。
rEm--。
〈
)
意
識
体
験
に
還
元
さ
れ
る
、
と
し
て
同
様
の
結
論
に
達
す

る
。
彼
は
そ
の
際
、
結
果
発
生
の
「
抽
象
的
危
険
」
と
「
具
体
的
危
険
」
と
を

区
別
し
、
認
識
あ
る
過
失
で
は
、
行
為
者
は
確
か
に
拍
象
的
危
険
は
認
識
し
て

い
る
(
同
号

-EsrFIE-Rロ
)
が
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
が
非
理
性
的
で
根
拠

の
な
い
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
瞬
時
に
な
さ
れ
る
事
物
思
考
的
考
慮
の
形
式

に
お
い
て
で
あ
れ
、
決
定
的
瞬
間
に
は
行
為
者
は
そ
の
意
識
の
中
で
具
体
的
可

能
性
を
否
定
し
(
己
記
『
己
主
】
エ
ロ
『
目
。
四

-EME-Zロ
)
結
果
の
不
発
生
を
あ
て

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
具
体
的
危
険
と
は
、
「
こ
こ
、
今
、

そ
し
て
こ
の
行
為
態
様
」
に
関
わ
る
現
実
的
・
具
体
的
な
判
断
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
可
能
性
の
表
現
を
限

界
基
準
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
行
為
者
が
当
該
行
為
が
あ
る
い
は

違
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
具
体
的
可
能
性
を
意
識
し
て
お
り
、
か
っ
こ

の
認
知
的
判
断
を
最
終
的
に
、
意
思
決
定
の
時
点
に
お
い
て
否
認
し
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
彼
に
は
未
必
の
違
法
意
識
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(
具
体
的
)
可
能
性
説
は
未
必
の
故
意
な
い
し
未
必
の
違
法
意
識
の
限

界
基
準
を
認
識
的
要
素
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
蓋
然
性
説
と
共

通
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
未
必
の
故
意
な
い
し
未
必
の
違
法
意
識
を
肯
定

す
る
た
め
の
可
能
性
の
認
識
は
、
抽
象
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
意
思
決
定
の

決
定
的
時
点
に
お
け
る
具
体
的
・
現
実
的
な
可
能
性
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は

意
思
形
成
の
最
終
段
階
に
お
け
る
犯
罪
結
果
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
ま
じ

め
な
判
断
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
後
述
す
る
「
真
撃
説
」

と
大
差
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
1
)
戸∞円
F

『
白
色
町
コ
〉
=
『
U
m
w
z
z
ロ
ヰ
の
『
巾
ロ
N

S

己巾印〈。「日田門
N
C
巾問コ『『印・司町田門
I
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E
S
-
∞
-
N
C
4
R
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-
V
W
F
E
E
Z
E
R
N
E
F
四ー

ユロ

ι
巾
『
『
命
者
=
E
Z
口司白『ユ即日目】四
r
2
F
C
〉
]Fmw
印、計印・
ω
C
印『『・一色巾『印・・。巾『

∞
内
四
コ
ロ
己
E
W
F
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山
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間
宮
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〈
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的
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牛
命
日
凶
∞
の
巴
ロ
ロ
《
同
日
口
間
H
m
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E
E
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7
戸
印
円
。
∞
〉
=
悶
・
↓
2
一
回
申
印
∞
・
。
〉

]戸川W
印∞.印・]戸町]{『同
2ι
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0
F
m
C
2
u
口
Nめ
N当日印円}百ロ〈。吋印酔門
N一回口}高円

z=ι

向山『「戸
hw回日出向め『印門司
mw『一FMWF
』ロ印

H
申∞
0
.

的
-N
品回目片品。『凹
3

「巾}】吋
F
z
n
F
.
H
C
¥
印]{

(印・品。斗同)ロロ《】

]FC¥
∞∞同『・(印・品
ω
印『『・)-《同伶吉山
-
w

的門戸
M

己目。ロ
U
Z
円E
W

寸¥]戸。。『・

(印・
N
N
4
『『・)・

(
2
)
印門町「
D

品
2
・出
E

・o・-m-NωN
同

(
3
)
何

F
g
E
-
m
N
品目同町

(
4
)
印円
F
E
E
F
M
E
M
2
・。〉

H
申印∞
-m-H
∞0
・

(
5
)
的円
E
E
E
F
m
z
z
m
?
の〉

Hmw
町、円∞・

ω
H
N
F
司【目。『・・の〉

H
U
印∞
-
m
-
H
4
m山内『・

一色。『
M
L
Z
∞・

5
∞
cwm-N
印
。
尚
「
事
物
思
考
」
(
出
血
口
E
g
Z
ロ
)
に
つ
い

て
は
、
本
稿
第
二
章
第
三
款
参
照
。

(
6
)
〈包
-
W
F
E
E
E
C
M巾F
C
〉
呂
印
叶
-
m
・2
ω
E
E
-
N
4
・
桂
静
子
「
故
意

と
過
失
と
の
限
界
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
五
巻
四
号
(
昭
和
三

O
年
)
五

五
三
|
四
頁
も
参
照
。

(
7
)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
1
は
、
独
自
の
目
的
犯
罪
論
体
系
の
構
成
か
ら

責
任
構
成
要
件
要
素
と
し
て
、
従
来
の
概
念
法
学
的
な
「
故
意
」
「
過
失
」

概
念
に
替
え
て
、
意
思
的
要
素
を
排
除
し
、
認
識
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ

る
「
故
意
性
」
(
〈
耳
目
酔
丹
江
戸

nzg)
「
過
失
性
」

(Eξzz-間
宮
芹
)
の

概
念
を
使
用
す
る
。
故
意
と
過
失
は
認
識
的
要
素
に
よ
っ
て
の
み
区
別
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
的
円
『
ヨ
E
Z
5
2
・〈。『
g
R
Z四
コ
民
自
己
∞
何
回
コ
コ
凹
』
ロ
コ
∞

買
E
E
N
5
2
3
マR
E
F
5
2
〔
紹
介
と
し
て
、
上
田
健
二
「
エ

l
ベ

ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
y

ト
ホ
イ
ザ
l

『
刑
法
に
お
け
る
故
意
概
念
と
概
念

法
学
』
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
一
号
(
昭
和
四
五
年
)
四
二

l
五
頁
が
あ
る
〕

一
puJF-
問、。『「
FZ
円}】・品同町民・(印・】九日
H
R
)
w
m
¥
山町(∞
-H
品
仏
)
ゐ
¥
N
印(印
-H
印品『・)

ロロ品

H
O
¥
ω
N
『『・(印・
ω
坦品問『・)・【同町『印
-
U
山吉己戸内ロ
F
Z
円『
f

品
H
U
『・(印・。]{)込
¥N
出

(的・

2)
ロロ品叶
¥ω
印『『・(凶・
5

2
『
・
)
前
掲
拙
稿
・
北
大
法
学
論
集
三
六

巻
三
号
一
六
七
頁
以
下
と
く
に
一
七
一
頁
註
(
五
)
も
参
照
。

(
8
)
〈悶「同ロ巴。一円】}子山田ハ・掛
H
A

凶
間
早
ロ
戸
品
同

第
五
款

真
撃
説
な
い
し
甘
受
説

ド
イ
ツ
の
判
例
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
一
般
に
、
是
認
説
な
い
し
認
容

説
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
五
五
年
に
西
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所

は
、
「
行
為
者
が
、
目
ざ
し
た
目
的
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
つ
ま
り
他
の
方

法
で
は
そ
の
目
的
を
実
現
で
き
な
い
限
り
、
そ
の
行
為
が
そ
れ
自
体
望
ま
し
く

な
い
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
(
巴
与
ち

E
E
S
)
、
そ
れ
と
同
時
に

行
為
に
入
る
際
に
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
意
図
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
法
的

意
味
に
お
い
て
そ
の
結
果
を
是
認
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
判
示
し
出
。
こ
の
判

決
は
、
「
行
為
者
は
そ
れ
自
体
望
ま
し
く
な
い
(
単
に
可
能
と
表
象
さ
れ
た
)

結
果
を
も
是
認
し
う
る
」
と
す
る
も
の
で
従
来
の
諸
判
例
と
の
関
連
が
疑
問
視

さ
れ
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
本
判
決
は
「
是
認
」
と
い
う
要
件
を
暗
に
放
棄
し
、

単
な
る
甘
受
信
長
E
F
m
F
E
g
)
で
足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
釈
し
て

い
一
針
。
そ
の
後
判
例
は
再
び
是
認
説
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
連
邦
裁

北法36(5-6・89)1577 



研究ノート

判
所
の
判
例
は
両
説
の
間
を
動
揺
し
、
そ
の
態
度
は
は
っ
き
り
し
な
い
と
言
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
西
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
故
意
を
構
成
要
件
要
素

と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
限
界
基
準
に
つ
い
て
認
識
的
要
素
と
意
思
的
要
素
の

両
者
を
考
慮
し
て
、
未
必
の
故
意
に
関
す
る
諸
説
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
、
未
必
の
違
法
意
識
と
の
関
係
を

含
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
(
の
D
E
R
巴
Z
Rロ
君
。
ュ
F
)

は
、
結
果

に
対
す
る
行
為
者
の
内
心
的
態
度
に
目
を
向
け
説
。
彼
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
お

よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
意
味
で
の
具
体
的
危
険
の
認
識
を
行
為
者
が

持
っ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
、
彼
ら
と
は
別
の
限
界
基
準
を
設
定
す
る
の
で
あ

る
。
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
な
危
険
を
意
識
し
て
い

る
行
為
者
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
、
未
必
の
故
意
か
あ
る
い
は
認
識
あ
る
過
失

か
が
問
題
に
な
り
う
る
一
定
の
心
理
的
態
度
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
行
為
者
は
-
認
識
さ
れ
た
具
体
的
危
険
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
る
」

(開

3
2
5
E
E
B
)
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
な
い
」
と
い
っ

た
態
度
を
と
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
危
険
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
結
果
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ

る
態
度
は
意
思
決
定
を
す
る
際
に
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
意

図
し
た
行
為
を
そ
れ
で
も
な
お
実
現
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
際
に
重
要
な

意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
行
為
者
が
具
体
的
な
状
況
(
た
と
え
ば
危
険
)
か

ら
生
ず
る
要
求
(
〉
ロ
∞
胃

5F)
を
真
撃
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
可
能
な
無

価
値
的
結
果
自
体
に
対
し
て
態
度
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
の
よ

う
な
具
体
的
危
険
と
結
び
つ
い
た
意
図
し
た
行
為
を
そ
の
危
険
を
考
慮
し
て
思

い
止
ま
る
か
、
あ
る
い
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
|
|
!
よ
り
高
次
の
目
的

の
た
め
に
ー
ー
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
自
己
決
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
状
況
か
ら
生
ず
る
要
求
は
、
こ
の
場
合
い

ず
れ
に
せ
よ
、
行
為
決
定
以
前
の
段
階
で
彼
の
意
思
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果

た
す
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
は
意
思
形
成
と
意
思
決
定
を
同
じ
も
の
と
理
解

し
て
い
航
。
意
思
決
定
の
内
容
と
な
る
の
は
、
意
思
形
成
の
過
程
で
真
撃
に
受

け
と
め
ら
れ
た
危
険
に
対
す
る
判
断
内
容
で
あ
る
。
彼
は
最
終
的
に
は
実
現
意

思
を
目
ざ
し
そ
れ
を
故
意
と
把
握
す
針
。
望
ま
し
く
な
い
結
果
が
「
実
現
意
思
」

に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、
ま
さ
に
一
定
の
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
そ
の
内
容

に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
意
思
形
成
過
程
の
中
で
結
果
発
生
の

可
能
性
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
て
い
た
か
」
否
か
に
よ
っ
て
故
意
・
過
失
を
限

界
ε

つ
け
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
マ
ン
吉
田

E
「
〉
号
一
『
の
伶
『
自
由
ロ
ロ
)
も
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト

に
類
似
し
た
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
れ
郎
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ

北法36(5-6・90)1578 



ン
ヴ
エ
ル
ト
は
意
思
形
成
の
『
第
一
段
階
』
(
〈
。

zzr)
を
問
題
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
行
為
決
定
の
時
点
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
行
為
者
が
あ
る
い
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
犯
罪
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
と
意
識
し
て
い
た
場
合
に
、
彼
が
か
よ
う
な
事
情
を
そ
の
行

為
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
思
決
定
の
中
へ
と
取
り
入
れ
た
(
め
E
F
R
E
Z口
)
な

(m) 

ら
ば
、
彼
は
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

行
為
者
が
望
ま
し
《
な
い
結
果
発
生
の
可
能
性
を
重
大
な
も
の
(
巾

5
2
E
P
)

と
考
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
行
為
を
断
念
す
る
こ
と
な
く
彼
の
追
求
す
る

目
標
を
達
成
す
べ
く
行
為
へ
と
決
意
し
た
場
合
に
は
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ

る。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

こ
の
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
は
行
為
者
が
意
思
決
定
の
時
点
に
お
い
て
結
果
発

生
の
可
能
性
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
か
と
い
う
点
を
問
題
に
す
る
。

目
的
的
行
為
論
に
立
つ
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
故
意
を
「
実
現
意
思
」
と

し
て
理
解
す
る
。
実
現
意
思
は
目
標
及
び
目
標
達
成
の
た
め
の
行
為
手
段
に
対

し
て
第
一
次
的
・
直
接
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
附
随
結
果
は

実
現
意
思
に
と
っ
て
第
二
次
的
・
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
叫
o

行
為
者
が
附

随
結
果
の
発
生
を
単
に
可
能
な
も
の
と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
彼
が

そ
の
発
生
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
(
ヨ

ξ
2
Z
S
)
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、

そ
れ
が
起
こ
ら
ぬ
こ
と
を
あ
て
に
し
て
い
た
(
〈
司
可
白

E
ロ
)
か
ど
う
か
が
問

題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
計
算
に
入
れ
て
行
為
し
た
な

ら
未
必
の
故
意
、
結
果
の
不
発
生
を
あ
て
こ
ん
だ
場
合
に
は
認
識
あ
る
過
失
に

す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

マ
ウ
ラ
ッ
ハ
は
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
の
こ
の
考
え
方
は
蓋
然
性
説
に
近
い
も
の

と
す
討
。
た
し
か
に
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
、
単
な
る
可
能
性
の
認
識
の
段
階
で
は

な
く
、
蓋
然
性
の
認
識
の
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を

計
画
に
入
れ
る
と
か
、
そ
の
不
発
生
を
あ
て
に
す
る
と
い
っ
た
意
思
的
態
度
が

見
ら
れ
る
と
す
る
の
苧
蓋
然
性
説
に
近
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
最
終
的
に
は
実
現
意
思
に
故
意
の
本
質
を
見
る
彼
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、

蓋
然
性
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
思
的
態
度
に
出
た
か
を
問
題
に

す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
所
説
は
意
思
的
要
素
を
も
含
め
て
限
界
メ
ル
ク
マ
ー
ル

を
考
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

同
様
の
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
目
的
的
行
為
論
に
立
た
な
い
論
者
に

よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
エ
シ
エ

y

ク
は
「
構
成
要
件
実
現

を
甘
受
す
る
(
印
戸
口
F
'
〉
芸

E
g
)」
と
か
「
よ
い
結
果
を
あ
て
に
し
て
行
為
す

る
(
司
自
己
己
ロ

E
〈め『可

E
2
2『
2
2ロ
悶
ロ
宮
口
〉

5
開
山
口
問
ご
と
い
っ
た
基

準
に
よ
っ
て
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
さ

ら

一
九
六
二
年
西
独
刑
法
草
案
も
そ
の
一
六
条
で
、
「
故
意
に
行
為
す
る

者
と
は
、
・
:
:
:
:
(
法
定
構
成
要
件
の
)
実
現
を
可
能
と
考
え
且
つ
こ
れ
を
甘

受
し
た
(
巴
口
F
E
E
-
寄
与
出

E
2
)
者
を
い
う
」
と
規
定
し
て
い
た
。
対
案
も

そ
の
一
七
条
二
項
で
、
構
成
要
件
実
現
を
「
真
撃
に
可
能
と
考
え
か
っ
甘
受
す

北法36(5-6・91)1579 



研究ノート

る
者
言
。
『
己
吊
〈
2

3
『E
H
n
E
口
同
己
巾
「
叶
巳
Z
2
2巳
m
q
g
E
n
F
B
『
目
。
同

一-
n
F
E
R
E己
呂
田
内
曲
三

E
E
呂
汁
)
」
は
故
意
に
行
為
す
る
と
規
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ロ
ク
シ
ン

(
n
Z
5
F
H
E
)
は
刑
法
の
規
範
目
的
に
も
と

づ
く
法
益
保
護
思
想
の
観
点
か
ら
、
責
任
形
式
の
相
違
は
、
行
為
者
が
い
か
な

る
感
情
や
期
待
あ
る
い
は
希
望
を
も
っ
て
い
よ
う
と
も
、
可
能
な
構
成
要
件
実

現
に
対
し
て
決
意
し
た
百
円

E
g
g
s
s
pロ
)
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
、

従
来
の
限
界
基
準
に
つ
い
て
の
諸
説
を
相
補
的
な
も
の
と
し
て
綜
合
し
た
か
た

ち
で
、
「
可
能
な
法
益
侵
害
へ
の
決
意
」
(
己
毘
開
口
g
n
F虫
色

E
問
問
ロ
吋
庄
内

E
S

-
尻
町
。
河
内
各
門
的
問
ロ
Z
2
2
Z
E
E
m
)
が
故
意
を
基
礎
づ
け
る
と
主
張
し
た
。
そ
し

て
「
真
撃
に
受
け
と
る
」
と
い
う
基
準
と
「
甘
受
す
る
」
と
い
う
基
準
が
結
び

{
初
)

つ
い
た
見
解
が
、
現
在
西
ド
イ
ツ
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
基
準
は
、
行
為
者
の
意
思
形
成
過
程
・
意
思
決
定
段
階
で
最

終
的
に
結
果
に
対
し
て
「
ど
の
よ
う
な
表
象
を
持
っ
て
い
た
か
」
と
い
う
こ
と

に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
行
為
者
は
意
思
決
定
の
段
階

で
、
「
結
局
に
お
い
て
は
」
結
果
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
か
、
あ
る

い
は
、
結
果
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
の
い
ず
れ
か
に
到
達
し
て
い

四
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
通
常

は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
認
識
の
程
度
に
至
っ
て
は
じ
め
て
結
果
発
生
の
可

能
性
を
「
計
算
に
入
れ
る
」
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
結
果
発
生
の
可
能
性
に
つ
き

真
剣
に
考
慮
し
た
す
え
に
、
最
終
的
に
、
結
果
は
発
生
す
る
だ
ろ
う
と
の
判
断

に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
行
為
者
が
結
果
の
発
生
の
可

能
性
に
つ
き
無
関
心
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
意
思
決
定
の
段
階
で
は
結
果
発

生
の
可
能
性
の
表
象
を
打
ち
消
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
撃

説
な
い
し
甘
受
説
も
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
と
の
限
界
に
つ
き
、
最
終

的
な
意
思
決
定
段
階
に
お
け
る
行
為
者
の
表
象
(
認
識
的
要
素
)
を
限
界
基
準

と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
実
質
的
に

は
行
為
者
の
動
機
形
成
過
程
な
い
し
意
思
形
成
過
程
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

(1)
∞
の
月
山
門
戸

ω
由
ω(ω
自
由
)
・
本
判
決
に
つ
き
、
斉
藤
・
前
掲
論
文
(
三
・
完
)

判
例
時
報
七

O
七
号
一
二
頁
以
下
、
青
木
・
前
掲
論
文
二
一
頁
参
照
。

(2)
開
口
笠
宮

F
Zを
呂
町
♂
∞
・

5
∞∞・

(
3
)
こ
の
点
に
つ
き
、
斉
藤
・
前
掲
論
文
一
三
四
頁
参
照
。

(
4
)

印可
hwHめE
2
2
7
0。一口印巾〈めロ
Zhw-Z
ロロ己

Fm耳
Z
F
Z
司

MWF
ユω
印巴四
r
E
f

N
m芹
4
4

〈寸]ケ]{申印甲・印印]{『『・

(
5
)
巴
v
g己
mrm・日仏ロ・

(
6
)
何

Cmロ且
mrm
印品・

(
7
)
〈四一-〉
E
可。師同己目
-phw・。・・∞
-
N
印
ロ
ム
「

(
8
)
g
g
Z耳
2
5・
N
g
g
吋
ゲ
∞
-
E
-
〈四一-宮内
E
号
3
・
2
5『「
2
E
F
〉、
H

J

Y

。見出[『担問門担「

ω
〉ロ『一
-

H

U

∞ゲ同【】ロ『・

ω
C
∞
(
m
-
H
]
{
(
)
)

・

(9)
の
己
目
白
ロ
ロ
・
〈
。
『
印
回
定
望
。
豆
町
田
p
r
F垣
N
凶片『斗叶・

5
2・∞・
ω
岳
民
・

5
1
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田町め∞∞-U斗品『『・

(
日
)
何
『
巾
ロ
己
p
m
ω
?
?

(
U
)
間
山

F
E且
P
∞・
ω斗
my

(
ロ
)
者
己
目
f
u
g
号
三
回
円
Z
2
3
『
2
門
戸
寸
・
〉
ロ
戸
E
A
凶
(
)
・
∞
・

2-
母
2・

ロ
回
目
色
E
片
印
円
『
命
的
円
『
田
町
『
2
Z
-
H
H
・
〉
己
同
}
・
H
匂
品
タ
的
・
品
会
『
・

(日
)

4

F

〈m-N巳・白・白・0・・戸〉ロ『---∞・⑦N-ιミ♂田・印・0・・HH・〉ロ『---∞・由∞・

(
M
)

玄
白
=
「
山
口
F
・
0
2
Z
口
F
g
m
門
『
町
民
『
2
F
F
〉
、
円
J

品
・
〉
口
町
一
-
H
叩
叶
ケ
∞
-
N
由
一
凶
・
一

〈
包
・
7
-
m
w
z
g
門
町
¥
N
苦
戸
山
門
司
m
w守
2
F
T
〉
↓
.
y
m
N
U
∞
・

(
日
)
者
己
自
己
-
p
p
o
-
-
=
・
〉
ロ
p
m
・

2

(
日
)
」
g
n
F
2
F
〉
ロ
p
h
w
ロ
ロ
ロ
ι
m
z
=
ロ
ロ
間
色
。
ω
ず
め
品
5
間
宮
口
〈
。
z
h
w
門
N
2
5

〈
q
F
『
2
Z
ロ
U
m四
2
R
.
3
M
門
間
円
寄
-
P
E
『
何
・
4
〈

o
-
P
E
S
.
的
・
品
∞
印
『
z
p
『
印
・
・

的
円
『
戸
垣
内
お
め
コ
印
門
町
内
田
印
門
司
町
民
吋
m
n
F
円
ロ
ロ
巳
且
2
H
門
印
円
一
戸
内
印
印
可
m
w
『
『
ぬ
門
F
Z
Z
F
『
E
-

印円『戸当Nm門『斗∞-同市町。N-m-H∞∞・

(
げ
)
訳
文
は
、
「
一
九
六
二
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
」
刑
事
基
本
法
令
改
正
資

科
第
二
号
(
昭
和
三
八
年
)
に
よ
る
。

(
四
)
』
Z
『
問
。
ロ
∞
m
E
E
ω
ロ
ロ
ロ
-
p
-
〉
-
Z
E
m
w
Z
〈
向
三
者
己
『
『
2
ロ
2
2
3
R
2
2
N
l

F
Z
門
E
m
M
r
〉
=
閣
内
E
2
ロ
ゆ
『
叶
2
r
N
・
〉
Z
E
-
H
m
v
m
m
y
∞
・
目
白
{

な
お
、
盟
各
〉
E
E
g
説
と
同
ロ
ー
穴
白
ロ
『
Z
各
自
g
説
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
相
異
に
つ
い
て
、
青
木
・
前
掲
論
文
一
一
ム
ハ
頁
以
下
参
照
。
〈
包
・

己O円『∞ぬ『コ当ιrmrhyo--的・]{∞『『・

(
日
)
回
。
M
5
・
N
ロ
『
〉
F四
Z
ロ
N
Z
口
問
〈
。
口
U
め
巳
E
m
Z
ロ
〈
。
吋
包
一
円
N
ロ
ロ
門
-
t
m
者
Z
P
Z
「

司

ω『ユhwmw凶
-mro芹
I
l
l
i
-
-
∞
の
国
的
門
戸
ω
由
ω
.
]
Z
凶
]
戸
坦
酌
k
f
的
・
印
ω
ロ
・
一
ω
ロ
円
F
E

Em目、∞--m門『田町『め門FZM円FmC『ロロ己一白問。ロ円)吋ou-。EFH坦斗ω.∞・NO由民・一・

(
初
)
〈
間
一
回
口
己
O
G
E
r
m
-
P
四
回
品
目
与
口
『
・
ι
ω
・

さ
ら
に
、
無
関
心
を
も
含
ま
し
め
る
者
と
し
て
た
と
え
ば
、
n
z
S
F

∞円FDロ
F

円。¥印口F『むιm-u四回目河内同ロ『・叶∞-∞円『『。。且EJ「』ハ.間同点山河内同ロ『・甲ω・

ち
な
み
に
一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
刑
法
典
は
、
故
意
に
関
す
る

第
五
条
一
項
に
お
い
て
「
法
定
の
所
為
像
と
一
致
す
る
事
実
関
係
を
実
現

し
よ
う
と
し
た
者
は
、
故
意
に
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、

行
為
者
が
、
そ
の
実
現
を
真
撃
に
可
能
と
考
え
宏
司
ロ
回
忌
与
『
ロ
「
包
有
l

r
F
E
u
-
)
か
っ
こ
れ
に
満
足
す
れ
ば
(
M
H
円
F
E
ご
可
申
E
E
2
)
、
も
っ

て
足
り
る
。
」
〔
訳
文
は
『
一
九
七
四
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
』
法
務
資

料
四
二
三
号
(
昭
和
五

O
年
)
に
よ
る
〕
と
し
て
、
真
執
事
説
と
甘
受
説
を

結
合
し
た
形
で
規
定
し
て
い
る
。

第
六
款

十舌

事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
の
本
質
に
は
認
識
的
要
素
と
意
思
的
要
素
と

は
と
も
に
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
表
象
説
と
意
思
説
と
の
対
立
は
本
来

解
消
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る

過
失
と
の
限
界
基
準
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
対
立

は
な
お
意
味
が
あ
っ
た
。
蓋
然
性
説
と
認
容
説
の
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
を
修
正

す
る
か
た
ち
で
無
関
心
説
が
主
張
さ
れ
た
。
西
ド
イ
ツ
で
は
近
時
、
認
識
的
要

素
を
限
界
基
準
と
す
る
(
具
体
的
)
可
能
性
説
が
主
張
さ
れ
、
さ
ら
に
は
真
撃

説
な
い
し
甘
受
説
も
主
張
さ
れ
る
に
至
り
、
今
や
こ
の
真
撃
説
と
甘
受
説
が
結

び
つ
い
て
支
配
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
未
必
の
違
法
意
識
に
つ
い

て
も
西
ド
イ
ツ
の
支
配
的
見
解
は
未
必
の
故
意
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
許
さ
れ
な
い
法
益
侵
害
の
可
能
性
を
表
象
し
、
そ
し
て

こ
の
可
能
性
を
単
に
抽
象
的
な
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
当
該
行
為
が
実
際
に

禁
止
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
」
か
っ

「
そ
れ
を
甘
受
し
た
」
な
ら
ば
、
未
必
の
違
法
意
識
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
当
該
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
「
あ
て
に

し
た
」
場
合
に
は
、
彼
は
禁
止
の
錯
誤
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
が
行
為

の
違
法
性
の
可
能
性
を
「
真
撃
に
受
け
と
め
」
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
可
能

性
を
「
甘
受
す
る
」
、
あ
る
い
は
、
そ
の
可
能
性
を
「
計
算
に
入
れ
」
か
っ
そ

の
実
現
を
「
意
欲
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
的
要
素
と
意
思
的
要
素
の
双

方
に
よ
っ
て
限
界
基
準
を
定
式
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判

例
に
は
、
積
極
的
認
容
説
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
内
心

的
態
度
に
は
重
要
性
を
お
か
ず
可
能
性
を
計
算
に
入
れ
た
に
も
拘
ら
ず
行
為
し

た
点
に
未
必
の
違
法
意
識
を
根
拠
づ
け
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
認
容
説
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
判
例
は
む
し
ろ
認

識
の
有
無
に
実
質
的
基
準
を
お
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
数
を
占
め

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
故
意
を
実
現
意
思
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
行
為

者
の
内
心
的
・
感
情
的
態
度
を
故
意
論
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
実
現
意
思

説
、
あ
る
い
は
客
観
的
動
機
説
、
そ
し
て
認
容
説
と
蓋
然
性
説
を
綜
合
し
よ
う

と
し
て
い
わ
ゆ
る
動
機
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
未
必
の
違

法
意
識
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
見
解
の
基
準
が
パ
ラ
レ
ル
に
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
事
実
認
識
と
し
て
の
未
必
の
故
意
と
法
規
範
上
の
価
値
認
識
と
し

て
の
違
法
性
の
意
識
と
で
は
、
そ
の
本
質
上
あ
る
い
は
体
系
的
機
能
の
面
か
ら

も
、
そ
こ
に
相
異
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

故
意
を
構
成
要
件
該
当
結
果
の
実
現
意
思
と
捉
え
、
構
成
要
件
要
素
と

し
て
理
解
す
る
立
場
で
は
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
を
区
別
す
る
に
あ

た
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
な
ど
の
責
任
要
素
や
動
機
形
成
過
程
は
責
任
論
に
属

し
、
行
為
者
の
内
心
的
・
感
情
的
態
度
も
未
必
の
故
意
論
か
ら
排
斥
さ
れ
る
べ

き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
未
必
の
違
法
意
識
と
未
必
の
故
意
の

限
界
基
準
は
必
ず
し
も
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
西
ド
イ
ツ
の
学
説
の
多
く
は
両
者
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
い
る
こ

と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
の
主
観
的
要
素
(
故
意
、
違
法

性
の
意
識
、
目
的
、
動
機
な
ど
)
を
犯
罪
論
体
系
上
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
位
置
づ

け
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
の
主
観
的
心
理
作
用
は
一
体
不
可
分
の
も
の

で
あ
り
、
未
必
の
故
意
論
を
純
粋
に
意
思
的
要
素
の
み
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
、

事
柄
の
本
質
を
見
誤
ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
し
か
に
認
容
説
や
無
関

心
説
の
よ
う
に
行
為
者
の
情
緒
的
な
い
し
感
情
的
態
度
を
決
定
基
準
に
す
る
こ

と
は
、
そ
の
内
容
を
無
内
容
に
し
「
行
為
者
の
心
情
や
人
格
を
よ
く
な
い
た
め

に
故
意
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
」
ず
、
倫
理
的
な
判
断
を
持
ち
込
み
怒
意

に
流
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
説
。
し
か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
こ
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れ
ら
の
所
説
も
実
は
行
為
者
の
動
機
形
成
過
程
を
問
題
に
す
る
た
め
に
こ
れ
ら

の
判
断
基
準
を
提
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
最
近
の

真
執
事
説
な
い
し
甘
受
説
も
、
行
為
者
の
動
機
形
成
過
程
を
目
指
し
て
い
る
も
の

と
理
解
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ク
シ
ン
が
「
可
能
な
法
益
侵
害
へ
の
決
意
」

と
規
定
し
た
の
も
か
よ
う
な
意
味
で
理
解
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
未
必

の
故
意
の
問
題
は
、
結
果
発
生
の
認
識
が
動
機
過
程
に
取
り
込
ま
れ
た
に
も
拘

ら
ず
、
そ
れ
が
反
対
動
機
と
な
ら
ず
に
、
逆
に
行
為
意
思
と
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
事
実
が
積
極
的
な
意
思
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
。
行
為
者
自
身
の
、
具
体
的
行
為
の
決
意
へ
と
向
け
た
動
機
過
程
を

考
慮
し
て
故
意
と
過
失
の
限
界
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
行
為
者
の
動
機
過
程
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
具

体
的
行
為
へ
と
決
意
す
る
た
め
の
動
機
性
は
、
単
な
る
裸
の
事
実
の
認
識
で
は

な
く
、
客
観
的
に
妥
当
し
て
強
制
力
を
有
し
て
い
る
法
秩
序
に
お
け
る
当
該
行

為
の
価
値
内
容
の
認
識
(
す
な
わ
ち
違
法
性
の
意
識
)
の
方
が
、
よ
り
強
度
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
も
、
こ
の
よ
う
な
当
該
行
為
の
法

的
価
値
を
媒
介
し
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
(
構
成

要
件
的
故
意
の
も
つ
違
法
性
の
意
識
の
提
訴
(
な
い
し
喚
起
)
機
能
)
。
ま
さ

に
違
法
性
の
意
識
は
動
機
形
成
過
程
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
意
識
は
、
そ
れ
が
特
定
の
規
範
的
価
値
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
行
為
者
に
何
ら
か
の
感
情
的
・
情
緒
的
態
度
を
伴
う

の
が
通
常
で
あ
る
。
自
己
の
固
有
の
価
値
判
断
な
い
し
規
範
意
識
と
衝
突
し
、

あ
る
い
は
調
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
性
の
意
識
は
単
な
る
認
知
的
な
も
の

か
ら
、
よ
り
情
緒
的
・
感
情
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
吋
o

だ
が

し
か
し
行
為
者
が
当
該
行
為
を
適
法
行
為
へ
と
動
機
づ
け
得
た
か
否
か
を
判
断

す
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
情
緒
的
・
感
情
的
要
素
は
決
定
的
な
も
の
と

は
思
わ
れ
な
い
。
行
為
者
が
、
意
思
決
定
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
行
為
の
違

法
性
を
可
能
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
ら
を
適
法
行
為
へ
と

動
機
づ
け
得
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
の
無
価
値
性
の
表
象
そ
の
も
の
が
行

為
者
を
動
機
づ
け
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
未
必
の
違
法
意
識
の
限
界
基

準
は
認
識
的
要
素
の
み
で
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
y

ト
ホ
イ

ザ
ー
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
か
ら
意
思
的
要
素
を
排
除
す
る
の
で
な
く
と

も
、
違
法
性
の
意
識
の
存
否

(
O
C
)

は
、
行
為
者
が
意
思
決
定
の
最
終
段
階

に
お
い
て
行
為
の
違
法
性
の
可
能
性
の
表
象
を
排
除
し
な
か
っ
た
と
い
う
認
識

的
要
素
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
と
考
え
る
。

(
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S
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宮山

=
f
m・
]
一
戸
坦
・

(
3
)
切
の
目
白
。
門
町
ぐ
虫
、
「
民
ロ
ロ
乱
印
宮
町
民
的
問
伶
『
帥
『
同
「
乱
ロ
ロ
同
・
∞
色

-
y
m
-
H
C印
(
口
。
門
町

ロ
ロ
四
免
措
町
内
ロ
・

N
回忌

2
A
ロ
由
民
リ
『
回
目

z
ι
o
f
F
r
dロ
コ
山
門

F
Z
F司
君
ロ

P
Z
E
P
∞
-HH由)・

(4)
我
が
国
の
判
例
に
つ
き
た
と
え
ば
、
平
川
宗
信
「
故
意
」
西
原
春
夫
他

編
『
判
例
刑
法
研
究
第
三
巻
責
任
』
(
昭
和
五
五
年
)
七
五
頁
以
下
と

く
に
九
七
頁
以
下
、
青
木
・
前
掲
論
文
一

O
七
頁
以
下
お
よ
び
一
二
五
頁

以
下
参
照
。

(
5
)
中
・
前
掲
「
未
必
の
故
意
」
七
二
頁
以
下
、
阿
部
・
前
掲
論
文
七
六
頁

以
下
、
野
村
・
前
掲
論
文
一
九
八
頁
以
下
。
な
お
本
章
第
一
款
註

(
4
)

の
中
教
授
の
批
判
も
参
照

(
6
)
藤
木
英
雄
『
過
失
犯
の
理
論
』
(
昭
和
四
四
年
)
一

O
七
頁
以
下
、
同
『
刑

法
講
義
総
論
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
四
二
四
頁
。

(
7
)
滝
川
幸
辰
『
刑
法
の
諸
問
題
』
(
昭
和
二
三
年
)
一
一
一
六
頁
、
井
上
・

前
掲
『
過
失
犯
の
構
造
』
一
一
一
一

O
頁
以
下
、
桂
・
前
掲
論
文
五
四
三
頁
、

平
野
・
前
掲
『
刑
法
総
論
I
』
一
八
五
頁
以
下
、
大
谷
実
「
未
必
の
故
意
」

藤
木
英
雄
編
『
判
例
と
学
説
7
刑
法

I
』
(
昭
和
五
二
年
)
一
ム
ハ
八
頁

以
下
、
事
円
木
・
前
掲
論
文
一
二

O
頁
以
下
、
荘
子
・
前
掲
書
〔
新
版
〕
=
一

二
三
頁
以
下
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
三
五
六
頁
。

(
8
)
平
野
・
前
掲
書
一
八
四
頁
。
認
容
説
へ
の
批
判
に
つ
き
詳
し
く
は
、
青

木
・
前
掲
論
文
九
二
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
も
っ
と
も
、
真
撃
説
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
真
撃
に
受
け
と
め
た

か
否
か
と
い
う
意
思
決
定
の
前
提
条
件
を
問
題
に
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

は
決
意
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
こ
の
概
念
は
な
お
感
情
的
色
彩
を

残
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
∞
各
『

gppω
・0
・・
m
-
N
N
)

。

(
印
)
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
界

基
準
と
し
て
は
か
え
っ
て
暖
昧
な
も
の
と
な
る
側
面
は
否
定
で
き
な
い

(∞ぬ
F
Zロ【
H
F
m
w

・白・
0
・・的
N
H
)

。

(
日
)
前
掲
拙
稿
・
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
号
一
四

O
頁
註

(
1
)
参
照
。

(
ロ
)
〈
岡
戸
口
宮
古
老
町
含
・

3印
昨
日
円

F
2
P
E
『
戸
垣
内
-
N

。f
m
-
己
記
『
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第

節

未
必
の
違
法
意
識
に
お
け
る
責
任
と
処
罰

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
未
必
の
違
法
意
識
は
、
行
為
者
が
、
法
的
に
許
さ
れ

な
い
法
益
侵
害
の
可
能
性
を
意
思
決
定
の
最
終
段
階
に
お
い
て
も
否
定
せ
ず
、

こ
れ
を
表
象
し
て
い
る
限
り
、
肯
定
さ
れ
、
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
し
か
し
、
行
為
者
に
こ
の
未
必
的
な
違
法
性
の
意
識
が
あ
る
場
合
に
も
、

二
疋
の
例
外
的
な
行
為
事
情
の
も
と
で
は
、
行
為
者
に
対
す
る
責
任
非
難
の
程

度
が
減
少
し
、
あ
る
い
は
阻
却
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

例
え
ば
内
田
教
授
は
、
極
め
て
軽
微
な
過
失
に
つ
い
て
は
、
社
会
秩
序
維
持
の

観
点
な
い
し
刑
罰
目
的
の
観
点
に
て
ら
し
て
刑
法
か
ら
排
除
さ
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
さ
れ
る
抗
、
こ
の
よ
う
な
「
実
質
的
責
任
概
念
」
な
い
し
「
可
罰
的
責

任
概
念
」
の
観
点
は
、
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
関
し
て
も
妥
当
す
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
か
。
違
法
性
の
意
識
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
い
わ
ば
実
質

的
責
任
の
程
度
(
巧
互
の
問
題
を
検
討
す
る
の
が
こ
こ
で
の
課
題
だ
と
い
っ

て
よ
い
。

-
)
内
田
・
前
掲
書
二

O
八
頁
、
二
一

O
頁
註
倒
。

第

款

い
わ
ゆ
る
良
心
犯
と
実
質
的
責
任
概
念

未
必
の
違
法
意
識
に
お
け
る
行
為
者
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
に
あ

た
っ
て
実
質
的
責
任
概
念
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検

討
す
る
準
備
作
業
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
良
心
犯
(
の

2
5
2
5
5
2
)

に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
七
一
年
一

O
月
一
九
日
決
定
に

見
ら
れ
る
考
え
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
直
ち
に
未
必
の
違
法

意
識
の
問
題
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
刑
事
政

策
的
観
点
な
い
し
刑
罰
目
的
論
に
も
と
づ
く
責
任
非
難
可
能
性
の
否
定
の
論
理

は
、
責
任
概
念
の
中
に
予
防
的
観
点
も
導
入
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
動
向
と
符

合
す
る
も
の
で
あ
り
、
未
必
の
違
法
意
識
の
問
題
に
も
十
分
参
考
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。
抗
告
人
(
被
告
人
)
で
あ
る
夫
は
そ
の
妻
と
共
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
同

胞
教
会

(?ω
認め
-unzq
回
『

E
0
2
q
Eロ
)
に
所
属
し
て
い
た
が
、
委
が
自

宅
で
助
産
婦
の
手
助
け
を
得
て
第
四
子
を
出
産
し
た
際
、
産
後
の
経
過
が
思
わ

し
く
な
く
、
医
師
が
呼
ば
れ
、
病
院
に
移
し
て
輸
血
を
し
な
け
れ
ば
生
命
の
危

険
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
が
、
妻
は
宗
教
上
の
理
由
か
ら
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。

彼
女
は
信
仰
に
も
と
づ
く
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
が
治
癒
す
る
と

信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
向
じ
宗
派
に
属
す
る
夫
は
、
そ
の
決
断
を
妻
の
自
由

北法36(5-6・97)1585 
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に
任
せ
て
い
た
が
、
ま
た
そ
の
医
師
に
対
し
て
、
妻
が
信
仰
に
厚
い
者
で
あ
る

な
ら
病
院
で
の
治
療
が
な
く
と
も
再
び
健
康
を
回
復
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
病
院
で
の
治
療
に
は
反
対
で
あ
る
と
ほ
の
め
か
し
て
お
り
、
妻
に
も
そ
の

己
目
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
妻
は
祈
り
を
行
っ
た
が
程
な
く
死
亡
す
る
に
至
っ

た
。
ガ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
H
シ
ュ
タ
イ
ゲ
参
審
裁
判
所
は
一
九
六
二
年
九
月
二
五

日
の
判
決
で
こ
の
夫
を
過
失
殺
人
の
軽
罪
と
し
て
八
月
の
軽
懲
役
に
処
し
た
。

夫
の
控
訴
を
受
け
た
ウ
ル
ム
地
方
裁
判
所
一
九
六
三
年
一
一
月
七
日
判
決
は
、

妻
の
死
が
病
院
へ
の
移
転
の
不
作
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ

き
十
分
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
妻
の
固
有
の
決
意
に
も
と
づ
い
た
輸
血
の
拒

絶
の
意
思
表
明
を
夫
は
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
無
罪
と
し
た
。
検
察

官
の
上
告
に
も
と
づ
き
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
高
等
裁
判
所
は
一
九
六
四
年

七
月
六
日
判
決
で
、
地
方
裁
判
所
は
刑
法
二
三

O
条
C
の
要
件
を
誤
解
し
て
お

り
、
夫
は
担
当
医
が
必
要
と
考
え
る
措
置
を
承
諾
す
る
よ
う
に
妻
を
説
得
す
べ

き
義
務
が
あ
っ
た
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審
に
差
戻
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
ウ
ル
ム
地
方
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
月
一
四
日
判
決
は
、
不
救

助
罪
と
し
て
夫
に
一

O
日
の
軽
懲
役
、
代
替
刑
と
し
て
二

O
O
ド
イ
ツ
・
マ
ル

ク
の
罰
金
刑
を
言
い
渡
し
た
。
夫
の
再
上
告
を
受
け
た
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

高
等
裁
判
所
一
九
六
五
年
六
月
九
日
決
定
は
、
理
由
な
し
と
し
て
こ
れ
を
棄
却

?
レ
れ
~
。

夫
は
こ
れ
に
対
し
て
、
有
罪
の
判
断
を
下
し
た
こ
れ
ら
の
判
決
な
い
し
決
定

は
、
基
本
法
二
条
一
項
〔
人
格
の
自
由
な
発
展
の
た
め
の
権
利
〕
お
よ
び
同
四

条
一
項
〔
信
仰
、
良
心
の
自
由
、
宗
教
お
よ
び
世
界
観
の
告
白
の
自
由
〕
に
違

反
す
る
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
同
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
高
等
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
月
六
日
判
決
を
は
じ
め
と

す
る
三
つ
の
判
決
・
決
定
は
基
本
法
四
条
-
項
か
ら
生
ず
る
抗
告
人
の
基
本
権

を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
事
件
を
シ
ュ
ト
ゥ
ァ
ト
ガ
ル
ト
高
等
裁
判

所
に
差
し
戻
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
中
で
、
基
本
法
の
価
値
体
系
の
一
部
と
し

て
、
信
仰
の
自
由
は
、
寛
容
の
命
令
、
そ
し
て
と
り
わ
け
基
本
法
一
条
一
項
に

保
障
さ
れ
て
い
る
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
、
更
に
次
の

よ
う
に
判
示
し
た
。

〔
宗
教
的
確
信
か
ら
犯
罪
を
犯
す
に
至
っ
た
|
|
筆
者
注
〕
こ
の
よ
う
な
行

為
者
は
、
欠
陥
の
あ
る
法
的
心
情
(
呂
田
口
岡
市
Z
号
閉
め
円
宮
回
開

2
ロ
ロ
ロ
ロ
悶
)
か
ら
国

家
的
法
秩
序
に
反
抗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
も
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
い
る
法
益
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
し
か
し
、

的
法
秩
序
と
個
人
的
な
宗
教
的
戒
律
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
限
界
状
況
に
立

た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
か
っ
、
こ
こ
で
は
よ
り
高
次
の
信
仰
上
の
戒

律
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
義
務
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
断
が
、

客
観
的
に
は
、
社
会
に
お
い
て
一
般
に
支
配
的
な
価
値
観
念
に
よ
っ
て
否
認
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
社
会
が
用
い
得
る
最
強
の
武
器
で
あ
る
刑
法

で
も
っ
て
行
為
者
に
対
処
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
ほ
ど
、
そ
の
決
断
は
非

北法36(5-6・98)1586 
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難
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
刑
事
罰
は
ー
ー
そ
の
程
度
が
ど
う
あ
れ
}
|
l
こ
の

よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
(
応
報
、
予
防
、
行
為
者
の
再
社
会
化
等
の
)
い

か
な
る
観
点
か
ら
も
、
適
切
な
制
裁
と
は
い
え
な
い
。
真
撃
な
宗
教
的
確
信
を

最
大
限
に
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
基
本
法
四
条
一
項
か
ら
生
ず
る
す
べ

一
般
的
見
解
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
法

的
義
務
と
宗
教
的
戒
律
と
の
聞
の
具
体
的
な
葛
藤
が
行
為
者
を
心
理
苦
悩
へ
と

て
の
公
権
力
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
は

も
た
ら
し
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
に
法
違
反
者
と
し
て
の
熔
印
を
押
す
よ
う
な
刑

事
罰
を
課
す
こ
と
が
、
過
度
の
、
そ
れ
故
人
間
の
尊
厳
を
侵
す
社
会
的
反
作
用

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
刑
法
〔
の
適
用
〕

を
差
し
控
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
説
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
抗
告
人
(
夫
)
の
主
張
を
支
持
し

た
の
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
で
は
確
信
犯
の
問
題
は
、
政
治
的
な
確
信
犯

G
Z
g
n
y
R

C
F
R
N
m
Z
同
E四
印

S
R『
)
の
問
題
か
ら
、
エ
ホ
バ
の
証
人
に
よ
る
良
心
的
兵
役
(
な

い
し
非
軍
事
的
役
務
)
拒
否
と
か
、
宗
教
的
理
由
に
も
と
づ
く
特
定
の
治
療
措

置
の
拒
否
(
例
え
ば
、
患
者
自
身
な
い
し
そ
の
家
族
が
輸
血
を
拒
否
す
る
場
合
、

あ
る
い
は
旧
教
の
医
師
が
母
親
の
生
命
の
危
険
を
妊
娠
中
絶
手
術
に
よ
っ
て
除

く
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
な
ど
)
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
良
心
犯

(
の
め
さ
回
路
ロ
田
区
宮
司
)
の
問
題
へ
と
重
点
が
移
っ
て
き
て
お
明
、
後
者
の
事
例

に
対
し
て
は
、
量
刑
事
情
と
し
て
滅
軽
的
に
考
慮
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
期
待

不
可
能
性
の
理
論
な
ど
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
方

向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
上
記
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
も
こ
の
方
向
に
添

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
刑
法
解
釈
論
上
の
理
論
構
成
が
直
接
適
用
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
判
例
は
、
そ
の
理
由
に
見
ら
れ

た
よ
う
に
、
夫
の
不
処
罰
の
根
拠
を
、
正
当
化
事
由
に
で
は
な
く
、
責
任
阻
却

事
由
に
求
め
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
ロ
ク
シ
ン

(
n
E
E
回目
C
H
E
)

は
こ
の
判

例
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
責
任
」
を
品
同
定
し
な
が
ら
も
刑
事
政
策
的
な
刑
罰
目

的
を
論
拠
に
し
て
刑
法
上
の
「
答
責
性
」
(
〈

2
2
Z
2
E
S
Z三
を
否
定
し

た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
予
防
を
も
考
慮
に
入
れ
た
自
ら
の
「
答
責
性
」
論
な

い
し
実
質
的
責
任
概
念
の
観
点
か
ら
積
極
的
に
援
用
し
て
い
石
。
「
答
責
性
」

概
念
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
西
独
刑
法
三
五
条
〔
免

責
的
緊
急
避
難
〕
の
程
度
に
ま
で
及
ぶ
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
葛
藤

状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
法
律
は
期
待
可
能
性
の
要
求
を
取
り
下
げ
、

予
防
な
い
し
特
別
予
防
の
見
地
か
ら
し
て
意
味
の
な
い
刑
罰
を
放
棄
す
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ぷ
o

こ
こ
で
は
、
行
為
者
の
尊
重
に
値
す
る
内
心
的
動
機
に
も
と
づ
き
法
秩
序
と

の
葛
藤
状
況
に
陥
っ
た
い
わ
ゆ
る
良
心
犯
に
つ
い
て
、
法
秩
序
の
妥
当
要
求
と

信
仰
の
自
由
に
対
す
る
寛
容
の
命
令
と
の
調
和
を
は
か
る
意
味
で
、
刑
罰
の
予

防
目
的
(
一
般
予
防
な
い
し
特
別
予
防
)
を
も
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
行
為

者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
を
実
質
的
に
判
断
し
、
そ
の
責
任
を
阻
却
せ
し
め
て 是主
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い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
処
罰
に
値
す
る
程
に
行
為

者
の
非
難
可
能
性
が
強
く
、
し
か
も
そ
の
刑
罰
を
受
け
る
に
適
す
る
よ
う
な
性

質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
実
質
的
責
任
概
念
」
な
い
し
「
可

罰
的
資
任
概
念
」
に
他
な
ら
な
い
。
他
行
為
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の
「
責
任
」

は
否
定
し
得
な
い
に
し
て
も
、
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
、
一
般
予
防
な
い
し
特

別
予
防
の
観
点
か
ら
な
お
処
罰
を
免
れ
う
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
い
わ
ゆ
る
未
必
の
違
法
意
識
の
事
例
に
つ
い
て
も
適

用
し
得
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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未
必
の
違
法
意
識
の
具
体
的
事
例

行
為
者
が
未
必
的
な
違
法
意
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
場
合
に
、
常
に
完

全
な
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
疋
の
例
外
的
な
行
為
事
情

が
存
在
す
る
場
合
に
は
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
あ
る
い
は
予
防
的
観
点
か

ら
「
実
質
的
責
任
」
な
い
し
「
可
罰
的
責
任
」
が
阻
却
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

滅
軽
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を
具
体
的
事
例
に
即
し
て
検
討

す
る
の
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
我
が
国
で
は
未
だ
十
分
に

論
議
さ
れ
て
お
ら
ず
、
西
ド
イ
ツ
で
も
ヴ
ァ
ル
ダ
(
の

E
門
司
君
曲
三
副
)
}
が
や

や
詳
し
く
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
の
議
論
を
手
懸
か
り

に
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

ヴ
ア
ル
ダ
が
問
題
に
し
て
い
る
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ

れ
は
実
際
の
裁
判
で
争
わ
れ
た
事
案
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
だ
が
、
川
円
或

る
自
営
業
者
G
が
特
定
の
商
品
(
食
肉
加
工
用
添
加
剤
)
の
製
造
・
販
売
に
よ

り
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
関
連
法
規
の
改
正
に
よ
り
、
当
該
商
品
の
販
売
が
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引
き
続
き
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
き
疑
念
を
生
じ
、
こ
れ
に
つ
き
照
会
し

た
が
当
局
か
ら
確
定
的
な
情
報
を
得
ら
れ
ず
、
更
に
下
級
裁
判
所
の
判
決
に
お

い
て
も
未
だ
見
解
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、

G
は
そ
の
営
業
か
ら
の
主
た
る
収

入
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
当
該
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
確
定
的
な
認
識
が

得
ら
れ
る
ま
で
商
品
の
製
造
・
販
売
を
継
続
し
た
。
同
様
の
事
件
に
関
す
る
他

の
裁
判
所
の
判
決
と
異
な
り
、

G
の
行
為
は
最
終
的
に
違
法
と
さ
れ
た
。
ヴ
7

ル
ダ
は
こ
れ
に
つ
き
、

G
が
、
当
該
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
法
情
報
を
不

適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
禁
止
の
錯
誤
に
よ
り
刑
罰
が
免

除
さ
れ
る
場
合
さ
え
あ
る
の
に
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
減
刑
の
可
能
性
が
全

く
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

一
種
の
緊
急
状
態
に
あ
る
場
合
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
事
例
が
挙
げ

ら
れ
る
。
川
宝
石
商
で
あ
る
J
が
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
に
あ
っ
た
非
常
に
高
価

な
宝
石
が
紛
失
し
て
い
る
の
に
気
付
き
、
そ
の
状
況
か
ら
推
し
て
犯
人
は
そ
の

次
に
、

場
に
居
合
わ
せ
た
客
A
-
B
-
C
の
い
ず
れ
か
に
違
い
な
い
と
考
え
た
が
、
彼

ら
は
誰
も
犯
行
を
認
め
ず
、
捜
索
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
の
で
、

J
は
警
宮

を
呼
ぴ
に
や
っ
て
い
る
約
二

O
分
の
問
、
彼
ら
を
そ
の
場
に
監
禁
し
た
。
そ
の

際
J
は
、
三
人
の
う
ち
の
一
人
し
か
真
犯
人
で
は
な
く
そ
の
他
の
容
疑
者
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
措
置
が
あ
る
い
は
違
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た

が
、
宝
石
を
失
う
ま
い
と
し
て
こ
の
危
険
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

違
法
な
自
由
剥
奪
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
な
ら
、
自
ら
犯
罪
を
犯
さ
な
い
た

め
に
、
そ
の
監
禁
を
断
念
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
判
重

大
犯
罪
を
犯
し
た
と
思
わ
れ
る
者
を
追
跡
し
て
い
る
私
人
P
が
、
威
嚇
射
撃
の

後
で
、
犯
人
を
逮
捕
す
る
に
は
他
の
手
段
が
な
い
以
上
傷
害
を
負
わ
せ
て
も
為

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
が
確
信
は
な
か
っ
た
。

P

は
犯
罪
人
の
逮
捕
に
関
す
る
公
共
の
利
益
と
違
法
な
身
体
傷
害
の
可
能
性
と
を

考
量
し
、
後
者
の
危
険
を
引
き
受
け
、
犯
人
の
脚
を
目
掛
け
て
発
抱
し
逃
亡
を

阻
止
し
た
。
そ
の
際
、

P
は
当
該
傷
害
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
確
定
的
に
認
識

し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
を
思
い
止
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
状
況
に

あ
っ
出
。
刷
出
動
中
の
警
察
官
が
、
犯
人
が
国
外
逃
亡
す
る
の
を
阻
止
す
る
に

は
、
(
例
え
ば
相
当
性
を
欠
い
た
重
大
な
、
あ
る
い
は
予
め
威
嚇
せ
ず
に
発
砲

し
て
生
じ
た
身
体
傷
害
と
い
っ
た
)
禁
止
さ
れ
て
い
る
追
跡
方
法
に
よ
っ
て
し

か
で
き
な
い
と
思
っ
た
が
、
そ
の
際
彼
は
そ
の
よ
う
な
処
置
が
適
法
か
ど
う
か

に
つ
い
て
確
実
で
な
か
っ
た
。
彼
は
、
あ
る
い
は
不
法
を
為
す
か
も
し
れ
な
い

と
思
っ
て
そ
の
行
為
を
思
い
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
不
作
為
に
よ
る

職
務
上
の
犯
罪
庇
護
(
〔
旧
〕
刑
法
三
四
六
条
H
現
行
刑
法
二
五
八
条

a
参
照
)

の
罪
に
関
わ
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
疑
念
を
例
え
ば
照
会
な

ど
に
よ
っ
て
払
拭
す
る
こ
と
は
、
そ
の
緊
急
状
態
か
ら
し
て
不
可
能
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
場
に
お
け
る
決
断
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
危
険
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
財
あ
る
い
は
利
益
は
、
彼
が
即
座
に
特
定
の
行
為
へ
と
決
断
す
る
場
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合
に
の
み
保
持
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
、
当
該
行

為
が
違
法
と
さ
れ
る
危
険
を
自
ら
引
き
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
刑
法
規
範
は

そ
の
抑
止
効
果
を
持
た
ず
、
法
社
会
の
期
待
も
そ
の
資
格
を
失
い
、
違
法
性
の

意
識
の
「
通
常
の
場
合
」
に
比
し
て
減
軽
さ
れ
た
責
任
判
断
が
な
さ
る
べ
き
で

な
い
か
、
と
ヴ
7

ル
ダ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

類
似
の
問
題
は
、
同
同
じ
審
級
の
裁
判
所
の
間
で
、
一
方
で
は
或
る
行
為
の

実
行
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
そ
の
不
作
為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
場
合
に
も
生
ず
る
。
例
え
ば
道
路
交
通
法
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
の
交
通

状
況
の
中
で
、

x高
等
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
運
転
者
は
道
路
中

央
へ
進
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
あ
る
い
は
他
の
特
定
の
行
為
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
)
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、

Y
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
と
は
逆
に
そ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
彼
に
は
双
方
の
法
見
解
の
い
ず
れ
が
優
先
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の

客
観
的
基
準
が
欠
け
て
お
り
、
裁
判
所
の
法
見
解
の
対
立
は
法
に
服
す
る
市
民

の
負
担
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
当
該
行
為
者
が
双
方
の
(
な

い
し
そ
れ
以
上
の
)
法
見
解
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥

当
性
を
奪
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
ヴ
ア
ル
ダ
は
、
解
釈
論
上

不
可
罰
に
ま
で
至
り
う
る
責
任
減
軽
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ

る。
更
に
ヴ
7

ル
ダ
は
、
例
え
ば
、
川
行
為
者
が
、
当
該
行
為
の
違
法
性
の
可
能

性
に
つ
い
て
上
述
の
事
例
の
よ
う
に
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

違
法
と
さ
れ
て
い
る
当
該
行
為
が
、
他
の
裁
判
所
の
判
決
、
法
情
報
あ
る
い
は

そ
の
他
の
法
見
解
に
よ
れ
ば
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
違
法
性
に
疑

念
を
持
っ
た
り
、
あ
る
い
は
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
減
軽
さ

れ
た
非
難
可
能
性
が
問
題
と
な
り
得
る
と
言
、
下
ま
た
同
正
当
化
事
由
の
事
実

的
前
提
の
存
在
に
つ
い
て
疑
念
が
あ
る
場
合
に
も
、
故
意
説
な
い
し
制
限
責
任

説
で
は
未
必
の
故
意
に
つ
い
て
の
基
準
に
よ
っ
て
故
意
刑
を
否
定
す
る
可
能
性

が
大
き
い
が
、
厳
格
責
任
説
で
は
正
当
化
事
由
と
な
る
行
為
事
情
の
存
在
に
つ

い
て
行
為
者
が
疑
念
を
持
っ
て
い
て
も
そ
こ
で
は
未
必
の
故
意
の
限
界
は
問
題

と
な
ら
ず
、
完
全
な
故
意
刑
を
否
定
す
る
可
能
性
は
よ
り
小
さ
い
も
の
と
な
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
正
当
化
事
由
の
存
在
に
つ
い
て
の
確
定
的
認
識
が
あ
る
場
合

に
比
べ
て
、
責
任
内
容
が
軽
減
さ
れ
た
事
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
見

解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
未
必
の
違
法
意
識
に
お
け
る
責
任
減
軽
な

い
し
阻
却
の
刑
法
解
釈
論
上
の
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
封
。

こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
ヴ
ア
ル
ダ
は
、
未
必
の
違
法
意
識
は
完
全

な
責
任
非
難
の
徴
滋
に
す
ぎ
ず
、
解
釈
論
上
直
接
、
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能

性
な
い
し
限
定
的
期
待
可
能
性
を
理
由
と
し
て
行
為
者
の
責
任
・
処
罰
の
阻
却

な
い
し
減
軽
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
期
待
可
能
性
の

基
準
も
期
待
可
能
性
の
考
慮
を
精
神
的
抵
抗
力
が
減
弱
す
る
よ
う
な
葛
藤
状
況

と
か
緊
急
状
態
に
限
定
す
る
よ
う
な
狭
い
意
味
で
理
解
さ
る
べ
き
で
な
く
、
そ
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れ
は
一
般
予
防
及
び
特
別
予
防
の
観
点
を
も
考
慮
に
入
れ
た
実
質
的
な
責
任
判

断
と
し
て
、
非
難
可
能
性
そ
の
も
の
が
減
弱
な
い
し
困
却
さ
れ
る
も
の
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
行
為
者
が
責
任
非
難
に
値
し
な
い
と
さ
れ
る
理
由
は
、

彼
が
何
が
正
し
い
か
を
知
ら
ず
ま
た
知
り
得
ず
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
か
の
行

為
可
能
性
を
即
座
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
葛
藤
状
況
に
追
い
込

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
例
例
の
場
合
の
よ
う
に
行
為
者
自
身
の
責
に
帰

す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
に
よ
り
二
つ
の
法
見
解
の
い
ず
れ
が
優
先
す
べ
き
か
判
断

す
る
た
め
の
客
観
的
基
準
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
法
規
範
(
命
令
)
の
二

義
性
は
、
行
為
者
の
動
機
づ
け
の
一
部
分
を
形
成
し
て
お
り
、
法
規
範
は
行
為

者
に
対
し
過
度
の
期
待
を
す
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
例
の
場
合
の
よ
う

に
、
従
来
適
法
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
そ
の
適
法
性
に
疑
念
が
生
じ
、
し
か
も

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

違
法
か
も
し
れ
な
い
行
為
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
し
た
行
為
者
の
利
益
が
、
行
為

者
の
生
計
を
営
む
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
期

待
可
能
性
は
減
弱
す
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
川
、
川
お
よ
び
川

に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
あ
る
い
は
違
法
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
侵
害
し
た

利
益
な
い
し
法
益
と
、
彼
が
保
護
し
よ
う
と
し
た
利
益
な
い
し
法
益
と
を
較
量

し
、
ま
た
そ
の
緊
急
性
を
も
顧
慮
し
て
、
期
待
可
能
性
の
減
弱
な
い
し
阻
却
を

判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
事
例
凶
に
お
い
て
は
、
当
該
状
況
に
つ
い
て

適
確
な
判
断
を
為
し
得
る
よ
う
普
段
か
ら
教
育
・
訓
練
を
積
ん
で
い
た
か
、
あ

る
い
は
そ
の
状
況
で
義
務
に
か
な
っ
た
注
意
を
尽
く
し
た
か
否
か
と
い
う
要
素

を
も
加
味
し
て
非
難
可
能
性
の
阻
却
な
い
し
減
弱
を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ

、司ノ。(
1
)
g
R
E
-
P
E
E
ロ

z
u
z
r
F
E
E
Z
E弘
己
ロ
自
民

F
E
E四円。
E

Cロ

2
円
F
Z
F
0
5回同
ωOE--竹
内
印
片
足
『
コ
『
エ
ロ
円

E
5
4弓
己
主
・

5
2
.
m
-
S申『『・

(
2
)
O
Fの
∞
2
ヨ巾
P
Z名
目

申

岱

(
)
-
m
E
ω
・

(
3
)
者
記
念
場
吋
何
回
門
的
円
買
広
三
・
ぞ

m-Nmア
印
'
印

c
a戸

(
4
)
何
窓
口
含
-
∞
印
。
斗

(
5
)
何

F
E品川
r
m・
印
{
}
斗
戸

(
6
)
何

u
g【
戸
∞
印
(
)
∞
民

(
7
)
巴
】
巾
ロ
【

H
P
印
印
(
)
∞
・

(B)
巴

)ge-m・
印
H
C『

(
9
)
伺

U
m
E
P
∞・
2
H
ロ
・
ヴ
ア
ル
ダ
は
、
禁
止
の
錯
誤
と
し
て
判
断
さ
れ
た

事
例
の
中
に
も
、
行
為
者
が
必
ず
し
も
行
為
の
違
法
性
の
可
能
性
を
完
全

に
排
除
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
事
案
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
実

務
上
に
お
い
て
も
、
未
必
の
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
、
禁
止
の
錯
誤
と

同
様
に
刑
の
減
免
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と

い
'
7
(印・印
H
N
R
)

。

(
叩
)
巴
河
口
品
川

r
m
印
H
A
之内・

(日

)
E
S
F∞・印
N
∞
ロ
・

(
ロ
)
閉
山
町

2
丘
町
r
∞・印
N
由同
z
m
w
g
n
F
』

mwr。『
ω・
的
門
司
町
民
円
。
。

z-〉
↓
-

H

由

¥ω
同
(
印
・
品
印
∞
)
喧

同
己
色
。

-
1
=
-
Cロ『
R
F
Z
F
m垣
ロ
ロ

Z
2
p
m
-
H
ω
山

Y
己

Ed--
印
宍
・
間

H4
出
品
ロ
『
・
]
戸

ω・
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日

)

開

F
S己
P
∞・印一
W
0
・

第
三
款

括

こ
の
よ
う
に
行
為
者
に
お
い
て
未
必
の
違
法
意
識
が
肯
定
さ
れ
る
場
合

に
も
な
お
、
例
外
的
で
は
あ
る
が
一
定
の
行
為
事
情
の
も
と
で
は
、
適
法
行
為

の
期
待
可
能
性
あ
る
い
は
よ
り
包
括
的
に
は
非
難
可
能
性
そ
の
も
の
が
阻
却
な

い
し
少
な
く
と
も
減
弱
す
る
と
す
る
見
解
が
、
現
在
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
有
力

に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
記
。
そ
こ
で
は
程
度
を
付
し
得
る
実
質
的
概
念
と

し
て
の
責
任
(
非
難
)
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
責
任
の
程
度
お
よ

ぴ
量
刑
を
考
量
す
る
に
あ
た
っ
て
一
般
予
防
的
な
い
し
特
別
予
防
的
観
点
も
導

入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
良
心
犯
に
関
す
る
前
記
連
邦

憲
法
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
は
我
が
国
刑
法
の
解
釈
論
上
も
充
分
に
顧
慮
さ
れ
て
よ
い
よ
う

に
恩
わ
れ
る
。

我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
も
、
未
必
の
違
法
意
識
が
問
題
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
事
案
が
あ
り
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
値
し
よ
う
。
事
案

は
、
飲
食
庖
の
経
営
者
ら

(
A
-
B
)
が
庖
の
宣
伝
の
た
め
に
百
円
紙
幣
に
模

し
た
サ
ー
ビ
ス
券
を
印
刷
し
、
通
貨
及
証
券
模
造
取
締
法
一
条
・
二
条
違
反
の

罪
に
間
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
A
は
印
刷
す
る
前
に
知
り
合
い
の
警
察

官
に
相
談
し
あ
る
程
度
具
体
的
な
助
言
を
得
て
い
た
が
、
サ
ー
ビ
ス
券
の
宣
伝

効
果
の
追
求
に
急
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
希
望
的
観
測
も
加
わ
っ
て
、
そ
れ
を
無

視
し
あ
る
い
は
無
関
心
な
態
度
を
と
り
「
銀
行
紙
幣
ニ
紛
ハ
シ
キ
外
観
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ
」
に
あ
た
る
サ
ー
ビ
ス
券
を
印
刷
し
(
判
示
第
一
の
こ
、
さ
ら
に
警

察
署
員
ら
に
来
庖
を
促
す
た
め
完
成
し
た
サ
ー
ビ
ス
券
若
干
を
交
付
し
、
と
り

た
て
て
注
意
等
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
再
ぴ
同
じ
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

券
を
印
刷
し
た
(
判
示
第
一
の
二
)
。
被
告
人

B
は
、
上
記
被
告
人
A
の
話
を

全
面
的
に
信
頼
し
、
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
券
を
印
刷
し
た
(
判
示
第
二
)
。
被
告

人
ら
は
違
法
性
の
錯
誤
を
主
張
し
た
が
札
幌
地
方
裁
判
所
お
よ
び
札
幌
高
等
裁

判
所
は
、
違
法
性
の
錯
誤
に
関
す
る
相
当
の
理
由
な
し
と
し
て
こ
れ
を
斥
け

一
色
。
札
幌
地
裁
判
決
は
被
告
人
A
の
行
為
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
結
局
、
被
告
人
A
は
、
判
示
第
一
の
一
の
犯
行
に
際
し
、
違
法
性
の
意
識

が
か
か
令
酷
で
あ
り
、
判
一
不
第
一
の
二
の
犯
行
に
際
し
て
は
、
違
法
性
の
意
識

が
一
一
骨
や
骨
と
な
り
、
こ
れ
を
欠
い
た
と
も
見
得
る
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
も

の
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
・
・
・
・
・
・
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た
こ

と
は
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
違
法
性
の
錯
誤
に
関
す
る
相
当
の
理
由
は

な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

判
旨
は
、
被
告
人
A
が
警
察
官
ら
の
助
言
を
無
視
し
、
あ
る
い
は
無
関
心
で

あ
っ
た
と
し
て
違
法
性
の
意
識
が
「
や
や
希
薄
」
で
あ
っ
た
と
認
定
し
た
が
、

こ
れ
は
ま
さ
に
未
必
の
違
法
意
識
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ

と
も
本
件
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
券
が
同
法
に
い
わ
ゆ
る
通
貨
に
「
紛
わ
し
き
外
観
」
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を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
規
範
的
要
素
に
関
す
る
行
為
者
自
身

の
認
識
な
い
し
錯
誤
が
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う

な
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
認
識
・
錯
誤
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
、

さ
ら
に
未
必
の
違
法
意
識
が
問
題
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
行
為

者
に
お
い
て
違
法
性
の
意
識
が
「
や
や
希
薄
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
、
他
の

諸
事
情
と
も
相
ま
っ
て
、
量
刑
上
の
判
断
材
料
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

上
述
の
ご
と
く
、
行
為
者
に
未
必
の
違
法
意
識
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

も
な
お
、
法
的
疑
念
解
消
の
た
め
の
客
観
的
基
準
の
存
否
、
相
当
な
照
会
義
務

を
尽
く
し
た
か
否
か
、
保
護
し
よ
う
と
し
た
利
益
な
い
し
法
益
と
侵
害
さ
れ
た

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

利
益
な
い
し
法
益
と
の
均
衡
、
当
該
行
為
状
況
の
緊
急
性
さ
ら
に
は
行
為
者
の

動
機
等
の
諸
点
を
顧
慮
し
、
解
釈
論
上
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
阻
却
な

い
し
少
な
く
と
も
減
弱
さ
れ
る
と
し
て
、
量
刑
事
情
に
反
映
し
て
も
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
期
待
可
能
性
の
概
念
を
援
用
し
、
あ
る
い
は
責
任

非
難
の
程
度
を
量
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

期
待
可
能
性
は
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
す
べ
て
の
犯
罪
、
す
べ

て
の
状
況
を
通
じ
て
量
的
に
一
律
の
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
可
罰
的
違
法
性

の
問
題
と
共
通
性
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
責
任
判
断
に
刑
罰
目
的
(
一
般
予
防
・

特
別
予
防
)
の
観
点
を
加
味
す
る
に
し
て
も
、
我
々
は
未
だ
刑
罰
の
予
防
機
能

に
つ
い
て
の
経
験
科
学
的
基
礎
づ
け
を
手
に
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
責
任
非

難
の
程
度
に
関
す
る
判
断
は
、
い
き
お
い
裁
判
官
の
直
観
的
・
規
範
的
判
断
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
責
任
判
断
に
予
防
目
的
を
考
慮

す
る
こ
と
が
、
予
防
効
果
あ
れ
ば
処
罰
あ
り
と
す
る
積
極
目
的
主
義
へ
赴
く
危

険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
消
極
的
責
任
主
義
に
立
脚
し
た
消
極
的
目
的
主

義
の
立
場
か
ら
、
論
理
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

点
を
弁
え
た
う
え
で
、
上
記
の
よ
う
な
具
体
的
な
量
刑
事
情
を
さ
ら
に
精
密
・

具
体
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
期
待
不
可
能
性
を
理
由
と
す
る
者
と
し
て
た
と
え
ば
、
宮
内
r
印可白『。

町
、
史
リ
古
門
戸
〉
吋
.

H

∞
・
〉
ロ
『
}
・
・
的
ム
也
∞
『
・
ロ
白
色

N
H
#
.
(リ
吋

h
z
=
2
J
ω
円
E
D
ロ}《句、¥

印
門
官
三
2
・2
叶
宮
司
・
叶

Z
E
E
-
河口色。

szb
コ
E
ロ
己
ω
・
さ
ら
に
非

難
可
能
性
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
者
と
し
て
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
名
目
『
含
・
ヨ
巾
凹
門
的
内
町
三
同
Z
E『
戸
垣
市
}
N
m
f
m
-
印
ω
c・
〈
四
一
口
。
円

F
U
Z
Z
-

印門司白骨
2
z
f
〉
叶
.
同
坦
¥
N
由良・(印・品印、吋同・)一のめ『
F
m
w
『ι

↓=居間
}
P

∞円『白『呂田-色。

『
ロ
ロ
問
何
回
】
己
命
的
〉
-
K
Eロ
2
M
叶
2
2
《
Hm
凶
印
円
。
∞
ロ
ロ
且

ι
即
日
。
。
ヨ
)
巾
}
〈
2
e
垣
内
司

門ロロ岡田〈め『
σ。一「]{叩∞
ω・印
-
N
印
ω
『『・

(
2
)
札
幌
地
裁
昭
和
五
九
年
九
月
三
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
四
一
号
二

七
四
頁
(
判
例
時
報
一
一
四
七
号
一
六
四

O
二
お
よ
び
札
幌
高
裁
昭
和

六
O
年
三
月
一
二
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
四
号
三

O
四
真
。

(3)
も
っ
と
も
本
件
で
は
違
法
性
の
錯
誤
の
「
相
当
性
」
が
争
わ
れ
た
こ
と
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石汗究ノート

も
あ
っ
て
、
未
必
の
違
法
意
識
が
前
面
に
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
。

(4)
平
野
『
刑
法
総
論

H
』
(
昭
和
五

O
年
)
二
七
八
九
頁
。

さ
ら
に
、
未
必
の
違
法
意
識
に
お
け
る
責
任
・
処
罰
の
問
題
は
、
例
え

ば
い
わ
ゆ
る
羽
田
空
港
ビ
ル
内
デ
モ
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
可
罰
的

違
法
性
、
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
(
こ

の
点
に
つ
き
、
内
国
文
昭
「
違
法
と
責
任
|
|
関
連
問
題
」
西
原
春
夫
他

編
『
刑
法
学
2
』
(
昭
和
五
三
年
)
一
一
一
頁
、
神
山
敏
雄
「
違
法
性
の
意
識
」

平
野
・
松
尾
編
『
刑
法
判
例
百
選

I
総
論
(
第
二
版
)
』
(
昭
和
五
九
年
)

一
二
三
頁
、
前
掲
拙
稿
・
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
号
二
二
三
頁
お
よ
び

二
二
九
頁
以
下
参
照
)
。
つ
ま
り
第
二
次
上
告
審
の
よ
う
に
被
告
人
に
違

法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
警
察
官
に
よ
る
警
告
・
制
止
も
な

か
っ
た
よ
う
な
具
体
的
事
情
の
も
と
で
は
、
未
必
の
違
法
意
識
に
お
け
る

減
刑
事
情
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(5)
の
D
E
2
印
門
司

mzg垣
内

吋

5
・
0
5
N
E
E
ロロ

ι巾
回

目

可

白

『

『

巾

円

z
z
n
F
S

的
円

E
E
司『
E
N
戸目白・

5
コ
・
∞
・
合
さ
ら
に
、
小
暮
得
雄
・
吉
田
敏
雄
「
現

代
社
会
と
刑
法
改
正
山
」
原
一
彦
他
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系
第
一
巻

現
代
社
会
に
お
け
る
刑
罰
の
理
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
と

く
に
二
四
O
頁
以
下
参
照
。

(6)
真
鍋
毅
「
戦
後
刑
事
責
任
論
の
軌
跡
|
|
道
義
の
立
場
か
ら
|
|
」
刑

法
雑
誌
二
四
巻
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
六
六
頁
、
大
山
弘
「
責
任
と
予
防

に
関
す
る
一
考
察
|
|
可
罰
的
責
任
評
価
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
関
西
大
学

法
学
論
集
=
二
巻
五
号
(
昭
和
五
七
年
)
八
四
五
頁
お
よ
び
一
一
回
頁

以
下
参
照
。

第
二
章

違
法
性
の
意
識
の
「
現
実
性
」

第

節

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
心
理
学
的
考
察
の
展
開

第

款

前
史

一
九
O
七
年
の
論
文
『
車
貝
任
概

フ
ラ
ン
ク
(
閉
め
一
=
F白
E
3
dロ
昨
)
は
、

念
の
構
成
に
つ
い
む
』
に
お
い
て
、
従
来
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
、

す
な
わ
ち
故
意
あ
り
と
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
事
実
は
注
意
を
向
け
ら
れ
て
い

る
(
四
a
R
Z
垣
市
『
分
ロ
)
こ
と
を
要
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
単
に
認
識
さ
れ

て
い
る
(
閣
の
耳
ロ
空
耳
耳
含
ロ
)
だ
け
で
足
り
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
心

理
学
者
リ
ッ
プ
ス
(
叶
宮
邑
ミ
ピ
石
田
)
の
見
解
に
依
拠
し
、
次
の
よ
う
な
提

案
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ク
は
「
暫
定
的
な
」
解
決
で
あ
る
と
し
な
が

ら
も
、
故
意
あ
り
と
す
る
に
は
、
結
果
に
つ
い
て
は
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
要
す
る
が
、
そ
の
他
の
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
は
単
な
る
認
識
で
足

り
る
と
主
張
し
だ
。
こ
れ
は
、
リ
y

プ
ス
が
心
理
学
で
用
い
た
意
識
の
「
対
象
」

(のお
E印
Z
E
)
と
そ
の
「
内
容
」
(
【
ロ

Z
5
と
い
う
対
概
念
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
る
。
リ
ッ
プ
ス
は
、
「
精
神
的
な
」

(
m
E
凹
巴
間
一
)
意
識
現
象
と
単
な
る
「
心

理
的
な
」
(
話
岳
民
『
)
そ
れ
と
を
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
対
概
念
を
用
い
た
の

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
思
考
」
(
ロ

g
Zロ
)
と
は
、
精
神
的
視
野
に
お
い
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て
「
対
象
」
を
動
か
し
、
把
握
し
あ
る
い
は
注
意
を
向
け
る
精
神
活
動
で
あ
る
。

対
象
は
、
現
実
に
意
識
さ
れ
、
注
意
を
向
け
ら
れ
て
お
り
、
人
間
の
精
神
活
動

の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
。
リ
ッ
プ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
思
考
を
、

「
内
容
及
び
心
像
(
イ
メ
ー
ジ
)
の
把
持
」
(
出
即

U
g
〈。ロ

zz-Zロ
ロ
ロ
己

巴
5
2と
か
ら
区
別
す
る
。
彼
は
、
内
容
及
び
心
像
の
把
持
を
直
接
に
は
注

意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
故
明
瞭
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
感
情
と
か

知
覚
・
表
象
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
内
容
は
注
意
の
及
ん
で
い
な
い
意

識
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
心
の
中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
(
か
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

リ
ッ
プ
ス
の
こ
の
よ
う
な
「
対
象
と
内
容
」
と
い
う
対
概
念
に
忠
実
に
従
が

う
な
ら
ば
、
本
来
、
故
意
に
あ
っ
て
犯
罪
構
成
事
実
の
諸
要
素
は
意
識
の
対
象

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
中
の
い
ず
れ
か
は
意
識
の

内
容
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
設
定
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ク
は
、
リ
ッ
プ
ス
の
対
概
念
を
基
礎
に
し
な
が
ら
も
、
「
思

考
」
に
対
し
て
「
単
な
る
認
識
」
と
い
う
通
俗
的
な
心
理
学
用
語
を
使
用
し
た

た
め
、
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
「
認
識
」
と
い
う
表
現
は
、
現
実
的
な

意
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
潜
在
的
な
記
憶
」
を
も
包
含
す
る
も
の
と
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ク
の
所
説
は
故
意
に
つ
き
潜
在
的
な
意
識

を
認
め
る
も
の
だ
、
と
の
解
釈
を
許
す
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
到
。

ツ
イ
ン
マ

l
ル
(
「

g
宮
E
N
E
E
Z
C
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
y

ト

Cω
ヨ
g

。。
E
印円
F
E
E円
)
、
レ
1
デ
ィ
ヒ
(
の
q
F
R且
「
注
目
開
)
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ

(宍
hw

ユ

開口問
HRF)
な
民
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
所
説
に
基
本
的
な
同
意
を
示
し
た
が
、
ヒ
ッ

ペ
ル
(
問
。
宮
ユ
〈
O

口
百
円
】
官
己
)
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
(
同
白
ユ
∞
5
且
5
也
、
ケ
l
ラ
l

(吉四日円

E
E
2
)
な
出
は
、
フ
ラ
ン
ク
は
「
思
考
」
と
「
内
容
な
い
し
心
像

の
把
持
」
と
を
対
置
さ
せ
る
の
で
な
く
、
「
思
考
」
と
「
潜
在
的
認
識
」
と
を

対
置
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ヒ
ッ
ペ

ル
は
フ
ラ
ン
ク
の
提
案
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
故
意
は
行
為
の
瞬
間
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
故
意

に
は
全
犯
罪
要
素
の
表
象
(
告
の
〈
。
『
日
R
E口問
ZE--nzo『ロ己戸
r
g
g
q
r自由一命)

が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
故
意
に
は
、
行
為
者
が
行
為
の
瞬
間
に
は
思
考
し
て

い
な
い
よ
う
な
認
識
(
宍

2
ロ
Z
E印
。
)
を
持
つ
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
で
な
い

こ
と
は
疑
い
な
く
、
全
犯
罪
要
素
の
現
実
的
な
表
象
が
必
要
で
あ
る
」
と
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
学
説
の
多
く
は
、
行
為
者
が
対
象
に
注

意
を
向
け
て
い
る
か
否
か
と
い
う
基
準
で
意
識
の
「
現
実
性
」
と
「
潜
在
性
」

を
区
別
し
た
が
、
リ
ッ
プ
ス
の
見
解
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の
心
理
学
は

既
に
、
「
視
点
」

(
E
E
S
E
E
)
と
「
視
野
」
(
回
一
呂
広
己
ヰ
)
、
意
識
の
「
対
象
」

と
「
内
容
」
、
あ
る
い
は
「
思
考
」
と
「
内
容
な
い
し
心
像
の
把
持
」
と
い
う

区
別
に
よ
る
第
三
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
道
は
、
古
く
は
既
に
ク
レ
l

(
戸
-02)
に
よ
っ
て
聞
か

れ
て
い
た
。
彼
は
、
ヴ
ィ
ン
マ

l

F
ロ
吉
田
片
巧

5
2『
)
と
の
衝
動
的
行
為

に
関
す
る
論
争
の
中
で
、
故
意
に
は
「
意
識
闘
に
あ
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
心
像
」
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研究ノート

で
充
分
だ
と
し
た
。
更
に
第
二
次
大
戦
後
、
従
来
の
「
現
実
的
な
対
象
思
考
」

と
「
潜
在
的
認
識
」
の
区
別
が
事
態
を
見
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
認

識
の
現
実
性
」
自
体
の
問
題
に
反
省
を
促
し
た
の
は
、
メ
ツ
ガ

l
(
E
E
C
E

玄

R
向
。
乙
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
『
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ガ

l
コ
ン
メ
ン
タ
1

ル
〔
第
七

版
〕
』
(
一
九
五
四
年
)
の
中
で
、
故
意
を
肯
定
す
る
に
は
|
|
常
に
明
瞭
な
意

識
内
容
な
い
し
「
表
象
」
内
容
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現

実
的
な
「
感
情
」
の
警
告
(
ε
C
Z
S
Z
3

宅田町

5
5同
)
を
受
け
た
|
|
現
実

的
な
認
識
が
行
為
時
に
必
要
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
裁
判
官
は
、
故
意
を
肯
定

し
よ
う
と
す
る
な
ら
行
為
時
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
認
識
を
認
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
日
。
こ
れ
は
深
層
心
理
学
の
知
見

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
メ
ツ
ガ
l
は
、
ヤ
ス
パ
l
ス
(
穴
即
ユ

U
6
2印
)
、
フ

ロ
イ
ト
(
∞
-
四

E
E品
目

J
E与
)
あ
る
い
は
ア
l
ド
ラ
l

(
と
守
包
〉
巳
-m
『
)
な

ど
の
見
解
を
検
討
し
て
、
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
(
己
E
C
D
Fぬ
き
る
な
)
も
そ

の
「
感
情
的
色
調
」
(
の
え

S
Z
Sぬ
)
も
人
間
行
為
の
中
で
「
現
実
性
」
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
的
。
そ
こ
か
ら
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
激
情
行
為
や
瞬
間

的
行
為
に
関
連
し
て
故
意
説
に
加
え
た
批
判
に
対
し
て
、
メ
ツ
ガ
l
は
、
上
述

の
感
情
警
告
を
含
む
意
味
で
の
「
現
実
的
認
識
」
は
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
も

事
実
の
評
価
な
い
し
行
為
の
不
法
の
意
識
に
つ
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
激
情
行
為
や
瞬
間
的
行
為
に
お
い
て
は
か
よ
う
な
「
現
実
的
な
」

感
情
的
態
度
は
一
般
に
事
実
認
識
よ
り
は
不
法
の
意
識
に
つ
い
て
よ
り
容
易
に

一
証
明
し
得
る
も
の
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
こ
の
点
を
看
過
し
た
も
の
で
あ
る
と

答
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
メ
ツ
ガ

1
は
、
「
現
実
的
認
識
(
意
識
)
」

の
中
に
、
感
情
警
告
と
い
う
「
意
識
の
周
辺
」
に
あ
る
心
理
的
現
象
を
取
り
込

ん
だ
の
で
あ
る
。

パ
ウ
マ
ン

C
D
『間
S
E
E
E口
)
と
ブ
ラ
イ

(
Z
R目
白
ロ
ロ
巴
2
)

も
、
違
法

性
の
意
識
に
関
し
て
こ
れ
と
類
似
し
た
考
え
を
示
し
た
。
パ
ウ
マ
ン
は
、
厳
格

故
意
説
に
対
す
る
批
判
に
答
え
て
言
う
。

人
間
の
良
心
が
極
度
の
感
情
の
揺
さ
ぶ
り

(
P
E
E
2『忠岡
E
悶
)
に
よ
っ
て

全
く
沈
黙
せ
し
め
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
社
会
的
共
同
生
活
上
の
基
本

的
な
規
範
に
違
反
す
る
者
は
、
ど
ん
な
に
興
奮
し
て
い
る
時
で
も
そ
の
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
。
人
間
の
良
心
は
情
動
に
よ
っ
て
死
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
人
間

中の
で中
常に
にあ
灰る
光神
つ性
ての
い閃

お光
で宇
あ冶
る"8

そま
オ1. :r 
がー
た E
さ言
え)

{数は

か人
な開

S5 
で r
壱 E
q 魂
良の

心
の
声
の
語
り
か
け
」
(
印
司
2円
F
E
P「印
C
E
宮
内
乱
。
印
。

2
ょ

g
g臼
)
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
以
上
は
必
要
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
声
が
興
奮
と
か
行
為
者
の
感
情
に
よ
っ

て
圧
倒
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
バ
ウ
マ
ン
は
、
こ
れ
は
錯
誤
の
問
題
で
は
な
く
、

限
定
責
任
能
力
あ
る
い
は
責
任
無
能
力
に
関
わ
る
問
題
だ
と
言
う
。
ま
た
、
い

わ
ゆ
る
確
信
犯
に
つ
い
て
も
、
大
抵
の
場
合
確
信
犯
は
自
己
の
確
信
が
妥
当
す

る
社
会
秩
序
に
相
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
正
確
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

確
信
犯
人
の
法
秩
序
と
異
な
る
見
解
は
、
倫
理
的
に
は
と
も
か
く
、
法
的
領
域
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S.85ff.; Goldschmidt， Normativer Schuldbegriff， Festgabe fur 
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Schewe， G.， Bewu品tseinund Vorsatz， 1967， S.37-42 
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S.523， Anm. 2. 

(∞) Platzgummer， a.a.O.， S.63. 
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(
日
)
去
忠
岡
2
・
U
曲
目
〈
め
「
凹
門
巾
『
吉
田
-
∞
の
コ
=
丘
一
hw
問
。
弘
司
N
ロ
足
円
『
ロ
ロ
ロ
岡
-

H

由印ゲ

的・
]
F
O
同『・

(
ロ
)
宮
巾
N

向
。
コ
「
町
内
・
∞
・
〉
EP-
明
日
也
〉
ロ
ヨ
・
回
申
(
∞
-
h
H

∞N
)

(
日
)
回
目
E
E
S
F
印
可
出
身
2
Z
-
〉
H
J
N

〉
C
2
・戸川
5
y
m・ωω
川
氏
・
パ
ウ
マ
ン
は

後
に
、
「
良
心
の
微
か
な
語
り
か
け
」
と
「
行
為
に
内
在
す
る
同
時
認
識
」

と
同
置
し
て
い
る
(
∞
E
E
S
F
2
3守
R
F
F
〉
↓
・
印
〉
ロ
戸
呂
町
∞
w

m
-
A
N
H
C

が
、
プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ
ー
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
〔
本
節

第
二
款
ニ
参
照
)
両
者
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
パ
ウ
マ
ン
の
こ

の
よ
う
な
理
解
は
少
な
く
と
も
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
る
(
悶

E
。JE--

F
P
。
占
的
-
H

印
同
〉
=
自
・

ω
斗)。

(
M
H
)

回印
E
B
m
g
p
白・白・
0
・・
(
N
・〉己同一
-
y
m・ω
品{)・

(
日
)
玄
自
問
2
・∞
-
2
・
m
g『『
2
Z
-
F・〉
H

H

r

〉
Z
2
・
H
m
w
A
凶印・∞
-
H

也()・

第

款

同
時
意
識
説

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ

l

(
者

5
E
2
2巳
N

四
ロ
ヨ
ヨ
ぬ
『
)

は
一
九
六
四
年
に
そ
の
教
授
資
格
論
文
『
故
意
の
意
識
形
町
』
を
公
刊
し
、
主

と
し
て
ロ

l
ラ
ッ
ハ

l

(
出
口
宮
ス
問
。
寄

R
Z「
)
の
知
覚
心
理
学
に
依
拠
し
て

フ
ラ
ン
ク
の
提
起
し
た
故
意
の
意
識
形
式
の
問
題
に
関
す
る
解
答
を
試
み
た
。

プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ

l
は
、
「
確
か
に
明
瞭
に
注
意
を
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

他
の
意
識
内
容
と
同
時
に
意
識
さ
れ
(
自
由
号
め
き
る
ご
己
)
、
か
つ
暗
黙
に

(
富
市
町
笠
宮
)
必
然
的
に
同
時
に
注
意
も
向
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
(
自
戸
門

Z
R
F
5

5
『母ロ
E
Z
P
)

の
意
識
」
す
な
わ
ち
「
同
時
意
識
」

(
u
g
z
=
U
2
z
p
Z
2ロ)

と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
同
時
意
識
は
、
知
覚
心
理
学
の
法

二
定
の
行
為
事
情
を
示
す
よ
う
な
二
類
型
の
構
成
要
件
要
素
に

認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

ω
「
感
覚
的
に
知
覚
し
う
る
要
素
で
意
味
的

な
内
容
を
示
し
て
い
る
」
構
成
要
件
要
東
と
、
同
「
行
為
者
の
資
格
ゃ
、
多
か

れ
少
な
か
れ
継
続
的
な
特
殊
な
義
務
関
係
を
示
し
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
に
と

則
に
基
づ
き

り
生
活
上
意
味
あ
る
そ
の
時
々
の
一
般
的
な
状
況
を
示
す
」
要
素
で
あ
り
、
「
継

続
的
な
随
伴
認
識
」
」

(
E
5
2
E
Z
∞
a
E
g
g
s
)
に
属
す
る
よ
う
な
構

成
要
件
要
素
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
「
尊
属
」
傷
害
、
「
教
会
」
内
の
窃

盗
と
い
っ
た
加
重
的
要
素
ゃ
、
猿
袈
罪
の
被
害
者
の
年
帳
、
後
者
の
例
と
し
て

は
、
「
公
務
員
」
と
い
っ
た
身
分
犯
の
構
成
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
「
同

時
意
識
」
の
理
論
に
つ
い
て
は
す
で
に
我
が
国
で
も
的
確
な
紹
併
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
違
法
性
の
意
識
の
「
現
実
性
」
の

問
題
に
関
連
す
る
限
り
で
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン

7
1
の
考
察
は
、
も
っ
ぱ
ら
犯
罪
事
実
の
認
識
と
い
う

が側
、面

違で
法の
性故
の音

意扇
面出 今

のあ

目新
一一に去
っ品

ど角語
、お
も
よ

重
面び
t;.そ
五の
義拡
が張
三万 』こ

記限
ら疋
れさ
るれ
。て

違い
法た

性
の
意
識
に
関
し
て
は
、
「
感
情
警
告
」
と
か
「
良
心
の
声
」
と
い
う
意
識
の

周
辺
に
あ
る
い
わ
ば
潜
在
的
意
識
に
近
接
し
た
意
識
が
認
め
ら
れ
易
い
傾
向
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ
l
は
、
故
意
に
は
あ
く
ま
で
も
現
実

的
な
意
識
が
必
要
で
あ
り
、
「
感
情
警
告
」
と
か
「
良
心
の
声
」
で
は
行
為
者

北法36(5-6・110)1598 



に
対
し
て
法
規
範
と
の
対
決
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
「
価
値
の
呼
び
か
け
」

(
を
町
、
窓
口
吋
口
同
)
が
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
「
同
時
意
識
」
の
理
論
を

主
張
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
同
時
意
識
」
の
考
え
方
を
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
自
覚
的
に
転
用

す
る
契
機
を
与
え
た
の
は
、
ロ
ク
シ
ン

(
0
2日
間
O
H
E
)

で
あ
っ
た
。
彼
は

プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ

l
の
著
書
に
対
す
る
書
評
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

強
盗
犯
人
と
か
窃
盗
犯
人
は
、
そ
の
行
為
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
直
接
的
に

は
考
え
て
い
な
い
と
き
に
も
、
そ
れ
を
同
時
に
意
識
し
て
い
る
。
プ
ラ
ッ
ツ
グ

ン
マ
l
は
か
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
知
覚
に

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

条
件
づ
け
ら
れ
た
同
時
意
識
な
い
し
継
続
的
な
随
伴
認
識
と
い
っ
た
心
理
状
態

を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
更
に
こ
の
他
に
同

時
意
識
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
第
一
一
一
の
形
式
を
問
題
に
し
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
文
化
圏
で
幼
年
時
代
か
ら
窃
盗
と
か
強
盗
の
よ
う

な
行
為
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
者
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な

行
為
へ
と
決
意
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
つ
き
何
ら
熟
慮
し
な
く
と
も
、
当
該
行

為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
然
的
に
同
時
に
思
考
し
て
い
る

(
B
E
2
5ロ
)
は
ず
で
あ
る
。
我
々
が
外
界
か
ら
の
感
覚
的
印
象
を
そ
の
意

味
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
得
な
い
な
ら
ば
、
行
為
と
そ
の
社
会
的
・
倫
理
的
判
断

は
意
識
の
中
で
分
裂
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
、
一
川
一
。

「
同
時
意
識
」
の
考
え
を
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
適
用
す
る
な
ら
、
次
の

よ
う
な
帰
結
が
得
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
違
法
性

に
つ
き
明
瞭
に
注
意
を
向
け
て
い
な
く
と
も
、
通
常
は
と
も
か
く
も
暗
黙
の
う

ち
に
行
為
の
違
法
性
を
同
時
意
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
行
為

者
は
何
ら
特
別
の
努
力
を
要
せ
ず
当
該
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
の
認
識
を
「
現

実
化
」
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
既
に
行
為
者
自
身
の
中
で
血
肉
と
な
っ

て
内
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
犯
罪
事
実
の
認
識
と
そ
の
違
法
性
に
つ
い
て

の
同
時
意
識
は
分
か
ち
得
な
い
一
個
の
統
一
体
を
形
成
し
て
お
り
、
知
覚
・
意

識
心
理
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、

れ
た
犯
罪
事
実
と
そ
の
社
会
倫
理
的
な
い
し
法
的
意
味
を
意
識
の
中
で
分
裂
さ

せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。 二

疋
の
条
件
下
で
は
感
覚
的
に
知
覚
・
表
象
さ

こ
の
「
同
時
意
識
」
の
考
え
方
は
、
プ
ラ
y

ツ
グ
ン
マ
ー
に
よ
れ
ば
、

実
務
の
従
来
の
運
用
の
正
当
性
を
心
理
学
的
側
面
か
ら
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ

る
。
実
務
は
上
述
の
一
一
つ
の
類
型
に
属
す
る
よ
う
な
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て

は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
行
為
者
の
認
識
を
肯
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
素

が
現
実
に
「
明
確
に
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
」
を
改
め
て
問
う
こ
と
な
く
、

結
果
な
ど
の
重
要
な
事
実
的
要
素
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
で

満
足
し
て
き
た
の
で
あ
封
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
犯
の
よ
う
な
行
為

者
に
そ
の
行
為
の
違
法
性
が
い
わ
ば
血
肉
と
な
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
と
り
わ
け
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
務
に
お
い
て
違
法
性

の
意
識
に
つ
い
て
も
行
為
者
が
「
明
確
に
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
」
が
改
め

北法36(5-6・111)1599 
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て
関
わ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

4
同
時
意
識
」
の
概
念
は
、

違
法
性
の
意
識
の
こ
の
よ
う
な
実
務
の
運
用
を
も
心
理
学
的
に
説
明
し
正
当
化

す
る
機
能
を
呆
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
グ
ン
マ

i
は
激
情
行
為
や
瞬
間
的
行
為
に
つ
い
て
も
「
問

時
意
識
」
の
考
え
方
を
適
用
し
て
い
お
が
、
こ
れ
は
犯
罪
事
実
の
事
実
的
認
識

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
激
情
行
為
や
瞬
間
的
行
為
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
つ

い
て
も
、
-
同
時
意
識
L

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
擬
制
に
堕

す
る
こ
と
な
く
行
為
者
の
「
現
実
的
な
意
法
性
の
意
識
」
が
肯
定
さ
れ
る
、
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
『

u
E
C悶
ロ
呂
田
m
p
U
話
回
町
当
己
居
門
印
2
ロ師向。円四国門凶作日〈
2
・M
E
F
N

品
目
・
何
百
四
回
門
叶
白
同
i

z
n
E
片的《同口同ヨ
m
W
C
M
口F
m
C
ロ
円
四
『
印
己
口
}
言
口
四
国
己
同
官
印
可
口
F
D
一O
四戸帥
n
U
R
C
2缶
ιa

-国間
P
円ゆ出品
a

(2)
一
九

O
コ
一
年
生
ま
れ
の
オ
「
ス
ト
リ
ア
の
心
理
学
者
で
、
ィ
ン
ス
ブ
ル
ツ

ク
大
学
の
心
理
学
講
師
を
経
て
ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
、
阿
時
に
同
大
学
心

理
学
研
究
所
主
任
を
兼
任
し
た
。
哲
学
・
法
学
の
博
士
号
を
も
ち
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
。
ヨ

1
ロ
y

パ
で
は
広
く
そ
の
名
が
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
ラ
ッ
ヘ
ル
(
宮
本
忠
雄
訳
)
『
性
格
学
入
門
』

(
み
す
ず
書
房
、
昭
和
四
一
年
)
二
七
七
頁
参
照
。

(
3
)
巴
昆
ロ
品
川
r
出・∞
ω
同戸

(4)
開

Z
ロ
ι
p
m
-
∞ω
・

(
5
)
同
WFg品川
rω
・∞吋・

(
6
)
g
g
e
u
m
-∞日間同・

(
7
)
明

t
g品目、印・∞
my

(
8
)
斉
藤
誠
二
「
い
わ
ゆ
る
『
河
時
認
識
』
を
め
ぐ
っ
て
」
警
察
研
究
五

O

巻
一

O
号
(
昭
和
五
四
年
)
}
一
一
頁
以
下
、
青
木
紀
博
「
『
同
時
認
識
』
と

故
意
の
認
識
形
式
」
同
志
社
法
学
一
六
七
号
(
昭
和
五
六
年
)
一
二
五
頁

以
下
、
前
原
宏
一
「
同
時
認
識
の
理
論
に
つ
い
て
」
明
治
大
学
院
紀
要
幻

集

(
1
)
法
学
篤
(
昭
和
六

O
年
)
二
五
一
頁
以
下
。

な
お
、
本
稿
で
は
寸
同
時
意
識
」
の
用
語
を
使
用
し
た
い
。
プ
ラ
ッ
ツ

グ
ン
マ

l
は
故
意
の
心
理
学
的
な
意
識
形
態
を
考
察
し
、
ど
の
よ
う
な
意

識
形
態
が
「
現
実
的
な
認
識
」
と
し
て
故
意
仁
含
ま
れ
る
か
を
問
題
に
し

た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
よ
り
広
義
の
心
理
作
用
と
し
て
、
「
阿
時
意
識
」

の
訳
語
を
当
て
る
方
が

V
回
2
z
p門的。
5
八
の
語
感
に
も
合
致
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(9)
司

Z
R間口
S
B
F
ω
-
u・0
・
・
的
・
由
旬
プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ
l
は
、
「
感
情
警
告
」

と
い
う
現
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
「
不
明
瞭
で
分
析
さ
れ
て
い

な
い
唆
味
な
表
象
」
す
な
わ
ち
「
不
安
」
、
「
息
苦
し
き
¥
「
不
快
L

、
「
内

心
的
な
不
安
定
」
あ
る
い
は
コ
言
葉
に
な
ら
な
い
漠
然
と
し
た
罪
責
感
」

な
ど
と
い
っ
た
「
不
快
を
催
す
感
情
体
験
L

(

己口
Z
2
Z
Z
E
g
弓
-
m
E
E
)

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
行
為
者
の
注
意

及
び
思
考
を
行
為
の
価
値
・
無
価
値
内
容
へ
と
向
け
さ
せ
る
よ
う
な
心
理

的
刺
激
を
行
為
者
に
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
お
・

34
∞
。
)
、
と
一
言
う
。
ま
た
、
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西ドイツにおける違法性の意識の限界論

こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
感
情
的
色
調
を
故
意
の
限
界
と
す
る
こ
と
は
、
そ

も
そ
も
裁
判
官
の
認
定
対
象
と
し
て
も
大
い
に
疑
問
の
生
ず
る
も
の
で
あ

る
(
的
・
∞
と
と
も
言
う
。
〈
包

-
P
E耳
目
E
。
f
z
r
p
p
o
-
-
m
E
C
F

(
叩
)
問
。
E
P
ピ
Z
S
Z
5
2月
Z-
〉
=
胃
E
2
5『
叶

E
r
N
p
tそ
斗

∞
-

H

叩

m
x
y

印・
N

印叶

(日

)
T
E
N
2ヨ
自
の

F
E・o・
-
∞
・
∞
え
・
彼
は
、
行
為
者
が
犯
罪
事
実
を
思
い
浮

か
べ
思
考
な
い
し
意
思
に
関
係
づ
け
る
際
、
行
為
者
は
常
に
必
然
的
に
行

為
の
法
的
意
味
内
容
を
も
同
時
思
考
し
同
時
意
欲
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
、
と
言
、
っ
。
同
時
意
識
は
単
に
感
情
的
に
経
験
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

行
為
者
が
そ
れ
に
対
し
て
決
意
を
形
成
す
べ
き
「
決
意
の
場
」

2
E
2
Z
E
E岡
田
}
お
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
(
印
・

3)0
換
乙
一
目
す
れ
ば
、

行
為
者
の
決
意
は
同
時
意
識
さ
れ
た
不
法
に
対
す
る
決
意
を
も
合
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
(
同

E
。
S
E
-
-
F白
0
・・
m・
5ω)。

(
ロ
)
目
cι
。一司}戸
r
白・白・
0
・・的同町一凶・

(
日
)
宝
田
宮
崎
ロ
E
E
2・m
w
M
W

・O
-
∞・由「

(
日
比
)
斉
藤
・
前
掲
論
文
二
ハ
頁
、
青
木
・
前
掲
論
文
一
三
五
頁
。

(
日
)
宣
言
問

5
2
3
E・o
-
m
叩

N
R

第
三
款

事
物
思
考
説

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
i

(開
F
q
Z
E
∞
各
自
己

Z
5
q
)
も、

一
九
六

六
年
の

H
・
マ
イ
ヤ
l
の
古
稀
祝
賀
論
文
集
に
寄
せ
た
論
文
「
違
法
性
の
意
識

の
現
実
性
と
潜
在
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
事
物
思
考
」
(
∞

R
E
g
rロ)

と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
、
同
時
意
識
説
と
同
様
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

彼
は
言
語
心
理
学
に
お
け
る
「
言
語
思
考
」
(
ザ
「

R
E
s
rロ
)
と
「
事
物
思

考
」
の
区
舵
を
違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
の
問
題
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

言
語
思
考
と
事
物
思
考
を
区
別
す
る
に
は
、
言
語
の
精
神
的
本
質
を
前
提
と

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
言
語
は
言
語
共
同
体
の
共
有
財
産
だ
が
、
そ
の
実

在
は
こ
の
共
同
体
の
個
々
人
の
主
観
的
精
神
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
主
観

的
精
神
(
す
な
わ
ち
個
々
人
)
が
客
観
的
精
神
と
し
て
の
言
語
に
関
わ
る
と
い

う
こ
と
は
、
諾
る
と
い
う
物
理
的
・
心
理
的
現
象
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
我
々
が
言
葉
と
結
び
つ
け
そ
し
て
そ
の
一
言
葉
の
中
で
当
該
の

物
事
(
ι
Z
豆
諸
問
)
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
な
そ
の
概
念
に
関
わ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
的
精
神
と
し
て
の
人
間
が
、
我
々
が
概
念
に
よ
っ
て
対

象
を
「
思
考
」
し
て
い
る
そ
の
概
念
に
言
語
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
他
者
も
ま
た
思
考
し
得
る
よ
う
な
も
の
を
言
語
的
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
人
の
人
間
が
或
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
彼
ら
は
、
た
と
え
彼

ら
の
話
が
行
き
違
い
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
同
一
の
対
象
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
(
彼
ら
が
そ
れ
を
別
異
に
判
断
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
異
っ
た
考
え
を
持
つ

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
)
。
は
じ
め
て
思
考
を
可
能
に
す
る
も
の
が
言

語
で
あ
る
。
一
言
語
が
我
々
に
、
我
々
が
思
考
し
得
る
よ
う
な
物
事
を
把
握
す
る

こ
と
を
教
え
る
。
ま
た
同
時
に
、
思
考
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
を
可
能

に
す
る
の
も
言
語
で
あ
る
。
言
語
は
思
考
を
発
語
(
印
買
R
E
S
)
へ
と
移
し
、
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他
者
の
言
語
を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
再
ぴ
思
考
へ
と
移
す
。
心
理
学

で
は
人
間
の
こ
の
よ
う
な
能
力
を
言
語
能
力
の
運
動
的
側
面
(
任
命
冨
O
Zコ
中

円
『
命
的
立
。
)
と
感
覚
的
側
面

(ι
呂
田

2
2
ュnzr-Z)
と
し
て
区
別
す
る
。

す
な
わ
ち
運
動
的
能
力
と
は
思
考
を
言
語
的
表
現
に
移
す
能
力
で
あ
り
、
感
覚

的
能
力
と
は
一
言
語
的
表
現
を
再
び
思
考
へ
移
す
能
力
を
い
う
。
言
語
に
よ
っ
て

我
々
は
思
考
さ
れ
た
現
実
的
世
界
の
物
事
を
認
識
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。

一
度
物
事
を
認
識
し
た
者
は
、
思
考
さ
れ
た
も
の
を
他
者
に
伝
達
し
よ
う
と
欲

し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
物
事
に
つ
い
て
「
考
え
る
」
た
め
に
も
は
や
言
語
を
必

要
と
し
な
い
。
た
だ
熟
考
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
事
物
が
不
明
瞭
な
場
合
に
、

独
り
言
を
一
言
、
つ
に
す
ぎ
な
い
。
言
語
と
一
言
語
的
表
出
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
ら

を
明
確
に
し
、
あ
る
い
は
思
考
さ
れ
た
も
の
を
他
者
に
伝
達
す
る
た
め
の
心
理

的
・
物
理
的
乗
物
(
〈
m
F
-
Z
]
)

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
は
同
一
の

対
象
を
思
考
し
会
話
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
足
、
と
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
!
は
、
言
語
を
離
れ
た
物
事
自
体
と
の
思
考
関
係
を
「
事

物
思
考
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
最
初
に
言
語
を
通
し
て
体
験
さ
れ
た
物
事
を
言

語
と
離
れ
た
思
考
領
域
へ
と
引
き
受
け
た
、
い
わ
ば
具
象
的
な
想
起
に
基
づ
い

た
物
事
と
の
直
接
的
体
験
の
中
で
生
ず
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
言
語
思
考
」

と
は
思
考
者
が
他
者
あ
る
い
は
自
己
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
思
考
で
あ

る
。
音
声
を
発
し
な
い
静
か
な
独
り
言
も
言
語
思
考
で
あ
る
。
事
物
思
考
は
言

語
思
考
に
比
し
て
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
時
間
を
要

せ
ず
一
瞬
に
し
て
個
々
の
物
事
な
い
し
全
体
的
な
事
実
関
係
を
把
握
す
る
。
事

物
思
考
は
驚
く
ほ
ど
広
範
で
あ
り
、
言
語
思
考
で
は
一
定
時
間
要
す
る
こ
と
を

瞬
時
に
為
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
対
象
に
驚
い
て
瞬
間
的
に
反
応
す
る

場
合
に
は
一
言
語
思
考
で
な
く
事
物
思
考
の
み
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
彼
独
自
の
用
語
法
に
か

か
る
「
故
意
性
」
(
〈
0
3常
任

srE)
の
事
実
的
認
識
の
局
面
を
意
味
す
る
「
事

実
意
識
」
(
叶
良
町
内
き
る

55)
に
関
し
て
、
事
物
思
考
的
な
形
式
で
の
現
実
的

な
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
例
え
ば
瞬
間
的
に
反
応
し
た
身
体
傷
害
に
つ
い

て
行
為
者
に
こ
の
所
為
事
情
の
事
物
思
考
的
意
識
が
確
定
し
得
る
限
り
、
故
意

的
身
体
傷
害
を
肯
定
で
き
る
と
一
言
、
つ
の
で
あ
る
。

事
実
意
識
の
現
実
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
知
見
は
、
違
法
性
の
意
識

の
現
実
性
の
問
題
に
と
っ
て
も
以
下
の
ご
と
き
重
要
な
結
論
を
も
た
ら
す
。
す

な
わ
ち
行
為
者
は
言
語
思
考
的
な
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
る
時
で
も
、
ま
さ
に

事
物
思
考
的
な
形
式
で
当
該
行
為
の
実
質
的
違
法
性
を
行
為
時
に
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
し
か
る
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
こ
の
事
物
思
考

的
な
違
法
性
の
意
識
が
如
何
な
る
形
態
で
生
ず
る
か
に
つ
き
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
行
為
者
が
当
該
行
為
の
不
法
を
表
象
し
た
こ
と
が
第

一
条
件
で
あ
る
が
、
こ
の
表
象
と
は
、
単
に
禁
止
・
命
令
さ
れ
た
行
為
を
知
的

に
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
か
よ
う
な
行
為
の
無
価
値
性
な
い
し
非
難
可
能
性

を
追
体
験

(
Z
R
Z『
-Sぬ
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
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は
或
る
概
念
|
|
例
え
ば
或
る
行
為
と
結
び
つ
い
た
無
価
値
性
の
概
念
|
|
を

言
語
思
考
的
に
の
み
知
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
無
価
値
性
の
概
念
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
無
価
値
な
行
為
の
表
象
は
、
言
語
思
考
的
に
再
生
す
る
(
す

な
わ
ち
言
語
化
す
る
)
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
直
観
的
な
行
為
の
イ
メ
ー
ジ
と

結
び
つ
い
て
事
物
思
考
的
に
思
考
す
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

状
況
に
応
じ
て
、
行
為
の
イ
メ
ー
ジ
は
事
実
意
識
と
違
法
性
の
意
識
を
共
に
包

含
し
た
事
物
思
考
的
な
全
体
を
意
識
の
中
に
形
成
す
る
の
で
あ
説
。

そ
れ
故
、
事
物
思
考
的
な
違
法
性
の
意
識
は
、
独
り
言
の
よ
う
な
反
省
的
な

も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
行
為
の
無
価
値
性
の
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
行

為
者
に
「
現
実
的
な
」
違
法
性
の
意
識
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
単
に
事
物

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

思
考
的
な
違
法
性
の
意
識
し
か
持
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
は
法
的

禁
止
・
命
令
を
意
識
的
に
無
視
す
る
も
の
で
あ
記
。

こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
「
同
時
意
識
」
説
と
同
様
に
、

「
事
物
思
考
」
的
な
違
法
性
の
意
識
は
「
現
実
的
な
」
違
法
性
の
意
識
で
あ
る
、

と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
1
)
凶
門
『
自
己
F
E
Zア

C
F
O
「
〉
r
E巳
H

昨日伊丹

E
三
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ロ
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岸
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F
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2
5
p
司
命
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門
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内
『
コ
宮
内
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『
固
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F
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ω
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F
H
申
出
少
的
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(
2
)
シ
ェ
ミ
y
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ホ
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ザ
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ク
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論
文
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F
a
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p
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岡
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述
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い
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(
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E
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N
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第
四
款

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
関
係
説

違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
に
つ
き
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
立
場
か

ら
、
行
為
時
に
は
必
ず
し
も
行
為
の
違
法
性
に
つ
き
行
為
者
が
明
確
に
思
考
し

て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
は
、
シ
ェ
l
ヴ
エ
(
の
5
5
2

∞
円
『
命
者
乙
で
あ
っ
た
。
彼
は
従
来
の
刑
法
学
が
古
い
原
子
論
的
な
要
素
心
理

学
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
と
批
判
し
て
、
そ
れ
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理

学
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
刑
法
学
に
お
け
る
「
原
子
論
的
」

思
考
も
克
服
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
視
座
を
一
不
し
、
以
下
の
よ

う
に
主
張
し
た
。

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
物
理
的
世
界
に
お
け
る
と
同
様
、

人
聞
の
「
体
験
野
」

(
F
Z
Z
E。
一
三
に
お
い
て
も
「
自
発
的
な
自
己
体
制
化
」

北法36(5-6・115)1603 
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(印吉田仲田口
m
m
m
-
Z
G
z
a
m「
ロ
ロ
四
)
が
生
ず
る
。
我
々
の
体
験
に
お
い
て
、
広

範
な
意
識
の
中
か
ら
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
(
形
態
)
が
形
成
さ
れ
取
り
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
個
々
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
は
意
識
全
体
の
一
般
的
な
「
地
」
(
の
「

E己
)

か
ら
図
形
化
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
は
あ
ら

ゆ
る
感
覚
領
域
で
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
海
に
浮
か
ぶ
船
と
か
、
群
集
の
中
で

顔
見
知
り
を
見
る
場
合
(
視
覚
的
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
)
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏

で
或
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
特
に
際
立
っ
て
聞
こ
え
る
場
合
(
メ
ロ
デ
ィ
ー
ゲ
シ
ユ

タ
ル
ト
)
あ
る
い
は
数
学
の
問
題
を
解
く
場
合
(
思
考
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
)
な
ど

が
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
図
・
地
関
係
」
(
ヨ
問
R
C
E
E
i

〈

qz-zz)
と
呼
ば
れ
る
関
係
に
あ
説
。
す
な
わ
ち
意
識
の
中
に
「
図
」
と

し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
要
素
と
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
一
般
的
な
「
地
」
と
は

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
地
」
は
ま
さ
に
或
る
意
味
で
は
「
意
識
さ
れ

ざ
る
」

(EZ42M伊
丹
)
も
の
で
あ
引
が
、
こ
れ
は
「
地
」
が
そ
も
そ
も
心
理
的

に
現
実
的
所
与
の
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
単
な
る
潜
在
的
認
識
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
何
故
な
ら
「
図
」
は
完
全

に
孤
立
し
た
い
わ
ば
背
景
か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
背
景
の
な
い
像
と
し
て
現
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
図
と
地
と
の
聞
に
は
「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
関
係
」

(の

g
g一円
N5ω
ヨヨ
g
F
E間
)
と
呼
ば
れ
る
相
互
依
存
関
係
が
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
図
と
地
が
合
わ
さ
っ
て
は
じ
め
て
「
現
実
的
な
意
識
野
」
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。

「
図
・
地
関
係
」
は
あ
ら
ゆ
る
心
理
領
域
に
妥
当
す
る
関
係
を
視
覚
的
に
表

現
し
た
も
の
で
、
よ
り
一
般
的
に
は
「
図
」
の
代
わ
り
に
「
主
題
」

3
Z呂田)、

「
地
」
の
代
わ
り
に
「
主
題
野
」
(
門
Z
E
E
R
F
g
F
E
)
あ
る
い
は
「
基
準
系
」

(
∞
包
括
的
印
3
g
g
)
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
。
「
地
」
、
「
主
題
野
」
あ
る

い
は
「
基
準
系
」
と
は
、
そ
こ
で
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
像
が
形
成
さ
れ
る
特
定
の
領

域
(
含
印
の
め
F
E
)
を
意
味
し
、
そ
の
領
域
の
中
で
個
々
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が

存
在
し
、
動
い
た
り
場
所
を
占
め
た
り
特
定
の
方
向
と
大
き
さ
を
保
有
し
た
り

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
直
観
的
な
知
覚
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
完
全
な
意
識
性
か
ら
は
離
れ
て
い
る
が
、
現
実
的
な
体
験
野
を
構
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
が
「
地
」
な
い
し
「
基
準
系
」
を
そ

の
独
自
の
意
味
で
「
無
意
識
的
」
な
も
の
と
表
現
し
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
れ

は
「
自
明
で
あ
る
が
故
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
に
す
ぎ
な
い
。

シ
ェ

l
ヴ
エ
は
こ
れ
が
現
実
的
な
意
識
で
あ
る
こ
と
を
「
定
位
」

(
C
ユg
c
m吋
ロ
ロ
四
)
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
定
位
と
は

主
体
が
生
活
し
、
行
為
し
、
思
考
し
あ
る
い
は
活
動
す
る
一
般
的
・
基
礎
的
な

内
的
な
い
し
外
的
諸
関
係
(
回
R
R
m
)
と
主
体
と
の
関
係
を
意
味
す
る
。
我
々

は
「
地
」
「
基
準
系
」
に
対
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
(
。
2
2
t
q門
的
色
口
)
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
「
基
準
系
」
「
主
題
野
」
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
活
動
の
基
点
と
し

て
顧
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
別
に
注
意
を
向
け
ら
れ
る
必
要
の
な
い
も
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の
で
あ
針
。
「
基
準
系
」
は
体
験
あ
る
い
は
行
為
の
際
に
現
れ
る
現
実
の
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
に
包
含
さ
れ
て
お
り
、

i
ー
ー
明
瞭
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
く
と
も
|
|

我
々
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
知
覚
に
影
響
さ
れ
制
約
さ
れ
る
限
り
で
、
そ
れ
は
実

際
現
実
的
な
意
識
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
知
見
か
ら
、
刑
法
上
の
故
意
な

い
し
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
つ
き
シ
ュ
l
ヴ
ェ
は
以
下
の
よ
う
な
帰
結
を
導

き
出
し
た
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

立
法
者
が
法
律
上
の
構
成
要
件
に
お
い
て
可
罰
的
行
為
を
具
体
的
に
記
述
す

る
の
は
、
市
民
が
何
を
為
し
あ
る
い
は
思
い
止
め
る
べ
き
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
裁
判
官
が
何
を
ど
の
よ
う
に
処
罰
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
指
標
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
法
的
安
定
性
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

条
項
や
怒
意
的
な
構
成
婆
件
の
記
述
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
意
行
為

に
関
す
る
法
律
上
の
構
成
要
件
に
は
、
恋
意
的
に
特
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

全
法
秩
序
か
ら
個
有
の
法
律
に
応
じ
て
分
離
さ
れ
か
っ
多
か
れ
少
な
か
れ
は
っ

き
り
と
し
た
所
与
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
性
(
き
是
認
与
室
内
の

g
E
S
g
-
S
H
)
を

持

つ

よ

う

な

「

類

型

的

な

行

為

ゲ

シ

ュ

タ

ル

ト

」

(
3
6
-
2
Z

E
E
-
E寝
間

B
E円
)
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
可
罰
的
行
為
は
、

刑
法
上
重
要
で
な
い
八
通
常
の

V
(ロ
ミ
自
主
行
為
と
い
う
一
般
的
な
「
地
」

の
中
か
ら
八
形
態
的
に

V
G
S
E与
え
円
)
浮
き
上
が
っ
た
行
為
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
で
あ
る
。
違
法
行
為
と
法
秩
序
の
問
に
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
で
い
う

「
図
・
地
関
係
」
が
あ
る
の
出
。

行
為
者
が
当
該
行
為
の
違
法
性
を
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
て
お
り
か
っ
こ
の
認

識
が
い
つ
で
も
使
用
可
能
な
知
識
の
要
素
で
あ
る
な
ら
、
違
法
行
為
す
な
わ
ち

行
為
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
知
覚
と
同
時
に
、
常
に
か
よ
う
な
知
覚
が
「
基
準
系
」

す
な
わ
ち
「
法
秩
序
」
の
中
で
秩
序
づ
け
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
図
」
と
し
て
の
違
法
行
為
の
知
覚
と
同
時
に
、
そ
の
「
基
準
系
」
と
し
て
の

法
秩
序
に
お
け
る
地
位
に
つ
き
定
位
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
地
位
の
認
識
は

(
自
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
明
瞭
に
は
現
在
化
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
)
現
実

的
な
も
の
で
あ
刻
。
行
為
者
の
こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
認
識
は
「
現
実
的
な
体

験
野
」
を
構
成
し
て
い
封
。
そ
し
て
シ
ェ

l
ヴ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認

自主

識
は
行
為
時
に
は
心
理
学
的
な
障
害
物
(
印
円

E
Sロ
rg-
∞
句
『
呂
志
ロ
)
と
し
て

機
能
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
違
反
と
は
、
比
職
的
に
言
、
つ
な
ら
、
こ
の
意
味
で
の

障
害
物
を
突
破
し
(
ロ
ミ
ユ
寄

2
E口
問
)
、
突
き
崩
し
(
〉
σ
Z
Z
)
あ
る
い
は
無

視
す
る

2
5
5四
百
円
詰
ロ
)
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
的
に
は
、
責
任
能
力
あ

る
行
為
者
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
法
的
・
社
会
的
秩
序
と
の
関
係
が

な
お
認
め
ら
れ
、
行
為
者
は
〈
法
的
・
社
会
的
秩
序
に
対
し
て
一
定
の
態
度
を

と
る

V
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
〈
現
実
的
な
違
法
性
の
意
識

V
を
も
っ
て
行
為

す
る
も
の
で
あ
る
と
の
徴
候
が
通
常
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
シ
ェ

l
ヴ
エ
は
、
常
習
犯
人
、
衝
動
犯
人
お
よ
び
激
情
犯
人
に
お

け
る
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
の
要
点
は
、
行
為
者
に
既

ー
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に
与
え
ら
れ
て
い
る
不
法
に
つ
い
て
の
知
識
要
素
の
「
現
実
化
」

(〉宮

E
r吊
E
口
問
)
な
い
し
「
再
生
」
(
同

3
2
E
E。
ロ
)
が
可
能
で
あ
っ
た

か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
、
っ
。
こ
れ
に
対
し
て
真
正
の
禁
止
の
錯
誤
で
は
、

当
該
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
知
識
要
素
自
体
が
そ
も
そ
も
行
為
以
前
に
存
在

し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
針
。
激
情
犯
な

ど
と
真
正
な
禁
止
の
錯
誤
と
で
は
問
題
の
局
面
が
異
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

常
習
犯
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
法
敵
対
的
な
意
図
的
態
度
が
習
慣
化
な

い
し
常
習
化
さ
れ
法
的
価
値
な
い
し
規
範
に
対
す
る
常
習
的
な
「
倒
錯
」

(司

2
2
5
2
5問
)
が
固
定
化
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
法
規
範
に
対
す
る
「
現
実

的
な
」
規
範
関
係
(
巾

5
V呉
Z
E
2〈
Z
R
E
Z
E四
)
が
欠
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
吋
。
ま
た
衝
動
犯
に
お
い
て
も
行
為
者
に
「
抑
制
が
き
か
な
く
な
る
こ

と
」
貧
富
昌
吉
岡
ぇ
。
日
記
昨
ぬ
と
が
そ
の
ま
ま
そ
の
衝
動
を
抑
止
す
る
心
理
的
障

害
物
の
不
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
病
的
な
状
況
を
除
け
ば
、
通
常

は
「
現
実
的
な
」
規
範
関
係
が
認
め
ら
れ
、
行
為
者
は
規
範
に
反
す
る
よ
う
な

意
図
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
激
情
犯
に
つ
い
て
も
、
シ
ェ
l
ヴ
エ
は
、
行
為
者
が
当
該
法
規
範
に

対
し
て
「
現
実
的
な
」
関
係
に
あ
る
限
り
で
責
任
能
力
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
実
際
の
心
理
体
験
は
、
知
覚
さ

れ
た
行
為
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
(
す
な
わ
ち
違
法
な
行
為
)
の
構
成
要
件
該
当
性
と

違
法
性
を
共
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
針
。
行
為
者
が
当
該
行
為
の
違
法
性
を
行

為
前
に
既
に
熟
知
し
て
い
る
な
ら
ば
、
行
為
者
は
行
為
時
に
も
な
お
当
該
行
為

の
違
法
性
に
つ
い
て
定
位
さ
れ
て
い
る
。
激
情
行
為
に
み
ら
れ
る
葛
藤
の
負
荷

(
〉
ロ
ロ
包

g)、
欝
積
(
∞
-
円

Z
E
S
E口
)
、
特
殊
な
刺
激
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
爆
発
信
号
口
同

E-uqιznr)
と
い
っ
た
現
象
は
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
心
理

的
・
制
度
的
障
害
物
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
突
破
し
て
行
為
へ
と
駆
り

立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
激
情
行
為
者
も
「
法
秩
序
と
現
実
に
関
わ
っ
て
、
つ

ま
り
法
秩
序
と
無
関
係
に
で
は
な
く
ま
さ
に
法
秩
序
に
反
し
て
」
行
為
す
る
の

だ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
シ
ェ

I
ヴ
エ
は
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定

(切の回一戸
N

・
5
。
ロ
)
が
定
立
し
た
原
則
は
誤
ま
り
で
あ
る
と
し
、
激
情
犯
、

衝
動
犯
な
い
し
常
習
犯
に
あ
っ
て
は
、
行
為
者
に
以
前
に
与
え
ら
れ
た
知
識
要

素
の
「
現
実
化
」
な
い
し
「
再
生
」
、
す
な
わ
ち
現
実
の
体
験
・
刺
激
と
彼
自

身
の
も
つ
知
識
要
素
と
の
統
合
(
-
ロ
芯
喝
さ
O

ロ
)
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、

不
法
に
つ
い
て
の
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
正
な
禁
止
の
錯
誤
で
は
、
そ
も
そ
も
予
め
与
え
ら

れ
た
知
識
要
素
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
行
為
者
は
行
為
の
不
法
に
つ
き
「
認

{
初
)

識
」
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
l
)
印円

F
2
2・∞
2
E
P門
的

2
ロ
ロ
ロ
己
〈
O
『
印
白
門

N
-
H
M
V

晶、ア印・叶
ω
R・
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西ドイツにおける違法性の意識の限界論

(
2
)
E
S
E
-
m
-
∞
由
民
・
尚
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
関
す
る
邦
語
の
文
献

と
し
て
、
ヶ
l
レ
ル
(
佐
久
間
鼎
訳
)
『
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
』
(
内
田

老
鶴
圏
、
昭
和
五
年
)
、
佐
久
間
鼎
『
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
学
の
立
場
』
(
内

田
老
鶴
圏
、
昭
和
八
年
)
、

w-
ケ
l
ラ
l

(
田
中
良
久
・
上
村
保
子
訳
)

『
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
入
門
』
(
東
大
出
版
会
、
昭
和
四
八
年
)
、

p
-

ギ
ョ

I
ム
(
八
木
目
免
訳
)
『
ゲ
シ
タ
ル
ト
理
学
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
和
二
七

年
)
、
ダ
ヴ
イ
ソ
ド
・
カ
ッ
ツ
(
武
政
太
郎
・
浅
野
千
鶴
子
訳
)
『
ゲ
シ
タ

ル
ト
心
理
学
』
(
新
書
館
、
昭
和
三
七
年
)
な
ど
参
照
。

(
3
)
印己高君。・白・白・。

--m-由。

(
4
)
何

U伶口己
p
m
-
H
O
U
R
-

(
5
)
明

u
g早川
r
m
-
H
H
H同・

(
6
)
開

u
g品川
r
m
-
H
H
N・

(
7
)
何

F
E【
F
∞-HH
印・

(
8
)
g
g
含
-
∞
-HHm-
定
位
は
心
理
的
基
準
系
す
な
わ
ち
コ
ン
ラ
l
ト

(
打
。
ロ
『
旦
戸
)
が
「
統
覚
的
無
意
識
」
(
念
日
主
宮
『
N
O
司

E

2

C
ロ
Z
Z宮
内
)

と
し
て
示
し
た
よ
う
な
諸
要
素
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

人
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
諸
関
係

(
E
m
z
E
p
g
m
E
E

∞
包
括
巾
)
に
対
し
て
定
位
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
意
識
的
活
動
の
基
盤

な
い
し
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
9
)
巴
u
g
B
P
∞-mw
叶ロロ
ι
H
N
品『・

(
叩
)
開
Z
E
P
∞・

5
由
・
シ
ェ

l
ヴ
エ
は
次
の
よ
う
に
一
言
、
っ
。
結
局
、
外
界
の

知
覚
的
、
認
識
的
あ
る
い
は
体
験
的
把
握
は
全
て
、
同
時
に
既
に
手
許
に

あ
る
も
の
す
な
わ
ち
再
生
さ
れ
現
実
化
さ
れ
た
記
憶
要
素
に
還
元
す
る
こ

と
(
同
国
門
医
口
町
『

5
同
)
で
あ
る
。
机
が
机
と
し
て
、
人
が
人
と
し
て
、
窃

盗
が
窃
盗
と
し
て
、
殺
人
が
殺
人
と
し
て
、
不
法
が
不
法
と
し
て
認
識
さ

れ
る
な
ら
、
そ
の
認
識
過
程
に
常
に
再
生
行
為
が
与
っ
て
い
る
。
認
識
す

る
と
は
常
に
、
八
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る

v
z
z
a

白
g
Z耳即日

2
5ロロ
g)
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
感
覚
的
知
覚
と
い
う

も
八
再
生
さ
れ
た
成
分
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
知
覚
で
は
な
く
、
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
化
さ
れ
て
い
な
い
カ
オ
ス

V
(シ
ュ
ナ
イ
ダ
l
)

で
あ
ろ
う

(∞

-
Z
S
、
と
。
更
に
言
、
っ
。
記
憶
素
材
の
〈
現
実
化

V
ゃ
、
特
別
の

判
断
な
い
し
包
摂
過
程
に
類
似
の
も
の
と
し
て
知
覚
物
を
記
憶
要
素
の
中

へ
と
編
入
す
る
こ
と
が
、
知
覚
に
更
に
加
わ
る
の
で
は
な
く
、
記
憶
素
材

の
再
生
と
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
た
情
報
と
再
生
物
と
の
統
合
が
知
覚
自
体

の
構
成
的
な
要
素
な
の
で
あ
る
(
∞

-EC)
、
と
。

(
日
)
開
F
巾ロヰ
p
m・-
H
∞
円
ロ
ロ
己

Hω
日『『・

(
ロ
)
何
日
凶
作
ロ
ヰ

mrm-TH
∞・

(
日
)
開
-
u
m
E
p
m
-
E
叶・

(
比
)
間
山
『
巾
ロ
己
p
m・HAS-

(日)閉山
σ
2丘町
r
m・-印申・

(
日
山
)
開

u
g
ι
p
m
-
H印
(
)
同
・

(げ)向山
u
g己
mrm・-印ピ・

(
国
)
シ
ェ
l
ヴ
エ
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
客
体
と
か
衝
動
目
標
へ
意
識
を
集
中

す
る
場
合
、
他
の
心
理
的
要
素
(
記
憶
内
容
な
ど
)
が
そ
の
「
現
実
性
」

を
失
っ
た
り
あ
る
い
は
現
実
化
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
集
中

に
よ
る
よ
恵
識
の
狭
窄
」
に
よ
っ
て
鈍
化
し
た
記
憶
内
容
は
、
そ
も
そ
も

注
意
を
向
け
ら
れ
ず
知
覚
さ
れ
な
い
外
界
の
諸
要
素
と
同
じ
よ
う
に
、
心

理
的
に
は
そ
の
「
現
実
性
」
の
希
薄
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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特
定
の
客
体
に
意
識
が
集
中
さ
れ
た
場
合
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性

は
、
「
原
子
論
的
」
見
解
の
考
え
る
よ
う
に
、
行
為
の
相
異
な
る
二
つ
の
「
成

分
」
(
巴
巾
E
S
Z
)
と
し
て
「
連
言
的
(
並
列
的
)
関
係
」

(CEー
〈
君
主

E
g悶)

に
あ
る
も
の
で
は
な
い

(
m
n
Z
4
2
L
b・o・-∞・
5
ピ・)。

(
m
m
)

的円
F
2
2・血
-mw
・c・-
m
-
H

印叶・

(
初
)
明
白
河
口
門
戸
∞
-
H

印也・

第
二
節

心
理
学
的
考
祭
の
意
義
と
限
界

プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ

l
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
お
よ
び
シ
ュ

l
ヴ
エ
の
以
上

の
論
証
は
、
「
現
実
的
な
」
故
意
あ
る
い
は
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
、
心
理

学
的
考
察
を
通
し
て
そ
の
心
理
的
な
存
在
形
式
を
明
ら
か
に
し
、
従
来
意
識
の

周
縁
に
あ
る
事
実
認
識
と
し
て
故
意
に
算
入
す
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
て
き
た

事
例
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
い
う
な
ら
、
責
任
説
が

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
禁
止
の
錯
誤
と
し
、
故
意
説
が
こ
れ
を
認
め
る
た
め
に
証

拠
法
上
の
自
衛
策
を
講
ぜ
さ
る
を
得
な
か
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
現
実

的
な
意
識
体
験
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
故
意
な
い
し
違
法
性
の
意
識
に
算
入
す
る
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
は
故
意
概
念
な
い
し
違
法
性
の
意
識
概
念
の
拡

張
の
理
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
)
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
刑
法
解
釈
論
上
あ
る
い
は
証
拠
法
則
上
い

か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
故
意
な
い
し
違
法
性
の

意
識
の
成
立
範
囲
を
拡
張
す
る
論
理
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で

は
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)

〈四一・』
m
w
-
S
F
F

印可担問
2
円
宮
・
〉
戸

H
m
w
¥
N
m
(
印
・
品
印
酌
)
唱
曲
ロ
門
町
玄
-
円
『
白
色

目ハ
D
F
-
m
♂
〈
O

円M
W
E
R
F
O
悶
コ
ロ
ロ
ロ
品
∞
。
耳
己
伊
丹
目
。
戸
口
帥
『
。
『
自
己
め
MW

〈。『印日円
N
O
M
・。〉

]{也∞回目・
N

∞印『『・-ロ印
σ
巾印・
N

也印同・
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第
一
款

そ
の
意
義

西
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
、
プ
ラ
ッ
ツ
グ
ン
マ

l
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ

イ
ザ
l
の
理
論
を
「
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
」

(
z
g
n
F
明
急
告
さ
円
F
命
的
さ
け
I

C
0
5
M
F
円
凹
巳
ロ
ョ
)
と
し
て
定
式
化
し
、
継
続
的
な
随
伴
認
識
や
違
法
性
の
意
識

に
つ
い
て
一
般
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
ぞ
例
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
軍
刑
法
三

O
条
一
項
(
部
下
に
対
す
る
傷
害
罪
〕
の
故
意
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
に
つ
い

て
バ
イ
エ
ル
ン
高
等
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
だ
。

「
し
か
し
、
行
為
者
が
行
為
の
時
に
、
全
て
の
行
為
事
情
を
『
そ
れ
を
明
確

に
認
識
す
る
こ
と
』
(
ロ
句
き
り

g
Zロ
)
と
い
う
意
味
で
は
っ
き
り
と
考
慮
に

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

入
れ
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
行
為
時
に
行
為
者
の
意
識
の
全
注
意
が
全
て
の
行

為
事
情
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
故
意
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
故
意
概
念
を
誇
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
構
成
要
件
要

素
の
認
識
は
、
行
為
者
の
意
思
形
成
に
お
い
て
と
も
か
く
有
効
に
作
用
し
、
そ

し
て
『
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
』
と
し
て
、
行
為
者
の
表
象
形
象
に
伴
っ
て

い
る
こ
と
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
実
に
注
意
を
向
け
た
も

の
か
ら
は
ず
れ
た
、
明
瞭
性
の
程
度
の
低
い
、
弱
い
認
識
で
十
分
で
あ
る
。
」

か
よ
う
な
定
式
に
従
う
な
ら
ば
、
行
為
の
客
体
が
「
自
分
の
部
下
で
あ
る
」

と
か
、
狼
裂
行
為
の
相
手
方
が
「
一
四
歳
未
満
の
少
女
で
あ
る
」
と
い
っ
た
認

識
は
、
そ
れ
が
た
と
え
行
為
時
に
は
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
か
よ

う
な
認
識
が
行
為
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
行
為
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
故

意
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
行
為
者
に
暗
黙
の
う
ち

に
そ
し
て
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
よ
り
強
く
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
故
意
の
認
識
対
象
と
し
て
の
自
然
的
・
社
会
的
事
実
は
、

行
為
者
が
具
体
的
行
為
を
行
な
う
そ
の
都
度
、
行
為
者
の
知
覚
作
用
を
通
し
て

外
界
か
ら
意
識
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
具
体
的
客
体
と
関
係
づ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
行
為
の
違
法
性
な
い
し
無
価
値
性
は
、
ロ
ク

シ
ン
や
シ
ェ
l
ヴ
エ
が
述
べ
た
ご
と
く
、
行
為
者
自
身
の
中
に
そ
の
社
会
化
を

通
し
て
い
わ
ば
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
内
在
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ

て
メ
ツ
ガ

i
が
、
感
情
の
警
告
と
い
う
心
理
的
事
実
は
、
一
般
に
事
実
認
識
よ

り
不
法
の
意
識
に
つ
い
て
よ
り
証
明
し
易
い
と
述
べ
た
こ
と
民
、
こ
の
意
味
で

理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

限
界
的
事
例
に
お
い
て
は
個
別
的
に
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
留
保
を
要
す
る
。

い
わ
ゆ
る
確
信
犯
、
常
習
犯
あ
る
い
は
激
情
犯
な
い
し
瞬
間
的
行
為
に

お
け
る
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
確
信
犯
に
つ
い

て
言
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
規

範
秩
序
と
自
己
の
行
為
と
の
「
符
合
意
識
」
で
あ
り
、
行
為
者
固
有
の
価
値
意

識
と
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
問
題
の
要
点
は
む
し
ろ
適
法
行

為
の
期
待
可
能
性
、
あ
る
い
は
量
刑
・
処
遇
上
の
問
題
で
あ
る
。
常
習
犯
に
お
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い
て
は
、
行
為
者
は
「
違
法
性
の
意
識
」
を
も
ち
な
が
ら
も
、
自
己
の
固
有
の

規
範
意
識
が
鈍
磨
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
適
法
行
為
へ
と
自
ら
を
動
機
づ
け

得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
違
法
性
の
意
識
の
存
在
自
体
は
問
題
と
な

ら
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
封
。
こ
れ
に
対
し
て
激
情
行
為
な
い
し
瞬
間
的
行
為
の

問
題
性
は
む
し
ろ
責
任
能
力
の
問
題
に
そ
の
重
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

は
、
行
為
者
が
当
該
行
為
の
違
法
性
の
つ
い
て
の
、
通
常
で
あ
れ
ば
何
時
で
も

現
実
化
し
得
る
知
識
が
、
激
情
的
興
奮
と
い
う
異
常
な
心
理
的
・
物
理
的
状
態

に
よ
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
従
っ

て
行
為
す
る
能
力
が
、
欠
け
た
り
著
し
く
低
減
し
た
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
の
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

一
般
的
に
は
、
故
意
な
い
し
違
法
性
の
意
識
の
成
立
範
囲
が
拡
張
さ
れ
る

}
と
に
な
ろ
う
。

(1)

宮
ロ
告
白
口
口
¥
君
。
σ同
ア
印
門
『
白
『
『
2
z
f
〉
、
H
J

印-u∞
2
2
0
5宏
之
、
『
「
D
E
-
P

的
円
。
∞
.
間
円
印
同
色
ロ
『
・
ω
一間口己。-Uz--CロH.2リ}戸円山町内耳CE円凹巾
5
・
m.]{
印也噂《同
mw

旬、印
s

m
-
P
陥同白河《同口『・
N

品『・ロロ
ι
間
同
叶
同
己
ロ
「
・
H

品ヨ。「
hw
自

E
J
m
円FDロ}向。¥印円『『白己
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。
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m
H
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-

N

⑦
司
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門
司
口
垣
内
三
Y
印
可
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『
「
巾
円
F
T
〉
H
，
F

同己口「-

N

宏
一
巧
g
的
。
}
印
-
U
S『
『
R
Z
〉
、
H
J

的・

2
・
尚
、
斉
藤
・
前
掲
論
文
三
頁
以

下
と
く
に
六
頁
註

(
l
)
も
参
照
。

(
2
)
∞
ミ

O
「
の
己
『
戸
〈
-

N
∞・。・

5
コ
-ztξ

呂コ
-
m・
5
2『
・
事
案
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
青
木
・
前
掲
論
文
一
二
八
頁
以
下
参
照
。

(3)
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
き
、
〈
包
・
穴
D
F
Z
F
の
〉
E
E
-
∞
N

∞∞民・

(
4
)
本
章
第
一
節
第
二
款
ニ
参
照
。

(
5
)
本
章
第
一
節
第
一
款
二
参
照
。

(6)
拙
稿
「
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
一
考
察
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三

号
一
五
一
一
|
三
頁
参
照
。

(
7
)
本
稿
第
一
章
第
一
款
参
照
。

(8)
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論

I
総
論
』
(
昭
和
四
九
年
)
二
四
六
七
頁
、

内
田
・
前
掲
『
刑
法

I
(総
論
)
』
二
三
四
頁
、

(
9
)
〈
包
・
同
己
且
己
主
】
r
∞
同
b

H

叶問《凶ロ句・
H
A
凶
・
ヨ
己
耳
目
-
-
C
口
「
2
E
g
u
m
耳
Z
P
Z
2
p

m・
5
叶
『
『
・
激
情
行
為
と
責
任
能
力
の
問
題
に
つ
き
詳
し
く
は
、
〈
四
一
・
宍
『
ロ
呂
志
-
-

B
g
p
玄
CC〈忠一
o
ロ
=
E
Z
8
2
5
四
回
口
〉
『
向
。

F
司
市
印
門
的
内
F
2
R
E
『
戸
垣
市
町
市
一
.

5
2・∞・
ω
印∞
R-
含『印
-
w

〈
2
8
F
N
E
ヰ
富
。
門
戸
〈
国
門
戸
。
P
植
松
正
「
激
情
行
動
と

責
任
能
力
」
佐
伯
千
初
博
士
還
暦
祝
賀
『
犯
罪
と
刑
罰
同
』
(
昭
和
四
三
年
)

四
二
二
頁
以
下
、
林
美
月
子
「
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
(
二

i
(三
)
」
神
奈
川

法
学
一
八
巻
二
号
、
三
号
(
昭
和
五
七
年
)
、
一
九
巻
一
号
(
昭
和
五
九
年
)

参
照
。
ま
た
上
回
健
二
「
激
情
行
動
の
行
為
性
と
故
意
(
上
)
|
1
G
-
シ
ェ

l

ヴ
エ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
l
i
1
」
同
志
社
法
学
二
一

O
巻
二
・
三
号
(
昭
和
五

三
年
)
七
三
頁
以
下
も
参
照
。

第
二
款

批
判
的
考
察

「
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
」
の
理
論
は
、
か
よ
う
な
意
識
を
、
行
為
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者
に
お
い
て
暗
黙
の
う
ち
に
か
つ
必
然
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
肯

定
し
よ
う
と
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
一
定
の
心

理
学
的
法
則
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
何
の
疑
い
も
な
く
肯
定

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
証
拠
法
則
と
し
て
刑
事
裁
判
実
務
上
も
重
要
な

意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
、
同
時
意
識
の
理
論
も
必
ず
し
も
西
ド
イ
ツ
の
心
理
学
界
に
お

い
て
統
一
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
「
無
意
識
」
の
領

域
に
算
入
す
る
見
解
も
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
ぶ
。
心
理
学
的
法
則
の
記
述
は

一
つ
の
心
理
学
的
仮
説
で
あ
り
一
般
的
法
則
性
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
必
然
性
を
伴
な
う
も
の
で
は
な
ぱ
。
す
な
わ
ち
同
時

意
識
説
が
一
言
う
よ
う
な
、
特
定
の
構
成
要
素
の
認
識
が
必
然
的
に
そ
れ
に
附
随

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

す
る
構
成
要
件
要
素
の
認
識
を
も
伴
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
心
理
学
的
法
則

が
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
性
的
乱
用
の
客
体

で
あ
る
児
童
の
年
令
に
つ
い
て
抽
象
的
に
は
「
以
前
か
ら
」
知
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
具
体
的
状
況
(
例
え
ば
、
衝
動
な
い
し
誘
惑
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
状
況
)
に
よ
っ
て
は
軽
率
に
も
そ
の
こ
と
に
思
い
が
至
ら
な
い
こ
と
も
、

我
々
の
経
験
上
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
限
界
事
例
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も

常
に
同
時
意
識
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
の
知
識
は
、
例
え
ば
自

分
の
誕
生
日
と
か
自
分
が
公
務
員
で
あ
る
と
い
っ
た
知
識
の
よ
う
に
、
ち
ょ
っ

と
注
意
を
向
け
れ
ば
そ
れ
以
上
に
知
的
努
力
を
要
す
る
こ
と
な
く
容
易
に
想
起

し
得
る
も
の
か
ら
、
自
分
の
息
子
の
遊
び
友
達
の
年
令
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
ず
、

二
疋
の
記
憶
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
大
体
何
歳
で
あ
る
か
思
い
出
せ
る

よ
う
な
も
の
ま
で
、
そ
の
強
度
は
様
々
で
あ
説
。
人
間
の
個
別
的
で
有
限
な
生

活
経
験
は
、
そ
の
具
体
的
状
況
あ
る
い
は
そ
の
反
省
能
力
に
応
じ
て
多
様
で
あ

り
得
、
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
の
理
論
を
限
界
事
例
に
つ
い
て
も
一
般
的
に

妥
当
す
べ
き
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
主
観
的
帰
責
概
念
の
、
と
り
わ

け
事
実
的
故
意
概
念
の
実
態
に
反
し
た
客
観
主
義
的
還
記
」
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
他
人
の
内
心
に
生
起
す
る
事
象
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
た
だ
外
界

か
ら
内
観
な
い
し
感
情
移
入
を
通
し
て
-
評
価
し
得
る
に
す
ぎ
ず
、
認
識
論
上
は

閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
は
、
人
間
の
意
識
作

用
の
一
般
的
傾
向
を
示
す
「
情
況
証
拠
」

(-EE)
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る

に
す
ぎ
料
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
行
為
者
の
意
識

内
容
を
判
断
す
る
に
際
し
、
彼
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
構
成
要
件
要
素
な
い
し

行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
否
か

を
、
そ
の
都
度
(
』
2
2
2
)
具
体
的
事
案
に
即
し
て
、
心
理
的
・
精
神
的
感
情

移
入
(
凹
2
r
n
F
同
巳
目
立
問

g
何

S
E
E
-
2
)
に
よ
る
追
体
験
を
通
し
て
認
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
説
。

違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
も
こ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
り
、
ロ
ク
シ
ン
の

言
う
よ
う
に
、
「
行
為
者
が
適
法
性
の
限
度
を
踏
み
越
え
る
際
に
、
確
か
に
良

く
な
い
感
じ
が
し
た
が
そ
れ
で
も
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
よ
う
な
適
法
性
の
限
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研究ノート

界
領
域
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
事

物
思
考
的
な
同
時
意
識
が
具
体
的
に
認
定
し
得
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
の
で

あ
っ
て
、
禁
止
の
錯
誤
の
成
立
範
囲
を
あ
ま
り
厳
格
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と

に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ャ
コ
ブ
ス
は
こ
の
点
で
、
い
わ
ゆ
る
中

性心
の刑
あ法
るー
事~
例言
と己
し z
て吉

例豆
え
ばの

保護
護で
をも
命同

1望
F i設
マー
fζ が
?ヨ認
立す ? 
すっ
れ
る
虐戸
待 v・
(可
西能

独
刑
法
二
二
三
条
b
)
、
養
護
・
教
育
義
務
違
反
(
同
一
七

O
条

a
)
侮
辱
(
同

一
八
五
条
以
下
)
、
売
春
婦
謝
助
(
同
一
八
一
条

a)
、
同
性
愛
行
為
(
同
一
七

五
条
)
、
親
族
問
の
性
交
(
同
一
七
三
条
)
、
背
任
(
同
二
六
六
条
)
、
暴
利
(
同

三
O
二
条

a)
、
そ
し
て
不
作
為
犯
の
多
く
、
さ
ら
に
は
情
動
的
興
奮
状
態
で

の
犯
罪
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
あ
る
い
は
、
当
該
行
為
の

違
法
性
に
つ
い
て
の
一
致
し
た
社
会
倫
理
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
り
、
適
法
な
経
済
活
動
と
違
法
行
為
と
の
限
界
が
暖
味
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
の
よ
う
な
規
範
的
構
成
要
件
要
素

に
つ
い
て
の
認
識
・
判
断
が
行
為
の
違
法
性
の
認
識
・
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
性
の
錯
誤
が
生
じ
得
る
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ

う
。
我
が
国
で
も
、
例
え
ば
内
田
教
授
は
、
脅
迫
罪
、
名
誉
侵
害
罪
、
背
任
罪
、

横
領
罪
、
公
然
狼
裂
罪
な
ど
に
つ
い
て
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
る
こ
と
が
十
分

あ
り
う
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
当
該
行
為
の
違
法
性
に

つ
い
て
の
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
の
存
在
を
安
易
に
推
定
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
都
度
、
当
該
行
為
事
情
の
も
と
で
、
具
体
的
に
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
の
理
論
も
行
為
者
の
特
定
の
構
成
要

件
要
素
な
い
し
違
法
性
に
関
す
る
心
理
的
な
存
在
形
式
を
示
す
心
理
学
的
仮
説

と
し
て
、
実
務
上
、
故
意
な
い
し
違
法
性
の
意
識
の
成
立
範
囲
を
拡
張
す
る
方

向
で
機
能
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
限

界
事
例
に
お
い
て
も
一
般
的
に
あ
る
い
は
必
然
的
に
妥
当
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
情
況
証
拠
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
う
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
安
易
な
適
用
は

慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
考
察
方
法

に
よ
る
故
意
概
念
あ
る
い
は
違
法
性
の
意
識
概
念
は
、
故
意
概
念
の
規
範
的
基

{
m
N
V
 

礎
づ
け
、
あ
る
い
は
訴
訟
に
お
け
る
認
定
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
、
今
度
解
明
さ
る
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
違
法
性
の
意
識
の
「
可
能
性
」
に
つ
い

て
も
二
様
の
理
解
が
あ
り
得
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
、
行
為

者
自
身
が
当
該
行
為
事
情
な
い
し
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
行
為

以
前
に
既
に
経
験
し
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
意
識
の
表
層
に
は
現
実

化
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
潜
在
的
な
」
(
一
旦

g
円
)
も
の
で
あ
り
、
他

の
一
つ
は
、
「
現
実
的
」
(
者
弓
主
再
三
の
反
意
語
で
あ
り
、
行
為
者
が
違
法
性

を
意
識
す
る
こ
と
が
、
平
均
的
な
通
常
一
般
人
を
基
準
に
す
る
な
ら
可
能
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
あ
り
得
る
」
な
い
し
「
起
こ
り
得
る
」
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と
い
っ
た
意
味
で
町
「
可
能
な
」
(
唱
。

Z
E
E
-
)
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
違
法

性
の
意
識
(
な
い
し
認
識
)
の
主
観
的
な
現
実
化
な
い
し
再
生
の
「
可
能
性
」

の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
、
例
え
は
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
予
見
可
能
性
と

パ
ラ
レ
ル
な
問
題
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
逮

法
性
の
意
識
の
問
題
に
関
連
し
て
、
そ
れ
が
「
現
実
的
」
な
も
の
と
「
潜
在
的
」

な
も
の
、
さ
ら
に
は
単
に
「
可
能
的
」
な
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
心
理
学
的
な

存
在
形
態
に
つ
い
て
も
三
分
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
事
物
思
考
的
な

同
時
意
識
」
や
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
的
な
「
定
位
」
の
関
係
は
、
実
は
潜
在

的
な
も
の
と
い
う
意
味
で
の
「
可
能
性
」
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論
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1
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(2)
心
理
学
に
お
け
る
実
験
的
方
法
に
お
け
る
一
般
化
の
問
題
に
つ
き
、
例

え
ば
、
ポ
ノ
ル
・
フ
レ
ス
「
実
験
的
方
法
」
波
多
野
完
治
・
南
博
監
訳
『
現

代
心
理
学

I
』
(
白
水
社
・
昭
和
四
六
年
)
一
七
二
頁
以
下
参
照
。
知
覚

心
理
学
上
の
「
法
則
」
が
仮
説
的
な
図
式
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
簡
潔
に
指

摘
す
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
柿
崎
祐
一
・
牧
野
達
郎
編
『
心
理
学

I

知
覚
・
認
知
』
(
昭
和
五
一
年
)
一
二
九
頁
以
下
参
照
。

(3)
問
E
。

-zrCロ『巾円
E
Z
F
巾豆、
z
p
円凹
E
P
∞
呂
印
『
・
問
。
H
5・
N
印
斤
岩
田
ι・4
∞・

的・
N
日
印
唱
穴
U
F
-
m
p
。
〉
]
{
申
∞
]
f
m
・N
由。『・一
]
h
w
r
。
σ♂
∞
z
・mw
『『め円『】丹〉吋.間∞
¥
]
{
N

(印
-
N
H
A
凶)唱〈四-・田区円『∞
-
2
・∞円『町民『
2

Z

〉
寸
・
的
-
H
N
A
山・

(
4
)
宍
D
F
Z
F
の
〉
呂
∞
ゲ
∞
・

3
H
ケ
l
ラ
ー
は
さ
ら
に
、
外
的
世
界
の
意
味

連
関
を
主
観
的
に
逆
に
判
断
し
た
り
、
錯
誤
し
た
り
あ
る
い
は
軽
率
に
も

忘
れ
た
り
す
る
の
は
、
実
際
的
状
況
が
多
義
的
で
あ
っ
た
り
、
主
観
的
な

経
験
的
知
識
が
不
確
か
で
あ
っ
た
り
あ
る
い
は
主
体
の
反
省
能
力
が
(
そ

れ
が
潜
在
的
で
あ
れ
現
実
的
で
あ
れ
)
多
様
で
あ
っ
た
り
す
る
た
め
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
、
全
て
の
認
識
作
用
が
1
1
1論
理
的
に
明
確
な
形
で
あ
れ
、

暗
黙
的
・
不
明
確
な
形
で
あ
れ
l
l
i主
体
の
自
律
的
・
範
鴎
的
綜
合
の
中

で
実
現
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
無
視
し
て
事
態
を
単
純
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
故
意
を
構

成
す
る
意
味
認
識
の
要
素
を
客
観
主
義
的
に
削
減
す
る
こ
と
は
、
故
意
の

推
定
の
危
険
を
手
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
事
物
思
考
的
な
同
時

意
識
説
は
、
故
意
概
念
を
実
質
的
に
縮
減
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
故
意
の
成
立
範
囲
を
逆
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判

し
て
い
る
お
-
N
U
N

品)。

(5)
開
口
内
口
的
門
町
一
昨
円
E
R同1・-「『
Z
E
z
u
m
「
ロ
。
「
E
N凶作
2
巾
叶
巳
σ内
的
門
印
ロ
《
回
目
呂
耳
目
?

ヨ白
Z
F
E
m同「白『『巾
n
z
F
H
U
∞
ω
・印・
ω
c
・

(
6
)
的門町宮
E
F
h
w
戸回目。『・円、め官『
U
E
門司
f
H
C
¥
印品(印・品{〕由同・)ロロ
b
H
O
¥
4
k
H
(
∞-
K
H
N
品目・)ヨ

〈回「
ω
己円『門戸
2
1
ω
-
e

目立回門田戸内凶ロ
σ己の
F
・4
¥
め岱(∞
-
N
H
ω
)

ロ
ロ
品
斗
¥
斗
小
(
∞
-
H
N
4
)

な
お
我
が
国
の
判
例
に
は
、
「
意
識
の
深
層
に
お
け
る
殺
意
」
と
か
「
潜

在
意
識
下
に
お
け
る
認
識
・
予
見
」
あ
る
い
は
「
意
識
の
根
底
に
お
け
る

認
容
」
と
い
っ
た
用
語
に
よ
っ
て
故
意
を
ム
同
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
(
例

え
ば
、
高
松
高
判
昭
和
三
一
年
一

O
月
一
ム
ハ
日
高
裁
刑
事
裁
判
特
報
三
巻
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二
O
号
九
八
四
頁
、
大
津
地
判
昭
和
三
七
年
五
月
一
七
日
下
刑
集
四
巻
五

H
六
号
四
四
八
頁
、
大
津
地
判
昭
和
三
九
年
九
月
八
日
下
刑
集
六
巻
九
H

一
O
号
一

O
一
六
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
八
日
東
京
高
裁
判

決
時
報
(
刑
事
)
一
七
巻
四
号
六
O
頁
、
名
古
屋
地
判
昭
和
四
六
年
一
月

二
八
日
判
例
時
報
六
三
五
号
一
六
O
頁
)
。
こ
れ
ら
の
判
例
も
、
心
理
学

上
の
「
無
意
識
」
で
は
な
く
、
実
は
「
意
識
の
辺
域
(
な
い
し
周
縁
)
」

に
お
け
る
認
識
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
(
こ
の
点
に
つ
き
、

平
川
宗
信
「
故
意
」
西
原
春
夫
他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
三
巻
責
任
』

(
昭
和
五
五
年
)
九

O
頁
以
下
参
照
)
、
そ
の
用
語
法
の
適
否
は
と
も
か
く
、

現
実
的
な
意
識
作
用
と
し
て
の
「
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
」
説
と
共
通

の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(7)
見

O
E
P
N
2
4弓
叶
∞
.
印

N印
∞

一

さ

各

国

。

E
〈

q
g
Z
2
Z自
己
ロ
己
〈
ミ
ー

4
〈命『]『

σhw『
r
2
F
]
{
匂
白
川
町
印
・
品
∞
‘
∞
円
『
】
『
。

2
]
2
J
戸
開
.
間
同
叶
悶
己
ロ
『
-
N
A凶・

(
8
)
内
田
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
一
四
頁
、
一
一
一
六

頁
、
三
三
五
|
六
頁
、
三
五
三
|
四
頁
、
三
七

O
頁
、
三
五
三
|
四
頁
、

五
O
四
頁
等
。

(9)
故
意
の
認
識
内
容
と
し
て
ど
の
程
度
具
体
的
な
要
素
を
求
め
る
か
に
つ

い
て
、
見
解
が
対
立
し
得
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
事
実
の
錯
誤
、
と
り
わ

け
客
体
の
錯
誤
と
方
法
の
錯
誤
の
区
別
の
問
題
に
関
連
し
て
、
故
意
の
認

識
対
象
を
個
々
の
構
成
要
件
要
素
な
い
し
行
為
客
体
に
求
め
る
の
か
、
あ

る
い
は
、
保
護
法
益
の
面
か
ら
、
さ
ら
に
は
構
成
要
件
的
評
価
と
い
う
規

範
的
視
点
か
ら
そ
の
対
象
の
範
囲
を
あ
る
程
度
抽
象
化
し
そ
れ
に
よ
り
故

意
の
成
立
範
囲
を
拡
張
し
て
ゆ
く
の
か
に
よ
っ
て
、
事
実
の
錯
誤
に
つ
い

て
の
取
り
扱
い
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
立
場
は
、
行
為
者
の
自
然

的
な
い
し
具
体
的
な
行
為
意
思
を
重
視
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
自
然
主
義

的
・
具
体
的
故
意
概
念
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
の
「
具
体
化

説
」
な
い
し
我
が
国
の
「
具
体
的
(
法
定
)
符
合
説
」
は
こ
の
方
向
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
立
場
は
、
錯
誤
論
を
構
成
要

件
的
評
価
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
行
為
者
の
自
然
的
意
思
の
客
観
的

発
生
事
態
へ
の
帰
属
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
刑
法
上
の
故
意
を
い
わ
ば
規

範
化
・
抽
象
化
さ
れ
た
一
般
的
故
意
概
念
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ

る
。
西
ド
イ
ツ
の
最
近
の
「
実
質
的
等
価
値
説
」
や
「
目
標
達
成
説
」
な

い
し
我
が
国
の
「
法
定
的
符
合
説
」
な
ど
は
こ
の
方
向
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
問
題
は
い
か
に
し
て
統
一
的
な
故
意
概
念
な
い
し
錯
誤
論
を
展
開

し
、
明
確
な
限
界
基
準
を
設
定
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
(
こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
佐
久
間
修
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
の

錯
誤
論
に
つ
い
て
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一

O
一
号
(
昭
和
五
九
年
)

七
五
頁
以
下
、
同
「
事
実
の
錯
誤
の
理
論
と
故
意
の
観
念
」
名
古
屋
大
学

法
政
論
集
一

O
二
号
(
昭
和
五
九
年
)
五
七
頁
以
下
参
照
、
な
お
、
州
見

光
男
「
具
体
的
事
実
に
お
け
る
方
法
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
早
稲
田
大
学
大

学
院
法
研
論
集
三
五
号
(
昭
和
六
O
年
)
二

O
五
頁
以
下
、
井
田
良
「
故

意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び
『
個
数
』
の
特
定
に
関
す
る
一
考
察
(
一
)

1
(
四
)
」
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
五
八
巻
九
号
i
一
一
一
号
(
昭
和
六
O

年
)
も
参
照
)
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
錯
誤

の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
(
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
拙
稿
・
北
大

法
学
論
集
三
六
巻
三
号
二
二
八
註
(
お
)
お
よ
び
(
幻
)
参
照
)
。
こ
こ
で
は

問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
き
さ
し
あ
た
り
西
ド
イ
ツ
の
も
の
と
し
て
、
話
「
出
国

S
F
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】
ぬ
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田
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同
一
凹
の
め
問
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円
宇

田

S
ロ
ι

ヨヨ
Z
Z四
回
日
円

Fえ
を

ち

吾

作

戸

同

凶

{
E
E
Z
-
Z
M
n可
申
ハ
コ
ヨ

2.

5
寸
∞
-
的

-
N
Sロ-一
Z
O
R
2・
者

--t弓
ω
F
5
2
E
E
E
Z
5
回
同
『
担
問
司
『

O
B
P・

M

・4
@

ロ・

(
日
)
こ
の
よ
う
な
三
分
法
に
つ
き
、
〈
包
・

0
5
叶
コ
津
町
5
F
c
z
z
n
F目
的

的
門
司
旧
民
「
巾
円

FF
〉
↓
・

]{-zmwgF同
ロ
デ

H
申
∞
]
ケ
印
・
]
{
同
町
内
・

結
、
ぴ
に
か
え
て

西ドイツにおける違法性の意識の限界論

本
稿
の
問
題
は
、
「
違
法
性
の
意
識
」
と
「
違
法
性
の
錯
誤
」
と
を

分
か
つ
具
体
的
基
準
は
何
か
、
行
為
者
が
い
か
な
る
心
理
状
態
に
あ
る
と
き
違

法
性
の
意
識
が
あ
る
と
言
え
る
か
と
い
う
点
を
具
体
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
未
必
の
違

法
意
識
」
あ
る
い
は
「
違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
(
心
理
学
的
な
存
在
形
態
ご

の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
我
が
国
で
は
こ
の
点
は
ほ
と
ん
ど
論
議

の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
議
論
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
得
ら
れ
た
結
論
を
ま
と
め
、
残
さ
れ

た
問
題
点
を
指
摘
し
、
結
び
と
し
た
い
。

ま
ず
「
未
必
の
違
法
意
識
」
の
限
界
基
準
に
つ
い
て
は
、
未
必
の
故
意
に
関

す
る
諸
説
と
パ
ラ
レ
ル
に
問
題
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
真
執
事
説
な
い

し
甘
受
説
が
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
当

該
行
為
の
違
法
性
の
可
能
性
を
真
撃
に
受
け
と
め
、
か
つ
そ
れ
を
甘
受
し
た
な

ら
、
彼
は
未
必
の
違
法
意
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、

違
法
性
の
意
識
の
認
識
的
要
素
と
意
思
的
要
素
の
双
方
を
結
合
し
た
か
た
ち
で

限
界
基
準
を
定
式
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
質
的
に
は
、
行
為
者
の
動
機
形

成
過
程
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
行
為
者
の
動
機
形
成
過
程
を

考
慮
す
る
な
ら
ば
、
(
法
)
規
範
上
の
価
値
内
容
の
認
識
と
し
て
の
違
法
性
の

意
識
の
性
質
上
、
あ
る
い
は
違
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
表
象
を
意
思

決
定
の
最
終
段
階
に
お
い
て
も
打
ち
消
さ
ず
に
行
為
へ
と
決
意
す
る
な
ら
ば
、

未
必
の
違
法
意
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
未
必
の
違
法
意
識
の
成

否
を
判
断
す
る
限
界
基
準
は
、
意
思
決
定
の
最
終
段
階
に
お
け
る
認
識
的
要
素

を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
、
情
緒
的
・
感
情
的
要
素
な
い
し
意
思
的
要
素
は
量
刑

に
お
い
て
顧
慮
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
行
為
者
が
未
必
の
違
法
意
識
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
行
為

の
違
法
性
に
つ
い
て
の
法
状
況
が
客
観
的
に
確
定
し
得
ず
、
し
か
も
行
為
者
が

そ
の
場
で
い
ず
れ
か
の
行
為
可
能
性
を
選
択
す
べ
き
一
種
の
緊
急
状
態
に
追
い

込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
為
者
に
対
し
て
適
法
行
為
を
期
待
す
る

こ
と
が
法
秩
序
の
過
度
の
要
求
と
な
り
、
行
為
者
に
刑
罰
を
課
す
こ
と
が
一
般
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予
防
な
い
し
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
責

任
非
難
が
減
弱
さ
れ
る
も
の
と
言
、
つ
べ
き
で
あ
る
(
第
一
章
)
。

次
に
、
現
実
的
な
違
法
性
の
意
識
は
確
信
犯
、
常
習
犯
、
激
情
犯
あ
る
い
は

瞬
間
的
な
反
射
行
為
な
ど
で
は
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
責
任
説
の
批

判
に
答
え
て
、
心
理
学
的
考
察
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
か
た
ち
で
、
違
法
性
の

意
識
は
同
時
意
識
な
い
し
事
物
思
考
の
形
式
で
存
在
し
う
る
と
す
る
見
解
、
あ

る
い
は
我
々
は
社
会
秩
序
に
対
し
て
定
位
さ
れ
て
お
り
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
関
係

に
あ
る
対
象
の
地
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
明
瞭
に
意
識
が
向
け

ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
現
実
的
な
体
験
野
を
構
成
す
る
と
し
て
現
実
的
な
違
法

性
の
意
識
を
肯
定
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
。
西
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
こ

れ
を
「
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
」
と
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
所
説
は
、

従
来
の
刑
事
裁
判
実
務
を
心
理
学
的
な
説
明
に
よ
っ
て
補
強
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
心
理
学
上
の
法
則
性
な
い
し
必
然
性

ま
で
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
一
致
し
た
杜
会
倫
理
的
基
盤
に

支
え
ら
れ
て
い
な
い
行
為
(
例
え
ば
同
性
愛
行
為
な
ど
)
や
、
適
法
な
経
済
活

動
と
違
法
行
為
と
の
区
別
が
微
妙
な
場
合
、
あ
る
い
は
不
作
為
犯
な
ど
の
限
界

的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
の
規
範
的
要
素
の
認
識
の
問
題
と
も
関
連

し
て
、
そ
の
定
式
の
適
用
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
定
式
は
情
況

証
拠
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
ず
、
裁
判
官
の
自
由
な
評
拠
評
価
の
も
と
で
、

当
該
行
為
者
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
性
質
、
法
的
規
制
の
対
象
と
し
て
広
く

知
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
行
為
者
の
判
断
能
力
な
ど
を
綜
合
し
て
、
そ
の
都

度
、
か
よ
う
な
心
理
的
事
実
が
行
為
者
に
み
と
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
き
、
具

体
的
に
認
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
(
第
二
章
)
。

し
か
し
な
が
ら
残
さ
れ
た
問
題
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
未
必
の
違
法

意
識
の
責
任
と
処
罰
に
関
し
て
い
う
な
ら
予
防
目
的
を
も
加
味
し
て
行
為
者
の

責
任
の
程
度
な
い
し
量
刑
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
当
該
行
為
者
に
刑
罰
を
課

す
こ
と
が
一
般
予
防
な
い
し
特
別
予
防
の
上
か
ら
ど
の
程
度
具
体
的
な
効
果
を

期
待
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
我
々
は
経
験
的
な
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら

ず
、
刑
罰
の
予
防
目
的
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
責
任
の
段
階
で
予
防

目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
予
防
の
必
要
性
あ
れ
ば
刑
罰
あ
り
と
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
危
険
は
な
い
の
か
、
こ
の
意
味
で
、
予
防
目
的
は
責
任
・
処
罰
を
消

極
的
に
限
定
す
る
方
向
で
の
み
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
点

に
つ
い
て
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
質
的
責
任
概
念
が
解
釈
論
上

い
か
な
る
局
面
で
機
能
し
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
責
任
の
存
否
だ
け
で
な
く
そ

の
程
度
を
も
間
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
判
断
資
料
を
盛

り
込
む
の
か
と
い
っ
た
主
と
し
て
量
刑
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
目
を

向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
の
理
論
も
心
理
学
上
、
必
ず
し
も
確
立
さ

れ
た
学
説
で
は
な
く
、
我
々
は
今
後
も
、
よ
り
説
得
的
な
心
理
学
的
・
精
神
医
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学
的
な
仮
説
的
図
式
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
違
法
性
の
意

識
の
問
題
に
限
ら
ず
、
一
般
に
犯
罪
成
立
の
主
観
的
要
件
(
故
意
、
目
的
、
動

機
、
心
情
な
ど
)
あ
る
い
は
責
任
能
力
を
刑
事
裁
判
実
務
に
お
い
て
問
題
と
す

る
に
際
し
て
、
心
理
学
・
精
神
医
学
は
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
な
し
得
る
の
か
、

と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
困
難
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
探
め
る
こ
と
を
今
後
の
-
課
題
と
し

て
、
こ
の
ノ
l
ト
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

西ドイツにおける違法性の意識の限界論
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Uber die Abgrenzungsproblerne des 

Unrechtbewustseins in der BRD 
Choshin NAGA[* 

Einleitung Fragestellung 

S. 1 Das bedingte Unrechtsbewustsein 

1. Abgrenzungskriterium des bedingten Unrechtsbewuβtseins 

1. Die Einwilligungstheorie 

2. Die Gleichgultigkeitstheorie 

3. Die Wahrscheinlichkeitstheorie 

4. Die Moglichkeitstheorie 

5. Die Ernstnehmenstheorie bzw. die Sich-Abfindenstheorie 

6. Zwischenergebnis 

II. Schuld und Strafe beim Handeln mit bedingtem Unrechtsbe-

wustsein 

1. Der sog. Gewissenstater und der materielle Schuldbegriff 

2. Die einzelnen Falle des bedingten Unrechtsbewustseins 

3. Zwischenergebnis 

S.2 Die “Aktualitat" des Unrechtsbewuβtsellls 

1. Entwicklung der psychologischen Betrachtungsweise in der 

BRD 

1. Die Vorgeschichte 

2. Die Lehre vom Mitbewuβtsein 

3. Die Lehre vom Sachdenken 

4. Die Lehre vom Gestaltzusammenhang 

II. Bedeutung und Grenze der psychologischen Betrachtungs-

welse 

1. Bedeutung 

2. Kritische Bemerkung 
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